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了、r

まえがさ

これまで日本語の使役に関する研究はすでに多くの研究者によって様々な観

点から論じられてきた。同じように中国語の使役についても多くの研究がなさ

れてきた。しかし、使役に関する両言語の対照研究となると、筆者の知ってい

るかぎり、ほとんどないといってよい。この意味で、これまでまったく関係な

く論じられてきた両言語の使役を対照研究の形でとりあげて考察するのは非常

に意義の大きいことといえよう。

本論文の主たる目的は日本語と中国語の使役表現を比較対照し、考察するこ

とである。一般に使役というと、日本語では「せる、させる」、中国語では「叫、

譲、使」だけが扱われがちであるが、本論文は考察の範囲を広げ、使役表現と

いう枠組みをもうけ、従来使役とされなかった構文もその中にとりいれて考察

した。

論文の執筆にあたって、多大な時間と労力を費やし、終始忍耐づよく、暖か

く激励しっづけ、指導してくださった寺村秀夫先生、寺村先生のあとを快く引

き受け、熱心に指導し、多くの有益な助言と示唆を与えてくださった草薙裕先

生に心よりお礼申し上げる。論文の草稿に目を通し、貞重な助言と暖かい励ま

しをしてくださった北原保雄先生、小松英雄先生、上野恵司先生にあらためて

感謝の意を表したい。また直接的、間接的に私の論文に関心を示し、暖かく見

守って下さった方々にもお礼申し上げたい。

最後に、留学期間中、奨学金を提供して下さった中国教育委員会、日本国際

教育協会、石坂財団にもこの機会を借りて厚くお礼申し上げる次第である。

1987年11月

楊凱鬼
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0　序章

本研究は日本語と中国語の使役表現を比較対照し、考察しようとするもので

ある。一般に日本語で、使役表現といえば

（1）太郎が花子に（を）行かせる。

（2）太郎が花子に中国語を勉強させる。

（3）医者が病人を早く回復させるために、あらゆる手を尽くした。

といったような表現をさしている。このような文の特徴を形式的、意味的な両

面から見ると、次のようになる。まず、形式的には動詞に助動詞「せる、させ

る」がっいていること（形態的特徴）、使役者が、文の主語として現れ、卜が」

をとり、披使役者（丁行く」、「勉強する」、「回復する」の主体）が目的語

として現れ、「に」か「を」をとること（構文的特徴）、そして、意味的には、

あるもの（使役者）が他のもの（被使役者）にある動作・作用をするようたし

むけるということである。（以下これらの特徴をあわせもっことを「条件I」

とする。）日本語ではこれらの特徴をそなえたものを「使役態」とよぶことが

多い。

一一万、（1）、（2）、（3）と意味的に等価である（以下、対応するという）

中国語の表現は次のような文である。

（4）太郎叫（譲）花子去。

（5）太郎叫（譲）花子学習中文。

（6）医生想尽一一一切方法使病人早目恢復健康。

この種の中国語の表現は、形式的には「叫、譲、使」という形式を用い、使

役者が文の主語として現れ、被使役者が「叫、譲」の目的語であると同時に、

1、一・一・一



後ろの動詞の主語でもあるという構文的特徴をもっており、意味的には日本語

と同様に使役者が被使役者にある動作・作用をするようにしむけるという特徴

をもっている（以下、これらの特徴をあわせもっことを「条件Ⅱ」とする）。

ノこの二つの構文の形式と意味の特徴を示すと次の表のようになる。

「

－

！

「

．

－

ト

；

■

し

にサ
つ

よるすVがV
lにY

しむける

したがって、日本語と中国語の使役をとりあげる場合には、この二つの構文

を比較して議論していけばよいようにみえる。しかし、文法構造の異なる言語

の比較対照の難しさはむしろここから先にある。例えば、日本語の

（7）母視が赤ん坊に乳を飲ませる。

（8）太郎が花子の悪口をいって彼女を泣かせてしまった。

（9）政府は新たに三っの委員会を発足させた。

（10）太郎が顔をこわばらせて、こう言った。

といったような表現は、日本語の条件Ⅰのうち、形式的特徴をみたしており、

形式的にみればこれらの表現を（1）、（2）、（3）と同じように使役態とする

ことにはあまり問題がないであろう。ところが、上の（7）－（10）の表現と

意味的に対応するように、条件丑にしたがって文を組み立てると、次のように

なるはずであるが、これらはいずれも中国語としては不自然な文である。

（7〝）＊母親叫（譲）嬰児喫野。

（8〝）＊太郎説花子壊話，叫（譲）地実了。

（9〝）袈政府又使三個委員会成立了。

（10〝）＊太郎叫（譲）瞼坂着説。
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（7）－（10）の日本語の表現と意味的に対応すると思われる中国語は次の

ような文である。

（11）母親拾嬰児喫蛸。

（12）太郎説花子壊話，把花子説実子。

（13）政府新成立了三個委員会。

（14）太郎坂着股説。

この四つの文は形式的にみると、いずれも条件Ⅱをみたしていない。

一方、中国語で使役文とされる構文に、意味的に対応する日本語の文を考え

ると、日本語では他の構文で対応する場合もある。例えば、

（15）昨天太郎叫花子来，但是花子没来。

（16）説大声点児，譲大家都能聴見。

のような文は中国語の条件Ⅱのうちの形式的特徴をみたしている。しかし、こ

れらの文と意味的に対応すると思われる日本語の文はそれぞれ次のようになる。

（15〝）昨日太郎が花子に来るようにいったが、花子は来なかった。

（16〝）みんなに聞こえるように大きな声で言いなさい。

（j5”）、（16′′）は条件Ⅰの内の形式的特徴をみたしていない。（15）、

（16）の文をむりに使役文で訳すと、次のような非文になってしまう。

（17）＊昨日太郎が花子に釆させたが、花子は来なかった。

（18）＊みんなに聞こえさせるために大きな声で言いなさい。

こうしてみると、両言語でそれぞれ使役文とされる「掴i Yに／をⅤさせる」

構文と「X叫／譲／使Y V」構文とはそれぞれ重なる部分と重ならない部分が言

あるということが分かる。これを大まかに下図のようにとらえることができる。

3



Xが　Yに／を　Ⅴさせる　　　　　X　叫／譲／使　Y V

以上のことから、日本語と中国語の使役文の対応関係について、概略次のよ

うに考えることができる。

日本語において、先の条件Ⅰをみたす使役文の広がりをアで表し、条件Llを

みたす中国語の使役文の広がりをaで表すと、その二つの広がりは下図のよう

に、斜線部は対応しているが、それぞれの空自の部分は相手の言語の使役文と

違った他の構文と対応している。日中両言語の使役表現を包括的に対照記述す

るために、図の中央の重なる部分についての観察はもちろんであるが、重なら

ない空自の部分は相手の言語のどのような構文と対応しているのか、それぞれ

の言語において、斜線の部分と空自の部分の違いは何に由来するのかが考察さ

れなければならない。

4
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このように、日本語と中国語の使役をとり扱う場合、単に「せる、させる」

と「叫、譲、使」をとりあげるだけでは見かたが狭すぎ、両言語の使役表現を

十分にとらえられないように患う。本研究は意味を中心に、使役をより広い見

地から包括的にとらえるために、従来の使役文「せる、させる」、「叫、譲、

使」のはかに、－一部の他動詞文も、また中国語の使役の意味を表す兼語式、日

本語の「～ようにいう」、「～てもらう」構文も使役表現としてとりあげるこ

とにする。この意味で、本研究でとりあげる使役表現は従来のそれよりかなり

意味範囲が広いということがいえる。したがって、従来別々に扱われてきたこ

れらの構文も、XがYに働きかけ、ある動作・作用あるいは状態変化をさせると

いう事柄を表す点においては一致し、共通する部分があるため、本研究では一

括扱われることになる。もちろん、これらの構文の間にある違いも論じられる

ことになる。

以下、各章の内容を簡単に紹介しておくことにする。第1章では、使役に関

する日本語と中国語のこれまでの研究を概観したうえ、本研究の位置付けを行

う。第2章では、「せる、させる」と「叫、譲、使」について考察し、その共

通点と違いを明らかにする。第3章では、一部の他動詞による使役表現をとり

あげ、日本語と中国語の違いを観察する。第4章では、中国語の兼語式による

使役表現とそれに対応する日本語の「～ようにいう」構文、「～てもらう」構

文などについて論じる。第5章では、本研究の成果をまとめる。
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第1幸　先才子研究と本研究の位置づ丘ナ

序章で日本語と中国語の使役の意味と形式について簡単に触れ、そしてそれ

ぞれの言語で使役と言われるものが相互に対応する場合と対応しない場合の例

を示した。この章では、このような使役がそれぞれの言語でどのように扱われ

ているのかについて、これまでの諸説を概観し、本研究の位置づけを行う。

ユ．1日本語の使役に関する研究

藤井（1971）によれば、日本語の使役という概念は西洋文法から取り入れた

ものであるが、しかし現在ではほとんどの文法書に取り入れられているという。

使役に関する研究も与れまで様々な立場から多くの文法学者によって行われて

きた。形式上から見れば、使役の助動詞［注目には「しむ」、「す、さす」、

「せる、させる」があるが、「しむ」は文語として使われ、現在では一般に用

いられていない。橋本（1969）によれば、iLむ」は奈良朝以前に用いられ、

平安朝においても用いられたが、前はど盛んでなくなり、院政時代や室町時代

に至っては文語的となり、口語では少なくなり、江戸時代では次第に用いられ

なくなったという。

「す、さす」は現代語でも「飲ます」「勉強さす」のように使役として用い

られることがある。松下（1930b）によれば、これはもともと南西方言だった

ものが一一・般に広まったという。吉田（1971）は十㌻、さす＿」と「せる、させる」

の違いについて、文法的差異があるとは認められず、もし、「，す」を語尾だと

するなら「せる」も語尾でよいはずであり、逆に「せる」を助動詞だとするな

ら「す十もこれにならって助動詞にならざるをえないという。吉日は「す、さ

す」と「せる、させる」が六っの小説における用法を調べた上で、両者は意味

、としては同じであるが、使いかたに少差があるとし、次のように述べている。
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会話や心語の文には「す」「さす」の使われることが多い。また登場人物

やその動作に対してあまり好感を持っていないとき、卑罵感をもっている

とき、遠慮なく表現するときなどに「す」「さす」を使う。家族の間柄と

か親友問とか親しい者同士、平生の会話に「す」．さす」の方がよく使わ

れるのだが、地の文においても、この「す」，さす」が使われた時は率直

端的な直写文となるように感じられる。

寺村（1982）は「す、さす」は「せる、させる」の短縮形であるが、自動詞

に「せる」と「す」が同時につくことができる場合に限るという。つまり、「行

く」といったような自動釦こ対して、「行かせる十と「行かす」が同時に可能

な場合にのみ「行かす」を使役の短縮形とし、卜かわく」のような自動詞に対

し、「かわかせる」形式をっくれず、「かわかす」形式だけの場合は、「かわ

かす」を他動詞だとするということである。このような、「す」はつくが、「せ

る」はつかない動詞には次のようなものがある。例えば、

へる　　　へらす　　＊へらせる

ちる　　　ちらす　　＊ちらせる

はげむ　　はげます　＊はげませる

寺村にしたがえば、これらの動詞は使役形の短縮形ではなく、他動詞という

ことになる。一方、寺村は「とぶ」については、「もの」なら「とばせる」は

使えないが、「とばす」のみ、「とぶ」のが人なら「とばせる」もありうるだ

ろうという。つまり「とぶ」は「す」と「せる」の両方が可能であるが、「す」

はもの、「せる」は人の場合に用いられるという。この「とぶ」と同じものに「わ

く」などがある。例えば、「わく」に対して、「わかす」と「わかせる」とがあ

るが、前者は「お湯をわかす」のように、ものの場合に削、られ、後者は「観

客をわかせる」のように人の場合に用いられる。「す、さす」と「せる、させ

る」との違いについてははぼ以上述べたところでよいが、本研究で取り上げる

使役形は主として牛せる、させる」であるのき、以下例文によって「しむ」、「す、

さす」が現れる場合でも「せる、させる」と同様に扱うことにする。「－せる、
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させる」はいろいろな動詞に接続することができるが、それぞれの動詞に接続

するとき、大体次のような形をとる。

飲む　　→　飲ませる

食べる　→　食べさせる

する　　－→　させる

来る　　一一ナ　来させる［注2」

このような形態上の分類はだれが行なっても同じことであるが、しかしそJ）

意味の分類となると学者の間には必ずしも意見の一一一致が見られるとは限らない。

以下、諸説の主なものを見てみよう。

1．1．1山田孝雄（1908）による使役のとらえかた

山田（1908）は助動詞を動詞の複語尾としてとらえ、そして複語尾をその示

す性質によって、「属性の作用を助ける複語尾」と「統覚の作用を助ける複語

尾」とに分類し、前者をさらに「発動性間接作用」と「状態性間接作用」とに

分けた。発動性間接作用は「させる」によって表され、状態性間接作用は「れ

る」「られる」（以下「られる」で代表する）によって衷されるとしている。

ここでは主に、「させる」によって表される発動性間接作用を見ることにする。

山田は発動性間接作用について次のように説明している。

発動性間接作用とは既に述べLが如く文王其の者は直に其の動作作用を引

起こすにあらぬど間接には其の作用を起すべき主因となり、自ら作用を営

まずといヘビも他の対者によりて営むことをあらはすをいふ。

山田はこの発動性間接作用をその程度によって「干与作用」と「使令作用」

の二っに分け、それぞれ次のように説明している。
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干与作用とは其の作用の発現が主者によりて企てられ、対者其の影響を蒙

りて其の所企の作用が対者によりて営為せらるる発動性間接作用をいふな

り。これを干与作用と称するは其の作用は対者自身に存し、又対者自身の

目的（たとへ意識せずとも）発動する作用にして主者の作剛こあらず、主

著は唯この作用の発動主因たるのみのものなり。この故にその作用の発動

はたとへ主著の目的たりとはいへども、主音は之を以て自家の方便となす

にあらず、唯そが対者にあらはるれば、所金の目的は満足するなり。この

故に干与作用といふなり。

中略

使令作用は其の使用を現実にせむと欲する主者ありて、しかも其の作用を

自ら営為することなく、中間にある者を自家の方便として使役し以てその

目的とする作用を現実にするをいふなり。この場合に於いては作用の事実

上の営為者は対者なれども、其の作用は対者の意志より発したるものにあ

らずして対者は唯其の方便として使役せられ、作用は実に主音の目的とす

る所なり。この故に主著は自己の目的を間接に営為したるものとなるなり。

この両者の違いについて、山田は次のように指摘している。

これと干与作用と異なる点は、これは其の対者を自家の意志に従はしめ、

自家の欲する所に従ひて作用をなさしむ。其の作用と主者との関係をみれ

ば主音は直接に営まずといヘビもしかも其の作用は全く主音の為に発見し

たるものなり。之を対者より見れば対者は主者の手足となりて直接に作用

を営む。しかれども自家の目的より出でLにあらずして唯主目的の意志に

従ひしのみ。干与作用に至りては殆これと正反対なり。主音は対者に干与

して作用を惹起すといえども、其の作用を真に目的とせるほ対者のみにし

て、主者の目的たる作用の発見常助を与ふるのみ。即主者は対者を以て自

家の期する作用の行はるべき地位とし、対者をして主者の直接に手を下さ

ざる他の作用を営ましむることなく、対者自身の作用を主音対者の共劫に

よりて実現するがごとき状を呈せるなり。されば、使令作用にありては其

の作用は主音の為に存して、作用を実際になするものは対者なり。干与作
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用にありては、其の作用は対者の為のものにして、作用の発見には、主者

対者共に関す。

山田のこの分類は後に見る他の分類よりおおまかではあるが、しかし、山田

自身の言うように、それまで一概に使役だといって片付けられた「させる」を

干与作用と使令作用の二っに分類したところに大きな意義があるといえよう。

山田はこの両者の意義上の差異は動詞の性質に依存しているとし、したがっ

て「眠る」のような動詞は干与作用としては、「母　子を眠らす」のように用

いられるが、使令作用としては用いられない。もし現れるとしたら残酷な圧制

を意味する。例えば、「▲‾母　子に眠らしむ」。使令作用は主として経由作用に

行われ、rF殺サシム」、「討タシム」のような場合にもっともよく用いられる

という。

一一一方、山田は「す」と　r Lむ＿iの違いについて触れ、前者は主に干与作用に

用いられ、後者は使令作用に用いられるがはっきりした違いはないという。

1．1．2　松F大三郎（1930a，b）による使役のとらえかた

松下（1930a）は使役という用語を用いず、かわりに、これ月日使動」と名付けた。

松下はその使動の意味を次のように述べている。

使動とは甲が乙に或る動作を為さしむることをいふ。

松下は使動を「拘束的意義」と信午容的意義」とに分け、それぞれ次のよう

な例をあげている。

父、子をして勉強せしむ　　　　　　　（拘束的意義）

図書館を設け一一一般人をして入場せしむ　（許容的意義）

敵に胸板をしたたかに射させて　　　　（許容的意義）

この意味上の分類は後に見るようにより細かく分けることができる。例えば、
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許容的意義はさらに許可、放任などに分けられる。松下（1930b）は使動にも

自動と他動があるとし、

イ　下女に夜任に行かせる

子どもに牛乳を飲ませる

を自動とし

ロ下女を夜使に行かせる

子どもを牛乳を飲ませる

を他動とし、「せる」が自動であるか他動であるかば原動の自他動詞には拘わ

らない。一に自己の客語がj下女に」「子どもに」であるか「下女を」「子ど

もを」であるかに由って決せられるという。また、助詞「に」を用いるか卜を」

を用いるかはその使役の目的によって違うと指摘し、次のように述べている。

事柄に重きを置く時は「に」を用い、人に重きを置く時は卜を」を使ふ。

（イ）は用事の遂行で（ロ）は下女、子どもの処置である。

つまり、松下は事柄を重く見るか人を重く見るかは助詞の使いかたによって

決まるという0使役文における助詞「に」、「を」の使い方に関しては柴谷（1

978）に詳しい考察がある。

1．1．3　時枝誠記（1950）による使役のとらえかた

時枝は山田、松下のいずれとも違い、使役を明確に他動詞の語尾にさらに他

動を表す接尾語「す」「せる」「させる」をっけて表すものであるとし、次の

ように述べている。
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使役とは、他動詞にさらに他動の接尾語が付いたものであるから、いはば、

二重の他動といふことが出来る。

中略

使役の構成は、二重他動にあるのであるから、自動詞に「す」「せる＿昌‾さ

せる」をっけても使役にならない。

時枝は自動、他動、使役の例としてそれぞれ次のようなものを挙げている。

沈む（自）

沈める（他）　　沈ます（他）

沈めさせる（使役）

浮く（自）

浮かす（他）　　浮かせる（他）

浮かさせる（使）

喜ぶ（自）

喜ばす（他）　　喜ばせる（他）

寝る（自）

寝す（他）　寝かす（他）　寝かせる（他）

寝させる（使）　寝かさせる（使）

時枝は以上の自動、他動、使役の対応例をあげ、自動詞に「させる」の付い

たものを他動としながら、一させる」の付いた他動詞は、そのまま使役に用い

られることが多いようであるとも言っている。

時枝のこの使役に関する考えかたは後に述べるように、

（1）　足をばたっかせる

（2）　経済を発展させる
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といったような被使役者が非情物で、しかも対応する他動詞のない自動詞の場

合はあてはまるが、披使役者が有情者の場合は問題となってくる。つまり、次

のような

（3）a　息子を行かせる

b　息子に行かせる

（4）a　子供を帰らせる

b．子供に帰らせる

表現も他動詞にしてしまうと、

（5）a　子供を帰らせる

b　子供を帰す。

のような文におけるaとbの意味の違いを説明することはできなくなる。

以上、山田、松下、時枝の使役のとらえかたのあらましを概観してきた。時

枝は山田、松下と違い、かなり独特な扱いかたであるが、山田と松下は似たと

ころがある。ここで、松下の使役と山田の使役とを比べると、松下の人に重き

を置く「を」使役は大体において、山田の干与作用に相当し、松下の用事の遂行

に重きを置く「に」使役はおおむね山田の使令作用に相当するが、松下の許容

的意義は山田の分類にはみられない。しかし、両者の使役を分類する基準のた

てかたが異なるため、一概にこのような比較をするのは必ずしも妥当ではない。

使役について、山田、松下、時枝の後もいろいろな立場からさまざまな研究

が行われてきた。従来の伝統文法の立場から、使役の意味・用法を説明するも

のに、宮地裕（1969）、吉田金彦（1971）、藤井正（1971）森田良行（1971）

阪田雪子（1980）などがある。ここではこれらの説をいちいち紹介することを

せず、阪田（1980）だけを取り上げることにする。

1・上4　阪田雪子（1980）による使役のとらえかた
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阪田（1980）はまず「させる」によって表される使役の意味を次のようにと

らえている。

「せる・させる」によって表される形式は，一般に使役表現と呼ばれてい

る。使役とは本来，相手にある行為を命令または要求し，その行為を行う

ようにしむける意を表すものであるが，「せる・させる」の用法はそれだ

けにとどまるものではない。主格に立っ人がある行為にどの程度直接に関

りを持っか，つまり直接に命令や要求をしているか，直接には関りを持た

ないかなどによって，いくっかの段階にわけてとらえられる。

阪注目よこのいくっかの段階の意味の違いを次のように分類している。

a　文字どおり使役を表すもの

私は娘に料理をっくらせた。

父親は子供を使いに行かせた。

b　あることをして、期待どおりの結果になるようにする意を表す

お世辞を言って彼女を喜ばせた。

住民に公害問題に対する関心を向けさせた。

（意図的になにかを行う点では、前述の用例と異なるものではな

いが、直接「そうしろ」と命じるものではない点に違いがある、

としている。）

C　元来当人だけでは行いえないことについて自分が許可を与えた恕果、

当人の意志どおりにそれが実現される意を表す

本人の希望を入れて、アメリカに留学させた。

子供をひとりで旅行にいかせるのは危険だ。

（一般に「使役」と呼ばれるものが当人の意志にかかわりなく命

じられて行う行為であるのに対して、ここの例は、当人の意志に

よって行われる行為を妨げずに認めるという点に違いがあるとし

ている。）

d　柏手の行為を黙認するというより、むしろ放任という意を表す
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勝手に怒らせておけ。

子供じゃないんだから、したいようにさせよう。

（自分の行動について相手の許可・承認を得てなにかをすると

いう形式にも用いられる、としている。）

僕に言わせれば、責任は当然、政府がとるべきだ。

e　意図的にそうしたのではないのに、ある結果（一一般に好ましくない）

を招く事態に至った意を表す

うっかり失礼なことを言って彼を怒らせてしまった。

朝寝坊をして友だちを1時間も待たせてしまった。

（自分の責任において当然うっべき手を怠ったために、好ましく

い結果を招くに至ったという場合にも用いられる、としている。

学生の反感をっのらせたのは、私の不徳のいたすところだ。

もっと気をっけていれば、彼を死なせずにすんだ。

阪田はさらに非情物を主語にした使役の表現は、本来日本語にはなかったも

ので明治以後、欧文の影響によって一般化したものであると指摘し、次のよう

な例をあげている。

蒸気機関の発明は近代科学を発展させたもとになった。

夏の天候不順が害虫を大量に発生させた。

この種の構文はしばしば原因使役文として取り上げられる。上の二文は次の

ような原因文に置き換えて表すこともでき、しかも日本語ではむしろ原因文で

表現するのが一般的である。

蒸気機関の発明で近代科学が発展した。

夏の天候不順で害虫が大量に発生した。

かといって、原因使役文と原因文とはまったく同じであるということではな

い。この点に関しては、また2．8で言及する。
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1．1．5　生成意味論における使役のとらえかた

一方、上述の観点と違って、日本語の使役構文を変形文法の立場から取り上げ

たものに、Euroda（1965）、Shibatani（1972、1976）、井上（1976）、柴谷

（1978）などがある。ここでは主として生成意味論における使役のとらえかた

とそれを批判したSaibatani（1972）、また柴谷（1978）をみる。

生成意味論を主張する人たらは変形文法における深層構造は無用であるとし、

これにかわって抽象的な意味構造を設定した。その意味構造は枝分かれ凶によっ

て示され、述語の繰り上げと語い挿入によって文の意味が得られるという。こ

うした変形操作を通じて、他動詞と使役が同様な原理によって派生され、同じ

原理で説明することができるという。批Cawley（1968）は他動詞のKillについ

て、次のように述べている。

KHl can be resoIvedinto components as cause to die；mOreOVer，

asleast one of those components，nameiy die，isitself semanticaHy

COmPlex，meaning‘cease to be alive’，i．e．‘becone not alive’．

However，thisis not sufficient to describe the semantic represcn一一

tations of sentencesinvoIving Xill，Since a sentenceinvoIvingit

refers to two participa爪tS，One Of whom causes the eveLlt jn que一一

Stion and the other of whom diesin that event．i．e．the meaning of

X kilトing y would require a representation along thelines of

（D

。A霜一一／卜＼r

BE。倉＼S
Ⅳ√へ＼S

ALlVE

Before Ki11can beinsertedinto this structure，itis necessary

that CAUSE．BECOME，NOT，and ALIVE get groupedinto a unit．
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次の図式は、Xillが導かれる過程を示すものである。

②

闘

⑤

。A。√↑＼
B；。。打メ＼ヽ

＿∴ALIVE

。A。√一寸＼Ⅹ

BECO

十、十二

E NOT ALIVE

CAt了SE BECOME NOT ALIVE

CAUSE BECOME NOT ALIVE

－→　kill

翫Cawleyはこのような述語の繰り上げは随意的であり、最後まで行わなくて

もよいと考え、例えば、最後の述語の繰り上げを行わなければ、③のような鷹

でとめることもできる。この場合、John caused Harry to dieという文が得ら

れるという。また、語い挿入の際、そj引こ対応する語いがないこともあるという

ことを指摘し、次のように述べている。

First，it would have to be optionl，SirLCe thereis no need to

Perform all stages of thelast derivation．For example．by failing
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to perform thelast application of predicate－rraising，One WOuld

Obtain sentences such asJohn cuased Harry to die．

中略

Secondly，the transformation asl have describedit would give

rise to many configurations which do not eorrespond to anylexic¶

alitem of English．

使役に対する生成意味論のこのようなとらえかたは自動と他動、使役の意

味を関係づける上で有効なものであるが、使役と他動の意味と構文において

（6）a　太郎が次郎を殺した

b　太郎が次郎を死なせた

（7）a　太郎が次郎を降ろした

b　太郎が次郎を降りさせた

といったような違いを説明することができない。この点に関し、しばしば変形

文法を主張する人たちによって批判されている。

1．1．6　生成意味論に反対する立場からの使役のとらえかた一一一一一一t一一

Shibatabi（1972）および柴谷（1978）の主張

前節で述べたように、生成意味論を主張するものは他動詞と使役を同一一の抽

象的な意味構造を設けて、述語繰り上げと語い挿入によって説明しようとした。

一一万、こjMこ反対する人たちは生成意味論におけるKillがCause to dieから派

生されたとする主張を斥け、両者がそれぞれ異なる深層構造から派生されるも

のであると主張した。

Shibatani（1972）はFordor（1970）の考察を踏まえ、日本語の他動詞文と使

役文に関する考察を行った。Shibataniはまず次のような例をあげ、「させる」

を用いた使役文の構文の主語は意志性をもっものでなければならないとし、次

のような例文をあげている。
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（8）a Tarooqwa Ziro0－O kuruma－　kara or仁一SaSe一一ta．

b　＊Taroo－rWa nimotup－O kurunaMkara orトsase－ta

（9）a Taro0－－Wa ZirooHO tOmar－SaSe－ta

b　＊Taro0－－Wa enZin－O tOmar－SaSe－ta

（8）と（9）のbはいずれも非文であるが、しかし、これを（10）のように、

他動詞文に置き換えると、適確な文となる。

（10）a Taroo－Wa nimotu一一O kuruma－kara oros－ta．

b Taroo－Wa enZinqo tome－ta．

続いて、柴谷はlそうする」をそれぞれ使役文と他動詞文に入れ、前者の場

合、二義性が現れるが、後者は二義性はないという。

（‖）a Bokuqwa musuko・NO gakkoo一皿i nokor－SaSeJa，

SurutO Hanako一mO SOO Su－－ta．

b Boku－Wa muSuk0－O gakkoo－ni nokos一一ta，

SurutO Hanak0－mO SOO Su－ta．

（12）a Boku－Wa muSuk0－－O kuruma－kara ori－SaSe－ta，

SurutO Hanako一mO SOO Su－ta．

b Bokuvwa musuk0－O kuruma－．kara oros”ta，

SurutO Hanak0－mO SOO Su－ta．

（11）aにおいては、‘Hanako also made her son stay at the school了と

‘Hanako also stayed at the school’の二っの意味の解釈ができるが、bに

おいては‘Hanako aiso made her son stay at the school’のL一つの意味しか

ない。（12）においてもaは二義性をもっが、bは二義性がないという。

さらに、再帰用法についても、他動詞文と使役文の違いが見られるという。
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（13）a Syusyoo－Wa OSyOku－Su」a daigis仁o zibun一一nOisi7－月e sinpsase一

一一ta

b Syusyoo一一Wa OSyOku－Su，Lta daigisi一一O Zibun－－nOisi－de koros一一ta．

（14）a Hahaoya－Wa muSume－O Zibun－nOisi－－de zyosidai－ni hairp－SaSe－

ta．

b Hahaoya－Wa muSume一一O Zibun－nOis仁de zyosidai－niirerta．

（13）の　aでは、「自分の意志」は首相の意志と代議士の意志の二つの解釈

ができるが、しかし、bでは首相の意志しか表さない。

柴谷は最後に、他動詞文と使役文の違いを副詞を用いて説明し、次の例を列

挙した。

（15）a Taro0－－Wa ZirooYOisoi一一de tomar－SaSela．

b Taroo・－Wa Ziro0－Oisoトde tome一一ta．

（16）a Taroo－Wa Ziro0－0mugOnMde heya一－ni hair－SaSe－ta．

b Taroo－Wa Zirocro mugon－de heya niireJa．

（15）における　aの‘isoide’はそれぞれ‘Taroo’の行為と‘ziroo’の行為を

指すことが可能であるが、これに対し、bの．isoide’は‘Taroo’の行為しか指

さないという。

一方、柴谷（1978）はまたこのような二義性が場所、時間、回数などを表

す副詞節を用いた使役文にもみられるという。たとえば、

（17）a太郎は次郎に神田で本を買わせた。

b太郎は次郎に神田で本を売った。

（18）a母親は次郎に八時に宿題をさせた。

b母親は次郎に三時におやっをやった。

（19）a母親は次郎に漢字を十回書かせた。

b母親は次郎に写真を十回見せた。
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をあげ、a　と　bの違いについて、次のように説明している。（17）において

a　は太郎も次郎も両者とも神田にいて、そこで太郎が次郎に本を買わせたとい

う意味と、太郎は家かどこかに居て、次郎に神田へ行って本を買うよう言って

きかせたという二つの意味解釈が可能である。しかし、bでは二番目のような

解釈はできない。つまり、太郎も次郎も両者とも神田に居たという意味しかな

い。同じように、（18）において、aは母親が宿題をさせたのも八時で、次郎

が宿題をしたのも八時であったという解釈と、母親が八時以前、例えば六時に

次郎に八時に宿題をするようし向けたという解釈が成り立っ。しかし、bは母

親がおやつを与えたのも子供がおやつをもらったのも両方三時であるという解

釈しか可能ではない。さらに（19）ではaは母親が次郎に漢字を書くよう言っ

たのと次郎が漢字を書いたのとが両方とも十回であったという解釈と、母親が

仁一度だけ）次郎に漢字を十回書くように言ったという解釈が許される。これ

と対照的に、bは母親の写真を見せるという行為も次郎が写真を見るという行

為もともに十回起こったという解釈しか許されない。

変形文法の立場から生成意味論における他動と使役の扱いかたに対する批判

はおおまか以上述べたところであるが、この点に関する限り、異議はないが、

しかし述語動詞が心理的、生理的変化を表す動詞の場合必ずしも二義性を伴わ

ないのである。例えば、

（20）太郎は次郎を墓のそばで驚かせた。

という文では、太郎と次郎がともに墓のそばにいるという解釈と次郎だけが基

のそばにおり、太郎が他の場所にいるという解釈があるというようにはとれな

い。むしろ前者の意味しか表せないように思われる。

同じようにこうした動詞をもっ使役文に時間、回数などの副詞を入れても二

義性は現れない。たとえば回数の副詞を入れた（21）、（22）は二義性はない

と思われる。

（21）太郎は次郎を二回驚かせた。

（22）太郎は次郎を二回怒らせた。
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（22）では二回という副詞は太郎の使役行為と次郎の驚く行為を別々に指す

ことができない。つまり、太郎の驚かせる行為が一回で次郎の驚く行為が二回

起こったということが考えられない。むしろ太郎の使役行為も次郎の驚く行為

もともに二回であったという解釈のほうが言語事実に即した分析であろう。（2

2）においても二回は太郎の使役行為と次郎の驚く行為を別々に修飾しうるこ

とができない。このことは使役文において二義性が現れるのは意志動詞をもっ

使役文のみであるということがいえる。つまり、使役者が指示を与えるもの、

被使役者がその指示にしたがって行為を行うものである場合にのみ二義性が現

れる。井上（1976）は二義性について（23）の例をあげ、他動詞文にも二義性

があるという。

（23）a　父は弟を自分の車で東京へ婦らせた。

b　父は弟を自分の車で帰した。

（23）bの「自分」も（23）aのように、父または弟を指すものと理解できると

いう。さらに使役文にも予測される二義性がないものがあるとし、次の例をあ

げている。

（24）加藤氏は友人に自分の失敗を悟らせた。

（25）加藤氏は妻を自分が買った薬で死なせてしまった。

（24）では「自分」の先行詞は構文の主語「友刃としか理解できない。一方

（25）では先行詞が主文の主語「加藤氏」と一一義的に解釈されるという。井上

は（24）、（25）における再帰名詞の先行詞が動作主格ではなく、経験者格であ

り、再帰名詞の先行詞の認定において経験者格が第一に優先されるため、（24）

、（25）では予測される多義性が排除されると説明している。また、時間、場

所、回数を表す副詞句、「そうする」などについては、主文の主語も構文の主

語も動作主格である場合にのみ二義性が現れる、としている。

一一方、柴谷（壬978）は使役の意味についそ「誘発使役」と「許容使役」とに

分け、それぞれ次のように規定している。
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誘発使役状況とは，ある事象が使役者の誘発がなければ起こらなかったが，

使役者の誘発があったので起こったという状況を指す。一方，許容状況と

は，ある事象が起こる状態にあって，許容者（使役者と形態的に同じ）は

これを妨げることが出来た。しかし許容者の妨げが控えられ，その結果そ

の事象が起こったという状況を指す。

柴谷は

太郎は次郎に／を走らせた。

を例にあげ、使役構文の補文が自動詞を含む場合は，動作主として働く被使役

者を「七」ででも「を」ででも表すことが出来る｛）また両方の形が誘発使役文

としても許容使役文としても使うことが出来る，としている。

なお、誘発使役における「を使役文」∴に使役文」の意味の違いについては

誘発使役に於ける「を」使役文と「に」使役文の意味の違いは，前者は披

使役者の意志を無祝した表現であるが，後者は使役者の意志を尊重した表

現であるということである。

と説明し、両者の基本的な違いを裏付ける事柄として、次のような事象をあげ

ている。

「を」使役文は、強制的に強いられた状況とか、使役者が直接手を下して

物事を引き起こした場合とか、それに使役者が権威者である場合などを典

型的に表す。一方、卜に」使役文は、披使役者の意志を重んじ、使役者が

それにうったえて物事を引き起こしたような状況を典型的に表す。

この点、前述した松下の指摘した音に、を」使役文の違いと比べて、表現の

しかたは違うものの、同じ意味であり、また、山田の干与作用、使令作用とも

相通じるものであると見受けられる。ただし、柴谷は誘発使役のみならず、許
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容使役にも「を使役文」と「に使役文」があるとし、許容使役における「を使

役文」と「に使役文」の違いについて次のように説明している。

許容使役に於ける「を」使役文と「に＿＿」使役文の違いは主に許容の違いに

ある。許容には，承諾を与えて積極的に許すという場合と．積極的承諾を

与えないが，ある物事の発生・進行を妨げるのを控えるという消極的な許

容がある。

使役を誘発使役と許容使役の二っにわけるこの分類は使役文における使役者

の働きかけの仕方を把瞳するのに妥当なものであると思う。本研究でもこの考

えかたを受けっぐことにする。

1．1．7　寺村秀夫（1982）による使役のとらえかた

一方、上述してきた国語学や文法のいずれの立場とも異なり、強いていえば、

その両方の性格をあわせもっという立場にたって、使役を態（Voice）の観点

からとらえ、受身や可能、自動、他動などと関連させて論じたものに、仁団義雄

（198ユ）、寺村秀夫（1982）、高橋太郎（1985）、村木新次郎（1986）などがあ

る。以下、主に寺村（1982）を取り上げることにする。寺村はまず日本語の態の

休系を文法的態と語い的態とに分け、二つの態のF位分類は次の通りである。

才

受動態

可能態

自発態

使役態

（同一の語根からわかれた）自動詞・

他動詞の対立

寺村（ユ982）はそれぞれの態について述べているが、ここでは使役だけを取

り上げるC　寺村は使役に関するさまざまな観点や議論を踏まえ、使役の構文
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の成立事情と本質を次のようにとらえている。

あるもの（Ⅹ）の動作・作用が，本人以外の存在（Y）を必要とするもの

であるか否かに関わりなく，ある事象がⅩを主役として措かれる場合，「Ⅹ

ガ（Yヲ／こ）～スル」という描き方になるが，その事象についての当事

者でない，つまり第三者であるもの（W）が，新たに舞台のできごとと関

わりをもっ者として登場し，それが主役としてはじめの事象がいわば描き

なおされるとき，山田のいう「間接作用」の表現が生まれる。Wが事象の

出来については全く関知せず，あるいは責任がなく．いわば天からふって

わいたようにそのできごとが起って，その効果が彼にふりかかる，という

表現が間接の受身の表現であるのに対し，Wがその事象の出来に何らかの

責任がある，という表現が使役の表現である。この意味で，使役の表現は，

247ページで視覚化して見た間接受身の表現と，登場人物の役のふり方に

おいて性格を同じくするものと思われる。

間接受身

当事者

Ⅹ（－【－→Y，‥）

W　　相棒に死ナレル

当事者

X（－→Y，‥）

W　　相棒ヲ死ナセル

（第三者）子供二飽頑ヲ食ベラレル（第三者）子供二願ヲ食べサセル

Wが，自分自身は事態の中の行為ではないが，その事態の出来に「責

任がある」というときの中味はいろいろある。

寺村は使役の本質をこのようにとらえ、さらにその構文と意味の特徴を次の

形で示し、説明している。
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意味：Xが（Yに／を‥）Ⅴする」事態を，Wが惹き起す，あるいはそれ

を妨げ得るのに妨げない，あるいはその発生に主観的責任があると

感じている。

寺村の使役に対するとらえかたは使役をより本質的なところからとらえよう

とするところが評価されるべきである。寺村によるこのとらえかたは使役を態

の一つとして他動、間接受身など、他の態とも関連させ、使役の本質をおさえ

つつ、個々の意味と用法をも考慮に入れ、使役を考える上で大変参考になる。

しかし、上に示した寺村の図式は使役と間接受身との関係においてはそれでよ

いが、しかし、使役と他動詞との関係に上目－てはまだ十分でないようである。

つまり、使役が間接受身の意味のほうへ近付くときはWは確かに間接受身と同

様に舞台の外にあるが、しかし使役が他動の意味のほうへ近付くときはWは舞

台の外というよ’り、むしろ他動と同様に舞台の中に奉るほうがより言語事実に

即した描き方であるように思われる。このような見方をしなければ、他動と使

役の接近が説明しにくくなる。例えば、次の使役の例文は他動的な用法で、W

は舞台の外にあるという感じはしない。

（26）　緒方は信介の出した金を数えて、口を尖らせた。　　『青』

1．1．8　ここまでの問題整理

以上、日本語の使役を表す「させる」について、いくっかの代表的な説を概

観した。これによって「させる」に対するとらえかたの違いがあることが分かっ

た。これは「させる」を取りあげる際の背景や出発点の違いによるものと思わ

れる。例えば、阪田は助動詞の意味、用法を記述することを目的とする研究の

中で助動詞としての「させる＿」の意味、用法を記述したのに対し、寺村は日本

語の構文と意味を考察することを目的とする研究の中で、態の一一つとしての「さ

せる」を扱ったものである。いずれにせよ、「させる」による使役文をめぐる

問題は次のようなものに帰せられるのではなかろうか。

一一つは使役文の意味分類である。つまり、「させる」は使役といってもいろ
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いろな意味があり、その分類に関しては先に見たように必ずしも同じではない。

もう一つは使役文における助詞「に」と「を」の違いである。さらにもう…一

つは使役文と他動詞文との構文的、意味的な相違である。－1－一方、これまで述べ

てきた中で、全く触れなかったものとして、使役文と「掴iYをZにする」、「～

てもらう、～ていただく」、「～ようにいう」といったような構文との相似お

よび相違の問題があげられる。例えば、使役者が被使役者に対し、ある行為を

するようにしむける襟に、使役者が「教師」であり、被使役者が学生である場

合とその道の場合、前者は「させる」を使うのが普通であるが、後者は「～て

もらう」を使うのか一般的である。つまり、前者は（27）になるが、後者は（2

8）になる。

（27）教師が学生にレポートを提出させる。

（28）学生が教師に講義してもらう。

また、誰かにあることをするように指示を与えるということを別の人に伝え

る場合、jさせる」を用いて表すこともできるが、いわゆる間接勧告話法文で

表現することもできる○例えば、子供の父親が先生に明日子供に来させること

を先生に伝達する場合、（29）のaとbのいずれの表現も可能である。

（29）a明日子供に先生の所に来させるから、よろしく御願いします。

b明日子供に先生の所に来るように言っておくから、よろしく御

願いします。

（27）、（28）、（29）bをそれぞれ待遇表現、使役構文、間接勧告話法構

文といってかたづけてしまえば、それまでだが、しかし、これらの表現は互い

に違いを見せながらも、ある共通した意味あいをもっていることは否めない事

実である0問題はこれらの表現の問にある相似と相違をいかにとらえ、説明す

るかということである。
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1．2　中国語の使役に関する研究

1．2．1「叫、譲、使」について

この節では、中国語の使役に関するこれまでの研究を概観する。では、中国

語において使役はどのようにとらえられているのだろうか。高名凱（1957）は使

役を「使動」と呼び、中国語においては、この使動の文法形式は古代インド・

ヨーロッパ語のような動詞の語尾変化によって表されるのではなく、‡－虚詞＿…

（辞）を用いて表すとし、文語では「令」、「使」などを用い、話し言葉では

「叫」、「譲」、「教」などを用いるという。
，と

この考えかノ弾じように、大河内（1968）や望月（1970）、藤堂（1985）も中国語

の使役文は‖叫、譲、使」によって衰されるとしている。藤堂は使役を表す助

動詞の「叫、譲、使」は本来それぞれ微妙な用法上の違いがあらたが、いまで

はいずれも使役のマーカーとして、その機能の共通化が進んでいるようだと述

べている。

‾r声樹（1961）は「叫、譲」が許容、放任の意味を表す意味として次のような

例をあげている。

（1）没説完聖地慢慢説咄！我椚投有工夫聴！

（話しがまだ終わりそうもないので、いわせておくがよい。我々はも

う彼の話しを聞くひまかない。）

（2）孤凄我説，私就蔓我説説岨！

（言わせて下さい。私に言わせてくださいよ。）

（3）他安定一一歩，我不垂他意；我妻動一動，他也不許我動。

（彼が行こうとしたが、私は彼を行かせない。同じように、私が動こ

うとしたが、彼はそうさしてくれない。）

また、呂奴湘（j9肌）は「叫、譲」について次のような例をあげている。
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（4）些人為難。

（人を困らせる。）

（5）「里些我到上海去一過。

（上海へ行くように会社から言われた。）

（6）誰峯隼把材料送乗的？

（誰が君に材料を送らせたのか。）

（7）来晩了，峯悠久等了。

（遅くなりました。大変お待たせいたしました。ノ）

（8）墜我仔細想一想。

（よく考えさせて下さい。）

（9）峯他滴去，着地能濁成什女様。

（騒がせておこう。どこまで騒ぐのか。）

これらの例文はある者が他の者に動作、作用をするように働きかける意味を

表すものもあれば、他の者がある動作、作用をするのを許可、放任するものも

ある。柴谷の用語を借りれば、前者は誘発使役であり、後者は許容使役である。

ところが、「使」は以上の例文において、（4）を除いては、いずれの文にも

用いられない。呂（上掲）は「使」がある結果を引き起こす意味を表すとし、

次のような例をあげている。

（10）他的一席講堂我深為感動。

（彼の話しはすっかり私を感動させた。）

（11）緊張的工作壁他更加消痩了。

（忙しい仕事が彼をやつれさせてしまった。）

高更生（1982）は「使」が原因、理由を表す「連詞」（接続詞）とともに用い

ることができるとし、次の例文をあげている。

（12）因為今年糧食増産壁社員的生産積極性更加高藤了。

（今年食糧が増産したため、農民の生産意欲が一層高まった。）
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（13）由於這種錯誤的看法，便壁我走錯了路径。

（このような間違った見方が私を誤った道へ走らせてしまった。）

一方、李臨定（1986）はこの「叫、譲」と「使」のこのような違いについて、前

者は人に重きを置き、ある人がある動作、作用を引き起こさせるという意味で

あるが、後者は事柄に重きを置き、あることがなんらかの結果を引き起こした

意味であるという。

このように、同じ使役文でありながらも、「叫、譲」と「使」は異なる意味

を表しているといえる。このような違いは単に意味上にとどまらず、構文的に

もかなり異なる。例えば、「叫、譲」を用いて、

（14）我垂他去。

（彼にいかせる。）

とはいえるが、同じ文に対し、「使」を用いて表すことができない。

（15）＊我使他去。

しかし、このような「叫、譲」と「使」の構文上の違いは従来あまり議論さ

れていない。この三者の違いについては、第2章で詳述することにする。

上2．2　いわゆる兼語式について

ところで、中国語では、次に取り上げられる諸説において、上の三っの形式

だけを扱うものは少なく、ほとんどこの三つの形式をも含む、より大きな構文

形式を取り扱っているのが実情である。王力（1943）はこれを「逓繋式」、呂叔

湘（1956）は「致使句」、担元任（1980）、胡附、文練（1957）、丁声樹（1961）、劉

月華等（1983）などは廃語武としている。ここでは、主に胡附、文練（1957）を紹

介し、この説と他の説との違いについては、第4章で述べることにする。

胡附・文練の説を紹介する前に、まず「兼語式」について簡単に説明してお
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こう。兼語式とは文字どおり、文中にある一つの名詞が同時に二つの働きを兼

ねているということである。例えば、

（16）我　譲　他　去

軋　VI N2　V2

（私が彼をいかせた。）

という文では、Ⅳ2の「他」（彼）がVl「譲」（させる）の目的語であるととも

に、V2「去」（行く）の主語でもあるというわけである。このVlにあたる動詞

はこの三つのほかに「命令」（命令）、「強迫」（むりやりにさせる）、「請」

（～てもらう）など数多くあるというのが一般の見かたである。

1．2．3　　胡附、文錬（1957）の兼語式

胡、文（1957）は兼語式に関する諸説を概観し、兼語式とN2V2全体がVlの目的

語になる文との違いについて、次のような例をあげて説明している。

（17）我生地明天来。

（彼に明日来させる。）

（彼に明日来るように言っておく）

（18）我蚤他喫飯。

（彼に食事を御馳走する。）

（19）我紛望他明天来。

（彼が明日来ることを願っている。）

（20）我畳見地喫飯。

（彼が食事をしているのを見た。）

胡、文は（17）、（18）は兼語式であるが、（19）、（20）はⅣ2V2全体がVl

（瞼望、看見）の目的語になっている文であるとし、その理由として、次の四

つの点をあげている。
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1）、「叫、請」は「使動」の意味を表すが、「扮望、看見」は使動の意味

がない。

2）、（19）は「我甜望明天地釆」と言い換えることができるが、兼語式の

（17）は「＊我叫明天他来」と言い換えられない。つまり、兼語式の

場合VlとⅣ2との結び付きが強く、問に他の成分を付け加えたり、ポ

ーズを置いたりすることが不可能である。

3）、兼語式でない（19）（20）ではⅣ2V2を文の前に移動することができ

る。たとえば（19）と（20）をそれぞれ次のように置き換えること

ができる。

（19〝）他明天来，我扮望。

（20〝）他喫飯，我看見。

これに対し、兼語式の（17）、（18）はこのような置き換えができない。

（17〝）＊他明天来、我叫。

（18〝）＊他喫飯，我請。

4）、兼語式の文において、Vlの動作とV2の動作との結び付きが強く、原因

と結果の関係にあるが、兼語式でないほうの文において二つの動詞の

動作の結び付きがなく原因と結果の関係が見られない。例えば

（21）我椚墾整地倣代表。

（我々は彼を代表に選ぶ。）

（22）我椚塾些他椚労働。

（我々は彼らをむりやりに働かせる。）

において、（21）の「他倣代表」（彼が代表になる）　は「我椚選挙」（我々

が選んだ）結果である。同様に（22）では「他椚労働」（彼らが働く）　は「我

椚強迫」（我々がむりやりにさせた）の結果である。したがって、V2の動作は
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Vlによって引き起こされたものであるということになる。しかし、（23）、（24）

はそうではない。

（23）我垂里他倣代表。

（私は彼が代表になることを希望する。）

（24）我星見地椚労働。

（私は彼らが働いているのを見た。）

（23）では「他倣代表」（彼が代表になる）は「我希望」（私が希望する）

とは直接に関係がない。私が希望しなくても、彼は代表になれるのである。同

じように、（24）では、私が見たから、彼らが働いているのではなく、たとえ

私が見ていなくても、彼らが働くことができるのである。したがって、この種

の文は兼語式と違って、V2の動作はVlによって引き起こされたものではない。

このように、胡、文は以上の四つの特徴でもって、机VIN2V2という構文を兼

語式の文とそうでない文とに分けた。兼語式のVlに用いられる動詞は使役の意

味をもっものであるとし、「叫、譲」、「使」のほかに「請」、「勧」（勧め

る）「認」（認める）「選挙」（選ぶ）などをあげている。この分額は一般に

いう兼語式とくらべて明らかに使役の意味が強い。

このように見ると、中国語の使役は「叫、譲、使」のみならず、「叫、譲、

使」を含めた兼語式の一部も使役の意味を表すということになる。しかし、こ

の場合「叫、譲、使」と他のⅤ．との間における相違が問題になってくる。また、

兼語式のVlにあたる使役動詞も様々であるから、これらの使役動詞は構文的、

意味的にどのように違うかもまた問題になる。しかし、従来の研究においては

このような問題はあまり論じられておらず、単に兼語式として片付けられてし

まうきらいがある。

本研究は「叫、譲、使」による使役文と他の使役動詞による使役兼語式との

構文と意味の違いを考察するのみならず、「叫、譲」と「使」についてもその

間にある構文と意味の違いを考察し、さらに日本語との対照を通じて、中国語

の使役と月本語の使役の相違を明らかにしていく。
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1．3　本研究の位置づけ

以上、日本語と中国語に関する従来のとらえかたを概観した。日本語と中国

語の使役を考える場合、単に従来使役とされてきた形式のみを取り上げるので

は、見かたが狭すぎ、多くの興味深い現象が視野の外に出てしまう可能性があ

る。したがって本研究では意味を中心にすえ、使役をより広くとらえて「使役

表現」を設けることにする。「させる」と‖叫、譲、使」を「使役文」とし、

使役表現と区別ことにする。

使役は形式の面では言語によって異なり、意味の面においても様々な見方が

可能である。しかし、どちらにせよ使役は働きかける側（X）の働きかけと働

きかける側（Y）の動作・作用・状態変化という二つのできごとから構成され

ていることにはかわりがない。つまり、一一一つの表現形式の中に働きかけの動き

と働きかけを受ける側の動きを同時に表しているということである。柴谷（19

78）は使役について、次のような使役状況を設定している。

ア、事象2がもう一つの事象、つまり事象1が起こった時よりも後に起こっ

ている。

ィ、事象1と事象2の関係は、事象2の生起が事象1に完全に依存していて、

他の総ての条件が同一である場合にもし事象1が起こっゼいなければ

事象2も起こっていないであろうという反事実的推論が下せる状態で

ある。

したがって、ある表現形式において、このような二つのできごとのうちの一一

方しか言及されない場合、使役とは言えない。例えば、日本語の「倒れる」と

いったような自動詞、これに対応する中国語の「倒下」などを述語動詞にとる

文において「倒れる」というできごとの主休の動きしか表されていない。この

ような文は使役として見なされないであろう。

（1）a　次郎が昼型主。

b　次郎倒下了。
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この文は「倒れる」というできごとを引き起こした主体さえあれば充足した

表現になる。もちろん（1）では次郎がひとりでに倒れる場合もあるし、またな

んらかの働きかけによって倒れた場合も考えられる。しかし、（1）をみるか

ぎりその働きかけの力は明示されていない。「倒れる」というような自動詞を

用いている以上、たとえ他の働きかけの力を明示しようとしても、「させる」と

いう形式を用いないかぎり、それが原因を表す形としてしか表されない。つま

り、（3）のような形式をとることになる。（1）のような動作、作用の主体（Y

）の動きしか表されない表現は他の多くの自動詞文にも見られる。例えば「次

郎が行った」、「次郎が死んだ」などである。

一方、次のような文は働きかける側のXと働きかけを受ける側のYの両方が文

に出現していながら、実際にはXの働きかけの動きしか表さない表現である。

いわゆる他動詞文である。これも使役状況を衰しているとは言えない。

（2）a太郎が次郎を殴った。

b　太郎打了次郎。

（2）では「殴る」という動詞が太郎という働きかけの主体と次郎という働

きかけを受ける受け手の両方を文に明示しながら、働きかけの主休である太郎

の動きにしか言及せず、働きかけられる側である次郎の動きについてはまった

く関与していない。（1）と（2）とくらべてみると、前者は働きかけの動きが

明示されていないのに対し、後者は働きかけを受ける側の動きが明示されてい

ないという違いがあるといえる。いずれも、上の使役状況を衰していない。

ところが、（1）によって表されるできごとと（2）によって表されるできご

とを次のような形で表すことができる。例えば、

（3）a　太郎が次郎を殴った社主、次郎が倒れた。

b　太郎打了次郎，所以次郎倒下了。

（3）は（1）と（2）の二っの文が「からすj（所以）という接続助詞（中国

語では連詞）によって結ばれたものである。（3）のaとbでは、いずれも前句
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は原因を表し、後句はその結果を衰している。一般に原因結果文といわれてい

る。しかし、（3）は先の使役状況を満たす文である。もともといわゆる使役

文もXの働きかけがYの動作・作用・状態変化の原因となっている点では、この

原因結果文と同じである。地上（1982）は原因結果文と使役との違いについて

次のように述べている。

ある出来事Aがあって，それが＜原因＞となって，出来事Bが＜結盟＞とし

て、起こった場合，両者の問にはいわゆる＜因果関係＞が存在するわけで

ある。＜使役＞というのもこの＜因果関係＞の1つの場合であることは明

らかであるが，＜使役＞と呼びうるためには＜コト＞的な捉え方でなく、

＜モノ＞的な捉え方が導入される必要がある。

例えば、＜太郎が次郎をなぐる＞というコトがあり、＜次郎が倒れる＞と

いう＜コト＞がそれに続いたとする。因果関係にある2っの出来事をこの

ように＜コト＞的に捉えるのでなく，＜太郎＞という＜モノ＞が（＜なぐ

ることによって＞）＜次郎が倒れる＞という＜コト＞を引き起こしたとい

うふうに捉えるとするならば，＜太郎＞はく使役主＞ということになる。

中略

＜原因＞となった出来事の方ばかりでなく，＜結果＞となった出来事に関

しても，＜コト＞的な捉え方の代りに＜モノ＞的な捉え方をすることがで

きる。＜次郎が倒れた＞とくコト＞的に捉える代りに，＜次郎＞を＜（な

ぐり）倒した＞とする場合である。

池上のいうように、（3）を＜モノ＞的に捉えると（4）のようになる。

（4）a太郎が次郎をなぐり倒した。

b　太郎打倒了次郎。

（4）は（2）と比べて、同じ他動詞による能動文でありながら、働きかける

側の動きばかりでなく、働きかけられる側の動きをも示している。つまり（2）

は太郎の働きかけを受けた次郎において倒れたという状態変化が生じたという
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ことが含意されていないのに対し（4）は働きかけを受けた次郎に倒れたとい

う状態変化が起こったということが含意されている。これは前者の場合、対応

する自動詞がないが、後者の場合対応する自動詞があるということからも説明

できる。同じ他動詞文でありながら、（2）は又の働きかけのみを表し、（4）

はXの働きかけとYの状態変化を同時に表し、二つの動きを一つの動詞のなかに

融合している。（4）は、jさせる」文が「productive causative」（文法的使

役）と呼ばれるのに対して、一1exical causative」（語い的使役）と呼ばれるこ

ともある［注3］。一方、中国語では、形式の上では、あたかも一つの動詞の

様相を呈しているが、実は犬の働きかけを示す他動詞とYの変化を示す自動詞と

からなっている。王力（1959）では、この種の他動詞文を「使成式」と呼んで

いる。

一方、使役状況を＜モノ＞的な立場からとらえると、（4）は次のように置

き換えることも可能である。

（5）a太郎が次郎を倒れさせた。

b太郎譲（叫）次郎倒下。

aは「させる」を用い、bは譲（叫、以下「譲」で代表する）を用いているが、

両方とも、XがYに倒れるように指示しこ　その指示にしたがって、Yが自らの意

志で倒れたという状況を表すことができる（そうでない場合、つまりXのこと

ば以外の働きかけをうけたYが非意志的に倒れた場合もありうる）。しかし、

（5）とくらべると、（4）はXの働きかけはことばによる指示ではなく、又の働

きかけをうけたYが倒れたのも自分の意志によるのではない。これに対し、（5）

はXの働きかけがことばによる指示であることが可能であるうえ、Yの「倒れる」

という動作も自分の意志によって行うことができる。つまり、前者において、

Yの動きは状態変化としてとらえられ、後者においては、Yの動きは動作として

とらえられる。この意味で、他動詞を月日、た（4）と、「させる」、「譲」を

用いた（5）とは明らかに意味の違いが見られる。すでに1．1．6で述べたように、

柴谷はこの両者の違いについて、詳しく述べている。iさせる十文において、

Xの働きかけがことばによる指示で、Yの動作が自分の意志によるものであるこ
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とをもっともよく表すのは意志性動詞でしかも「に」を用いる使役文である。

例えば、

（6）太郎が次郎に行かせる。

（7）太郎が次郎に勉強させる。

ところが、「させる」による使役文では、Xの働きかけが指示ではなく、ま

た働きかけをうけたYも自分の意志で動作を行うことができない場合もある。

例えば、

（8）a太郎が次郎を驚かせた。

b太郎堅次郎嚇了一跳。

（9）a太郎が次郎を疲れさせた。

b太郎堅次郎弄得猥累。

（10）a我々は経済を発展させなければならない。

b我椚必須墾塵経済。

（11）a彼女はその言葉を聞いてほほを紅潮させた。

b難聴了這話股墜王。

（ユ2）a太郎はジェリーを冷蔵庫に入れて、塑旦阜旦左。

b太郎把菓子凍放進水箱里凍起来。

これらの例文は（6）、（7）と違って、いずれもXの働きかけがことばによ

る指示でなく、Yの動きも自分の意志による動作ではない。（8）は掴ヾなんら

かの働きかけをし、その働きかけをうけてYが「驚く」という心理的状態変化

を生じたという意味であり、同じように（9）はXの働きかけを受けたYが「疲

れる」という生理的状態変化を生じたという意味である。（10）はYが非情物で

あるため当然動作を行うことが不可能である。（10）と同じように、（il）、

（12）もYが状態変化を生じたという意味を衰している。しかし、（10）、（1

1）では「発展する」と「紅潮する」は対応する他動詞がないから、自動詞に

「させる」をっけて他動詞のように用いるということもできる。時枝（1950）
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は（8）－（12）のような文を使役とはせず、これを他動詞としている（1．1．3

を参照）。寺村（1982）は（18）、（11）のような文を自動詞に「させる」を

つけて他動詞を表すものとしている。一一方、（12）の「固まらせる」は対応す

る他動詞「固める」がある。この場合、両者の問に違いが見られる。これにつ

いては2．7．3で述べる。

このように見ると、「させる」による使役文もYが自らの意志で動作を行う

場合にのみならず、Yが状態変化を生じる場合においても用いられる。これに

対し、他動詞文はYが状態変化を生じる場合にしか用いられない。この「させ

る」文と他動詞文の形式と意味の対応を次のように示すことができる。

（13）

他動詞文 させる

Xの働きかけと　　　　　Xの働きかけと

Yの変化　　　　　　　　Yの動作・作用

一般に日本語において、使役態あるいは使役文というのは右側の「させる」

を用いた形式のみを指すのが普通である。しかし、先に触れたように、左側の

他動詞文を「文法的使役」を表す右側の「させる」と対照して、「語い的使役」

ということもある。本研究でとりあげる「使役表現」は「させる」による使役

文だけでなく、Xの働きかけとYの状態変化を表す他動詞も含まれる。この語い

的使役と文法的使役の関係は特にXの働きかけとYの状態変化を表す場合におい

てとりあげられる。一方、「させる」はまた間接受身を表す「られる」とも関

係づけて説明することができる。例えば、

（14）a息子を死なせる。

b息子に死なれる。

≡（15）a彼を勝手に怒らせておけ。

a彼に怒られてしまった。
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において、aとbは表裏の関係にあることはよく言われることである［注4］。

つまり、「させる」は一方では他動詞、もう一方では「られる」とっながっ

ているということがいえる。三者の関係をXの働きかけの強弱とYの主体性の強

弱という観点からとらえなおすと、次の図式になる。

Ll6、）

十　　　くト‾‾▲‾　▲

ー　　　　　＜　　　【　一　一　一一

他劫

√

工

V

臥

し
目
口 詞

Xの働きかけの強弱　一曲一一一▼1－－…一…う　ー

Yの主体性の強弱　　一一一一一一一一一一一一一一一→　＋

させる

と1
十
ノ

ヽ
．カき

レ
し

′
一
」
－変のV

l

Xの働きかけと　　　Yの動作・作用が

Yの動作・作用　　　Xにふりかかる

上の図をみれば分かるが、Xの働きかけでは左側のほうが強く、右側のほう

が弱いが、逆にYの主体性では左側のほうが弱く、右側のほうが強い。

他動詞、「させる．」、「られる」の間にあるこのような関係は中国語におい

ても見られる。ただし、中国語において「譲」は同時に受身をも表す。これを

次のように示す。

（17）

十　←一一一一一日一一日一一一一　Xの働きかけの強弱　－一一一一一‥一一一一一一一一・一一一一一一一…一一一一う　ー

－　←一一一一一一【　一一▼一一一一一　Yの主体性の強弱　　－－－－一一一一一一日一日一一一十　十

他動詞

上ノ
Xの働きかけと

Yの変化

譲、叫 被

が用作

↓
・

Yの動作・作用　　　　犬にふりかかる
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このように大きな枠でみると、語い的使役と文法的使役の問におけるXの働

きかけとYの主体性の強弱関係は日本語と中国語の両方に成立し、共通した点

が見られる。しかし、個々の形式と意味の対応関係を見ていくと多くの違いが

ある。つまり、Xの働きかけとYの状態変化を表す場合、それぞれの言語におい

てどんな時に語い的使役を用い、またどんな時に文法的使役を用いるかという

問題がある。そして、Xの働きかけとYの動作を表す場合、「させる」と「譲」

どのような相異があるかも問題になる。

一方、Yの動作を合意するかどうかという視点からとらえると、「譲」と「さ

せる」は明らかに違いが見られる。つまり、「譲」はXの働きかけが完了し、Y

の動作が実現しなくてもよいのに対し、「させる」はYの動作が実現しなけれ

ば用いられないという違いがある。例えば

（18）a我蓮仰去，為什玄不去。

b＊行かせたのにどうして行かなかったの。

C行くように言ったのにどうして行かなかったの。

（18）では、「譲」を用いたaはXの働きかけが実現したが、Yの動作はまだ

行われていない文であるが、これに対し、「させる」を用いたbは非文である。

これをCのようにすれば、百然な文になる。つまり、「させる」とくらべて、

「譲」はYの動作を合意しない場合でも用いられるということである。このよ

うな用法を「命令の間接化」、あるいは「間接勧告話法文」ということもある

が［注5］、犬の働きかけとYの動作という二っのできごとから構成される観点

からみれば、使役上「命令の間接化」も、摘iYに対し、あることをするように

働きかけるという点において、連続しているといえる。ただし、前者は常にY

の動作を合意し、後者は必ずしもYの動作を含意するとは限らない。したがっ

て、「させる」と「譲」との違いを次のような形でとらえることができる。

し鳥目

こ．手日．∴＿∴●＿、二二十二．∴‾二、十一十㍉　十・Yの動作の結果を含意する．　0　　喜　　×　　童

Yの動作の結果を合意し ヽ
1

1
Yな
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従来、日本語において、「させる」という形式と他の構文との連続が問題に

される場合、他動詞文、受身文との連続性がとりあげられることがあっても、

Yの動作が実現されるかされないかという視点はなかった。本研究において、又

の働きかけとYの動作・作用・状態変化という視点から、「～ようにいう」のよ

うな構文も使役表現の一つとして見なすことにする。

上のような立場からみれば、日本語の「～てもらう」も使役表現の－一つとし

てとらえられる。例えば、

（20）a子供が親に仕送りをさせる。

b　子供が親に仕送りをしてもらう。

文において、aとbは、Yが受益者であるか否かの点で違いが見られ、この意味

で従来は前者が使役文、後者が受給表現とされてきたこ　しかし、X（子供）がY

（規）にある行為（仕送り）をするように働きかけ、その働きかけをうけたYが

行為をするという点では同じである。ただし、「させる」は「～てもらう」と

くらペて働きかけがより強いが、「～てもらう」は働きかけがより弱く、「させ

る」を幾分和らげる表現であるといえる。したがって、「させる」を「尊大使

役」、「～てもらう」を「謙譲使役」とする立場もある［注6］。本研究では

このような「～てもらう」構文をも使役表現の一つと見ることにする。

このように、本研究でいう使役表現（次ページ）は従来の使役態、あるいは

使役文とはかなり性質を異にするものであるといえる。　　　　　，ヰ

第2章ではまず口叫、譲、使」と「させる」との違いを考え、第3章では日

本語と中国語の他動詞文を考察し、第4章では使役兼語式と「～てもらう」、

「～ようにいう」との対応関係を考察する。
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（21）

日本語

／堺＼～
動　　せ　　て　　よ

詞　　る　　む　　っ

文　　文　　b　　に

う　　　い

つ

他　　叫　　使　　使

動　　譲

詞

文

役

兼

壬右
打ロ

式

これらの構文は従来別々に扱われてきたのであるが、繰り返し述べたように、

掴iYになんらかの形で働きかけ、その働きかけを受けたYが動作・作用し、ある

いは状態変化を生じるという点で共通している。このような同じ枠組みを用い

れば、それぞれの構文の意味における連続性をとらえることができる。対照研

究において、ある事象をすこしでも普遍的にとらえるために、このような意味

現象を中心に、両言語の対応する構文を取り扱う視点が必要であろう。
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第一一章　［注］

こ注1］「させる」の品詞についてはいろいろな説がある。山田（1908）は複語

尾、橋本は（ユ969）は助動詞、時枝（ユ950）は接尾語としている。本研究

ではこれを助動詞と呼ぶことにする。

ご注2］学校文法では一一般にr飲む」類を五段活用動詞、「食べる」頬を一一一一一

般に一段活用動詞、「する▼」をサ変動詞、「来る」をカ変動詞とし、

佐久間（1966）は「飲む」類を強変化、「食べる」類を弱変化、再する．

と「▼来る」類を混合変化とし、寺村はこれをJ類、口煩、Ⅲ類に分け

ている。

日生3］Shibatrni（1976）を参照されたい。本研究では「させる」を守文法的

使役」、他動詞を「語い的使役」と呼ぶことにする。

こ注4］吉揖（1971）、寺村（1982）参照

［注5］荒川（19771b）では「命令の間接化」といい、柴谷（1978）では「間接勧

告話法文」といっている。

［注6］奥津、徐昌華（1982）参照。
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第　2　章　「さ一七をる＿」と「圧叶、譲、使」

の達し→　石こ　つ　し、て

第1章では、「させる」と「叫、譲、使」に関するこれまでの主な説を概観

し、そして本研究の位置付けを試みたが、この章では主として「させる」と‖叫、

譲、使」の相似と相違を考察する。次にまず「させる」における助詞「を」と

墓に」の使い分けから見ていくことにする。

2．Jiさせる」文における「に」と卜を」の違いについて

日本語では、「させる」を用いた使役文において、被使役者（Y）が助詞「に」

をとるか、「を」をとるかということがしばしば問題になる。文によって「を」

しか用いられないものと「に」しか用いられないものとがあり、また「に」、

「を」のいずれを用いてもよいが、そのいずれかを用いることによって意味の

違いが生じるものもある。まずトを」しか用いられない使役文を見よう。

（1）a子供が彼を驚かせた。

b＊子供が彼邑驚かせた。

（2）a子供が彼を興奮させた。

b＊子供が披卓立興奮させた。

（3）aあんまり彼を疲れさせないでください。

b＊あんまり彼に疲れさせないでください。

（4）a雨を降らせる。

b＊雨邑＿降らせる。

（5）aゼリーを固まらせる。

b＊ゼリーに固まらせる。
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上の例文では、「を」を用いたaはいずれも自然な文であるが、】に」を用

いたbはいずれも非文である。これらの文を見てみると、被使役者（Y）が自ら

の意志で動作をするのではなく、Xの働きかけをうけたYにおいて、なんらかの

状態変化を生じたものであるということがわかる。（1）－（3）はYが有情者

であるが、「驚く」、「興奮する」、「疲れる」といった作用が自分の意志に基

づいて行うことができない。（4）、（5）ではYが非情物だから当然自らの意志

によって、動作を行うことが不可能である。このことから、一一般にYが自らの

意志によって動作を行えない使役文において、「に」を用いることができない

ということがいえる。

一一一万、次のような文では「に」しか用いられない。

（6）a彼が妻拉金を出させる。

b＊彼が妻を金を出させる。

（7）a彼が息子ら宿題をさせる。

b＊彼が息子を宿題をさせる。

これらの文は先の文と違って、Xの働きかけをうけたYが状態変化の主休では

なく、動作をする主体であり、Yが自分の意志によってその動作（金を出すこと、

宿題をすること）を行うことができる。

ところが、次のような文では、Xの働きかけをうけたYが自分の意志で動作を

することができるが、】に」と「を」の両方を用いることができる。

（8）a彼が息子を走らせる。

b彼が息子ら走らせる。

（9）a彼が息子を行かせる。

b彼が息子に行かせる。

（8）、（9）はjに」と「を」のいずれを用いても可能である。このような

トを」使役文と「に」使役文における逼りについて、柴谷（1978）はトを」の場

合はYの意志を無祝し、「に」の場合はYの意志を尊重するとし、
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（10）a奴隷監督は鞭を使って奴隷達を働かせた。

b＊？奴隷監督が鞭を使って奴隷達に働かせた。

の例をあげ、bよりもaのほうが自然な文であるという。つまり、Yの意志を無

祝した強制的使役では「に」ではなく、「を」を用いるということである。柴

谷は「を」をとるYは使役行為の対象としてとらえられ、「に」をとるYは対象

ではなく、動作主としてとらえられるとし、両者の違いは深層構造にYを使役

行為の対象として考えるか、それとも動作主として考えるかにあるという。こ

の意味において、「虻」がYの意志を無祝し、「に」がYの意志を尊重するとい

うことができる。

しかし、次に述べるように「を」と「に」の違いはすべて、意志無視と意志尊

重に求められるものではない。以下この点について見てみよう。柴谷（ユ978）は

（11）そこで家人を豆腐屋に走らせ，おからを買わせる一一万，……。

（12）土曜日に，修剛パこ行かせよう。

のような例文をあげ、（‖）は家の主人が樅威者の立場で家人の意志を無祝し

て用事を言いっけた状況の表現であり、（12）は父が修一という息子に言って

きかせ、行かせるという状況を表しているという。しかしこ　ここでは、柏手の

意志を無視するとか尊重するといったような意味はむしろかなり希薄である。

もしここで卜を」が強制の意味であれば、これを「に」に置き換えて、尊重の

意味を表すことになる0　しかし、（11）の「を」を「に」に置き換えると、不

自然な文になる。

（11〝）？そこで家人邑豆腐屋に走らせ、おからを買わせる一方・‥‥・。

（11〝）はもともとの文にはすでに「に」（豆腐屋に）があるため、さらに「家

人」のところに‖こ▼」を付加すると、二つの「に」がだぶってぎこちない表現

になるという解釈もありうるが、この二っの‖こ」は同格のものではないので、

あってもおかしくないものである。例えば、
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（13）家人に豆腐屋に行かせ、おからをかわせる。

という文は同じくこっの「に」をとっているが、（11〝）とくらべて不自然な

感じはしない。したがって、（11”）は二つの「に」の問題とはやや異なった

性質の問題である。つまり、「家人を走らせる」と「家人に走らせる」だけを

見れば、前者はYの意志を無祝し、後者はYの意志を尊重する意味になるが、こ

のような違いは実際に「走る」という動作をさせるという意味において起こる

ものである。（11）のように、「家人を使いとして買い物に行かせる」という

意味においては、卜に」は用いられないであろう。いいかえれば、「Yに走ら

せる」は「走る」という目的で、XがYに言って「走る」という動作をさせると

いう意味である。「Yを走らせる」はYに「走る」という動作を、Yの意志を無

祝してさせるのみならず、Yを使いに行かせるという意味にもなる。したがっ

て、ここでは「を＿いう、「に」かによって、意志無視、意志尊重のはかにも違い

が生じることがあるということがいえる。また、次の例は（14）の文脈では「を」

しか用いられないが、他の文脈でなら、「歩く」という動詞の性質から「を」

と卜に」がいずれも用いられる。

（14）王監督は「角は八回にも先頭打者を歩かせている。打たれるのは仕

方ないけど救援投手は四球を出してはいけないね」とぶ然とした

表情だった　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仔‾■日本』

（14）は別にYの意志を無祝してむりやりに歩かせるという意味を表すもの

ではなく、四球でランナーを出してしまったという意味である。もし単に円こ

歩くという動作をさせるという意味において用いるなら、「～を歩かせる」も

「～に歩かせる」も可能である。例えば、足を怪我した子供に歩く練習をさせ

ようと親が子供の意志に働きかけ、歩くようにしむける場合、「子供に歩かせ

る」といい、子供の意志を無祝して歩かせる場合には「子供を歩かせる」とい

うのであろう。この場合においてのみ「を」が意志無視、「に」が意志尊重を

表すといえる。、
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一一方（12）の「に」はYの意志を尊重するという意味を表す以外に、だれか

の代わりに「修一一」を指定して彼に行かせるという意味合いが強い。（12”）

はこのような意味がない。

（12〝）土曜日に、修一一を行かせよう。

井上（ユ976）は次のような例文をあげ

（15）a彼は妻を働かせた。

b彼は妻に働かせた。（「彼のかわり．に」）

（16）a後はど子供を伺わせます。

b後ほど子供拉伺わせます。（「私のかわりに」）

（17）a僕は弟を進学させた。

b僕は弟に進学させた。（「僕のかわりに」）

b文には「誰かのかわりに」という意味があるという。このような文におけ

る「を」と「に」の違いは必ずしもYの意志の有無によるとはいえない。

一一一一一方、先に述べた、「に」しか用いられない他動詞の使役文では、Yの意志

を無視しようとしても、「を」を用いることはできない。

（18）＊むりやりに子供を外国語を勉強させる。

（18）は明らかに子供の意志が無視されているにもかかわらず、「～を、～

を」という形式をとっているため非文となる。他動詞を用いる場合、すでに目

的語（外国語）に「を」がっいているため、さらに「Yを」とすると、一つの

文の中に「～を」が並んで出てきて、上のような不自然な文が出来てしまう。

（18）を（19）のように表すのが普通である。

（19）むりやりに子供に日本語を勉強さ塗る。
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（19）では、「へパこ、～を」の形をとっているので、自然な文である。柴谷

（1978）のように、（19）の文を、深層構造では「子供を、外国語を」だと考え、

このような「～を、～を」の続く使役文は最初の「を」を「に」に変換する規

則を設けて処理するということも可能である。が、このような処理の結果、「～に、

～を」の文ができたとしても、「～に、～を」の形式をとっている以上、その

「～に」は二義的である。したがって、他動詞を用いた使役文の場合、意志無

視か意志尊重かは必ずしも明示的ではない。実例をすこしあげよう。

（20）いそいで、蛇皮鼻緒の草履を静八．拉出させ、おろしたての白足袋

へ指をっっこむとざわめきはじめた先斗町のうす明るい通りへで

ていった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『哀』

（21）静八はいったんしまいこんだ電気コクツをお徳に出させて‥‥‥

同上

（22）米騒動ののち、政党ざらいの元老山県有朋が原敬メ＿与政友会内聞を

つくらせたのは、官僚内閣ではもはや米騒動後の人心をしすめる

ことができないとさとったからであった。　　　　　　　軒’昭』

（23）女房め客‥・・‥？じゃ、細君拉商売をさせているの？『担』

（24）恋人同上を、どうして他人に認めさせる必要があるのしょう。『点』

以上の例文では、XがYの意志を尊重しようが、無視しょうが、いずれも「1こ」

（下線の部分）を用い、「を」をとるという形式は見当たらない。例えば、上の

文に「むりやりに」を入れて、Yの意志を表す場合でも、「を」を用いること

はできない。これは日本語では文の表面において、「～を、～を」の形を使っ

てはいけないという一一般別によるものと思われるが、しかし、たとえ他動詞が

本来とるべき目的語が文の表面にでていなくても、Yのとる助詞には「を」より

も「に」のほうがより適切であろう。たとえば

（25）駅長は、傍の助役に調べさせた。 『’点』

という文において、「調べる」という他動詞のとる目的語（っまり、調べられ
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るもの）は表面には現れれていないから、「助役に」を「助役を」に置き換え

ても差し支えないはずである。というのは「に」を「を」に置き換えても、「～

を、～を」という日本語の一一般別に抵触しないからである。が、「に」を「を」

に置き換えた（25〟）は適格な表現とはいえない。

（25〝）駅長は傍の助役を調べさせた。

この置き換えによって「調べる」の主体であるはずの「助役」が「調べられ

る」対象になりかねない。つまり（25〝）は「駅長」が誰かに命じて、「助役」

のことを調べさせたという意味が優先して解釈されてしまうのである。このこ

とから、他動詞に「～を」という形が先行した場合、それが他動詞文であろう

が、使役文であろうが、「～を」の部分が他動詞の目的語として優先して解釈

されるといえそうである。

これは他動詞の使役文には意志無視と意志尊重の意味がないという意味では

ない。それが、助詞「を］と「に」によってではなく、文脈によって区別され

るということである。裏返していうなら、他動詞を用いた使役文においては、

卜に」も意志無視の使役に用いられるということになる。

2．2　「叫、譲」と「使」の違いについて

中国語の使役文をっくるものに「叫、譲、使」があるということはすでに前

述した。従来、この三っの形式はほとんど同じように見なされ、その違いにつ

いてはあまり議論されることはなかった。しかし、実際にこの三つの形式、と

くに「叫、譲」と「使」は同じ使役といっても、以下に述べるように、意味的

にも、また構文的にも性質を異にしている。次にまず「叫、譲」（以下、「譲」

で代表させる）と「使」の違いを見ることにする。

（1）a我梗塞他去了。

b＊我硬壁昭去了。

（僕はむりやり彼を行かせた。）
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（2）a他想去，我寒地去了。

b＊他想去，我墜他去了。

（彼が行きたがったので行かせてやった。）

上の例文で「譲」を用いたa文は自然な文であるが、「使」を用いたb文はい

ずれも不自然である。これは、使役者（吊が披使役者に指示、あるいは命令

してあることをするようにしむけ、Yがその指示に従い自らの意志でそのこと

を行う場合には「譲」が用いられ、「使」は用いられないためである。i‾使」

が用いられる文の多くは、YがXの指示や命令による働きかけや行為の影響もし

くは結果を受ける形で、ある作用をするようになった場合に許容される。例え

ば、

（3）医生想尽ア一切方法硬病ノ密接。

（病人を回復させるために、医者はあらゆる手を尽くした。）

（4）這様倣会壁烙母親傷心的。

（こんなことをしたら、母親を悲しませてしまうよ。）

（3）と（4）で「使」が用いられるのは、Yの動作・作用（ここでは「病人

が回復する」ことと「母親が悲しむ」こと）がXの指示や命令による働きかけ

ではなく、Xの行為を受けた自然な結果によるものである。

以上のことを踏まえて、一一般にYが動作主（agent）として働く場合、「譲」は

用いられるが、「使］は用いられないということがいえる。次の例文は「譲」

と「使」が同時に用いられているが、「譲」は動作主として意志性動詞「学習＿」

（勉強する）とともに用いられ、「使」は経験者主（experiencer）として非

意志性動詞「達到」（達する）とともに用いられている［注1」。

（5）為了壁他堕型高中水平，領導決定蓮他掌旦一年。

（彼の教養が高校レベルに達するように、幹部たちは彼に一年間勉強

させることにした。）
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この文では、「譲」はX（幹部たち）がY（彼）に勉強するように働きかけ、

その働きかけを受けてYが進んで勉強するという状況を表しているが、「使」

は彼が勉強の結果、高校レベルに達するようになるという状況を表している。

「譲」のかわりに「使」を用いることはできない。

（5”）＊領導決定盤他学習一年。

（幹部たちは彼に一年間勉強させることにした。）

「使」の用いられている実例をもう少し見よう。

（6）男一一批“左派”前来攻打…我当然不去理髪了，但毎月還要領工資，

這壁我覚得象冶ア人家銭包那様地舌心。　　　　　　『悠』

（それから、また別の「左派」が攻撃してきて・‥。私はもちろん、理

髪室には行かなかったが毎月の賃金は受けとっていった。これは人

のがま口を拾って懐に入れるようなうしろめたさを感じさせた。）

上野訳

（7）這種情意壁我感動。

敏のこの気持ちは私を感動させた。）

（8）墜他衰老這虫快的原因，難道只是歳月巧？

（彼女をこんなに早く老い込ませてしまう原因が歳月だけであったと

はいえまい。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上野訳

これらの例文はYが自らの意志で行うことができず、なんらかの働きかけで、

ある作用をするようになったという意味を衰している。

ところが、このような場合でも「叫、譲」を用いて表すことが出来る。

（9）老李快打電話告訴呉線，省得重雄着急。　　　　　　　『誰』

（李さん、呉さんを心配させないように早く彼女に電話してくださ

い。）
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（10）侭放心，我尽力蓼都満意。

（安心して下さい。なるべくあなたを満足させますから。）

『入』

（9）、（10）では「譲」が用いられているが、Yが動作主として、自らの意

志でそのことを行ったものではない。「譲」のかわりに「使」を用いることも

できる。

（9”）老李快打電話告訴呉総，省得使他者急。

（10”）孫放心我尽力使確満意。

（9）と（9”）、（10）と（10〝）はそれぞれ同じ意味を表していると思わ

れる。しかし、「譲」と「‾使」はYが非動作主の場合、常に同じように用いら

れるかというと、そうではない。次の例文を見られたい。

（11）a我講個鬼故事，垂煙害伯。

b？我講個鬼故事，壁馳害伯。

（僕はお化けの話をして、彼女を悪から旦る。）

（12）a我在大家面前表揚妙，垂紳高興高興。

b＊我在大家面前表揚他，壁鯉高興高興。

（みんなの前で彼女をはめて喜ば旦る。）

（13）a我故意不準時去，垂他者急着急。

b＊我故意不準時去，壁他者急着急。

（わざと遅れて行って、彼を心配させる。）

以上、「譲」を用いたaはすべて自然な文であるが、「使」を用いたbはいず

れも不自然な文である。ところが、「使」を用いたbを次のようにおきかえる

と、自然な文となる。

（11”）我講了個鬼故事，教組綬害伯。

（僕はお化けの話をしたので、彼女は怖くなった。）
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（12〝）我在大家面前表揚1つ軋，墜妙根高興。

（みんなの前で彼女をはめた冬型、彼女は大変喜んだ。）

（13”）我没準時去，壁他緩着急。

（遅れて行ったので、彼を心配させた。）

上例で、「使」の使役文はXの働きかけがXの意図とは関係がないが、「譲」

の使役文はXの働きかけが意図的である。つまり、（11）－（13）はXがYに対し、

あること（（11）ではお化けの話をすること、（12）では彼女をはめること、（13）

では遅れて行くこと）をして、侶こ働きかけ、Yにそのような作用をするように

しむけることであるのに対し、（H〟）－（13〟）はXがあること（1ユ〟）では

お化けの話をすること、（12）ではみんなの前で彼女をはめること、（13〝）

では遅れて行くこと）をした結果、そのこと全体がYの状態変化の原因になっ

ているのである。池上（1982）の＜モノ＞的と＜コト＞的概念（1．3を参照）を用

いて説明すれば、「譲」はくモノ＞的であるのに対し、「使」は＜コト＞的で

あると言えよう。この違いを図式すると次の通りである。

Ⅹ　Eコ　譲

巨二≡司使

Y　　ヽr

Y V

この図式をみればわかるが、「譲」を用いる場合には、Xがあることを通じ

てYに働きかけるが、「使」を用いる場合には、摘iあることをした結果全体が、

Yの状態変化の原因となっている。また、Yのあとの「～」部分にくるV2の形式

も異なっている。「譲」を用いた（12）ではV2の「高興」（喜ぶ）は「高興高

興」［注2］のように動詞型の重ね形式をとっており、動詞と同じように見な

されるが、（12〝）では「高興」は程度副詞の「根－」（とても）で修飾される

ことによって、形容詞扱いにされているのである。つまり、「譲」による働き

かけはYの状態変化を一一一つの動きとしてとらえ、その変化の過程に重きをおく

r r‾

‾　〇〇仁】



のに対し、「使」による働きかけは、Yの状態変化を静止したものとしてとら

ぇ、変化の結果に重きをおくことがいえるのではないだろうか0これは「譲」

が使役文においてYの動作の実現、あるいは結果を合意しなくてもよ・いが∫使」

がっねに結果を含意するということからもわかる。「使」がもっともよく用い

られるのは（6）－（8）がそうであるように、Xが非情物で、Yが有情者の場合

である。二月引こついては、2．8で述べることにする。

次に「叫」と「譲」との違いについてすこし触れておく0「町」と「譲」と

の問には、上述した「使」との問に見られるような大きな違いはないが、多少

ニューアンスの違いはある。許容使役の意味を表す場合、「叫」は「言い付け、

あるいは命令して、～させる」という意味が強いのに対し、「譲」は「許可し

て～させる」という意味が強い。例えば

（14）a聴説他些ノ解去了。足場？

b聴説他室ノ解去了。是咽？

C（彼が君を行かせたそうですが，本当ですか。）

d（彼が行っていいいと許可を出したそうですが、本当ですか。）

上のaとbはそれぞれCとdの訳文のような意味を表すが、dの許可の意味にお

いてより自然なのは‖叫」を用いたaよりも†譲」を用いたbのはうであろう。

っまり、a文はXがYに行くように働きかけ、その働きかけでYが行ったという意

味が強いのに対し、b文は犬が行きたがっていたYに対し、許可を出して行かせ

たという意味が強いということである。とくに上海方言では許容の意味におい

ては「譲」しか用いられず、「叫」を用いることはできない。例えば

（1・5）a垂我看看。

b＊些我看看。

（16）a不要管我，蔓我走。

b＊不要管我，叫我走。
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上海語においては、bは非文である。このことから「叫」と［譲」の違いは

上海語において依然として残っているということがいえる。前者はもともと

「叫他」（彼を呼ぶ）のように、「呼ぶ」のような意味で使われ、後者はもと

もと「譲る」という意味である。したがって、使役文に削－られる場合でも、

多少このような意味を残している。しかし、（15）と（16）は共通語、特に話

し言葉ではbでも自然な表現である。この意味で「叫」と「譲」は藤堂（1985）

のいうように、使役の機能の共通化が進んでいるといえよう。さらに両者は文

体などの点においてら異なる。「叫」はより話し言葉的で、ぞんざいな感じを

うけるが、［譲」はこのような感じはない。したがって、次のような「請」を

用いた丁寧な表現においてはい叫」と比べて「譲」のほうがより適格であろう。

（17）a請箪我参観－1一下ノ終椚的学校好哨？

b？請些我参観一‾‾F酵椚的学校好増？

（責校を見学させていただけませんか。）

bは文法的に言えないわけではないが、表現的に見ればやはりaのほうがぴっ

たりするといえよう。このような違いはすでに文法の域を越えているので、こ

れ以上深入りしない。以下、「させる」と「叫、譲、使」の相似と相違を見る

ことにする。

2．3　「させる」と「叫、譲」の共通性

ここで使役の状況を次のような形で示しておこう。

（1）　Ⅹ　弓　Y　→　Ⅴ

XはYに働きかけてある動作・作用を引き起こさせる主体であり、使役者であ

るが、YはXから見れば、被使役者であるが、Vから見れば、Yがまた動作・作用

の主体でもある。（日をもっとも典型的に表すのは日本語の「させる」と中

国語の「叫、譲」である。すでに示したように日本語と中国語ではそれぞれ次
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のような形になる。

（2）Xが　Yに／／を　Ⅴさせる

（3）X　叫／譲　Y V

ここで、（2）と（3）のXに「太郎」、Yに次郎、Vに「行く」、「去」をそ

れぞれあてると、（2）と（3）はそれぞれ（2〝）と（3〝）になる。

（2”）太郎が次郎に／を行かせる。

（3”）太郎叫／′譲次郎去。

（2〝）、（3〝）はいずれも∴太郎」が「次郎」に働きかけ、その働きかけをう

けた次郎が［行く」という行為を行うという状況を衰している。いいかえれば、

「次郎が行く」ということが太郎によって引き起こされるものであり、（2”）

（3”）はそれぞれ（4）と（5）を捕文としてとっている。

（4）次郎が行く。

（5）次郎去。

このような見かたに関し、日本語では変形文法の立場から、柴谷（1．1．7を

参照）や井上（1976）などによって述べられているところであるが、中国語に

ついては変形文法ではないが、YがXの目的語であると同時に後ろの動詞の主語

でもあるという、「兼語式」のとらえかたにおいてもはぼ同様な考えかたがあ

るということがわかる。藤堂（1985）も「叫、譲」を変形文法によって処理し

次のようにとらえている。

（6）　A　他叫我

去掛我B

l
」 C　他叫我回去。
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藤堂はAとBの二段式の内容が合併して、ひとっづきになって、さらに重複す

る部分（我）を削って出来たのがCの表現であるという。

このように、「させる」と「叫、譲」はともに補文をもっという点で共通し

ているといえる。これは再帰代名詞を入れることによっても確認できる。

（7）a太郎は次郎に＿臣丑の部屋で勉強させる。

b太郎譲次郎在自己的房問里学習

（7）aでは「自分」が太郎と次郎の両方を指しうるということはすでに（1．

1．6）で見たが、bの「自己」も日本語と同様にこっの解釈の可能性がある。つ

まり、中国語においても「自己」は太郎と次郎の両方をさすことができる。ま

た、このような二義性は情態副詞によっても表すことができる。

（8）a太郎は次郎に二聖墜旦勉強させる。

b太郎塵垂些譲次郎学習。

（8）aの「一生懸命」もまたbの「碑命地」もそれぞれ「太郎」の働きかけ

と「次郎」の動作を修飾することができる。つまり「太郎が一一一一生懸命させる」

と「次郎が一生懸命勉強する」を別々にさすことが可能である。さらに「回数」

を表す副詞をっけても二義性が現れる。

（9）a太郎は次郎に三回＿行かせた。

b太郎譲次郎去ア二次。

（9）では、日本語と中国語ではいずれも「次郎に行くように太郎が二回指

示した」の意味と「太郎が次郎に太郎が二回行くように指示した」という意味

がありうる。

次に「させる」と「叫、譲」の共通の部分として、両者とも生産的に派生で

きるということがあげられよう。つまり、「させる」と「叫∴譲」はある固有

の動詞やごく限られた文のみに用いられるのではなく、いずれもいろいろな動
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詞（例えば、「行く、来る」のような自動詞、「－食べる、飲む」のような他動

詞、「驚く、がっかりする」のような非意志性動詞など）と共起できる（共起

できない動詞については後に述べる）。

一一方、意味的にみると、Y－→Ⅴという事態をXが引き起こすといっても、犬とY

の関与の仕方が同じではない。細かく見ていけばいろいろあるが、大きく二っ

に分けると、「誘発」と「許容」となる。

誘発使役とはYによって行われた動作・作用はⅩの誘発によって引き起こさ

れたものであり、Xの誘発がなければ、Yはすすんでそのようなことをしなかっ

たということを指す。この場合、Xの誘発にはいろいろな次元と段階のものが

ある。ことばによる命令、指示である場合（間接使役）も、また実際に自ら手

を下す場合（直接使役）も考えられる。

許容使役とは、Yがすでにある動作・作用を起こし、あるいは起こそうとし

ている状態にあり、XはYの動作・作用を妨げず、実現させることを指す。こ

の場合、許容の中味には積極的あるいは消極的にYに許可を与える場合と、ま

たそれにはまったく関知せずそのまま放置する場合とがある。「‾させる」と「叫、

譲」はこの両方の意味をもっている。（「叫、譲」がこの両方の意味を有する

という点において、使役兼語式の他のVlと大きく違うのである。これに関して

は第4章でのべる。）例えば、

（10）a私はずいぶんいろいろな事をしました。横田は私にうんとミニス

カートをはかせるんです。　　　　　　　　　　　　　　『余』

b我倣了許多各種各様的事情。横日蓮我岸根短的超短槍。文軍訳

（11）a▼めしのことがめんどうなら俺の嫁に旦旦冬から黙っていろ。『楢』

b倣飯嫌麻原的話，蓮我嘘婦去干好子，別鳴声了！　　呉樹文訳

（12）a行きたければ、上せ旦耳やってよ。

b他想去，就蓮他去鳴。

（13）a別管他，寒地去発火略。

bはっておこう。勝手に墜旦旦壬おけ。

（10）と（11）は誘発使役を表し、（12）と（13）は許容使役を表すもので
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ある。もっと細かく見ていけば、いろいろ分けられるが、例えば（12）は許可

を表し、（13）は放任を表すということになる。

以上、「させる」と「叫、譲」の共通する点を示したが、これをまとめると、

次の通りである。

D　「させる」と「叫、譲」によって表される使役構文はいずれも、Y→V

という事態の発生がXによって引き起こされることを表すものである。

2）両方とも補文構造をもっている。再帰代名詞、情態、回数副詞を

入れると二義性が現れる。

3）両方とも生産的に派生できる。

4）両方とも誘発使役と許容使役の意味を表すことができる。

これらの共通点は他の言語の使役文にどれだけ当てはまるか分からないが、

「させる」と‖叫、譲」の共通する部分といえよう。次は両者の違いを述べる

ことにする。

2．4　「させる」と「叫、譲」の構造の違い

ここで、もう一度日本語と中国語の使役文の形式を示しておこう。

日本語：　又が　Yに／を　Ⅴさせる

中国語：　即ヰ／譲　Y V

上の二っの構文を比べてみると、日本語において、「させる」が動詞の未然

形に下接し、中国語においては、「叫、譲」がXとYの問に位置し、動詞と離れ

ているということに気が付く。つまり、日本語では、「Ⅴさせる」はくっっい

た形になっており、あたかも一一一つの複合動詞のようにふるまうのに対し、中国

語では働きかけを示す「叫、譲」と働きかけを受けて、動作・作用を行う動詞

（Ⅴ）は問にYという名詞をはさんで、離れたところにあり、形式の上では分離

された形となっており、それぞれ異なる働きをしている。「XがYに／をⅤさせ
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る」における「させる」は主として補文におけるYとⅤとの文法的関係を変化さ

せるという文法的役割をするのに対し、「X VI Y V2」における「叫、譲」はY

とV2の文法的関係を変化させる役割のみならず、日本語の「させるiと比べて

より語い的性格が強い。以下に見るように、このような構造上の違いは「させ

る」と「叫、譲」との意味の違いを生じさせる大きな要因の一つであるといえ

よう。

まず、；させる」と「叫、譲」の違いとして、結果の含意の有無のことであ

る。2．1で述べたように「させる」と「▼叫、譲」はいずれも二つの事柄を表す

ものとしてとらえられる。しかし、Xの働きかけをうけたYが動作を行うか否か

という点で異なる。「叫、譲」を用いた文では、XのYに対する働きかけが完了

したときに、Yの動作が行われなくてもよいが、．させる■」を用いた文では机〕

Yに対する働きかけが完了した時点で、Yの動作も終了しなけれならない（〕例えば

（1）太郎叫（譲）花子来，可是花子投来。

（2）＊a太郎が花子に釆させたが、花子は来なかった。

b太郎が花子に来させようとしたが、．花子は来なかった。

C太郎が花子に来るように言ったが、花子は来なかった。

d　太郎が花子にこいと言ったが、花子は来なかった。

形式の上では（1）と（2）aは一一一番よく対応しているように思われる。ところ

が、（2）aの日本語は非文である。一一一一般に日本語の使役構文日はi Yに／を

～させた」は「Yが～した」ことを合意している。したがって、（2）aは前句と

後句とが意味の上で矛盾している。一一一一万、（2）bは（2）aに「ようとしたJを

入れることによって、日本語は落ち着いた表現になり、しかも、意味の上でも

ほぼ（1）と対応するようになったが、しかし、（2）bを今度は逆に中国語に

訳してみると、次の（3）のようになる。

（3）太郎想叫花子来，可是花子不来。

つまり、日本語の「ようとする」に対応する中国語の「想」（しようと尋へる）
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を付け加えなければならない。ところが「想」の付け加えられた（3）は（1）

といささか意味が違う。（1）では、太郎が花子に対する働きかけを行ったが、

働きかけをうけた花子は行動を起こさなかった。これに対し、（3）では、花

子が行動を起こさなかったことはもちろん、太郎が花子に対する働きかけをま

だ実行に移さなかったということもありうる。両者の違いは（l）が（1〝）に

置き換えられないのに対し、（3）は（3〝）に置き換えられることからもうか

がえる。

（1”）＊咋天，太郎叫花子来、可是不知逆用什史方法通知ゼ鮎

細巨日、太郎は花子に来るように言ったが、どんな方法で彼女に

知らせればよいか分からなかった。

（3”）咋犬，太郎想叫花子来，可不知道用什玄方法通知柵。

昨日、太郎は花子に釆させようとしたが、どんな方法で彼女に知

らせればよいか分からなかった。

（l〝）が非文であるのは太郎が花子への働きかけがすでに「叫」という動

詞によって完了したにもかかわらず、後句にさらに「不知逆用什立方法通知他」

（どんな方法で彼女に知らせるか分からなかった）で、その働きかけを否定す

るという前後の矛盾によるものと思われる。これに対し、（3〝）は、「想．

（しようとする）を入れることによって、太郎の花子に対する働きかけがまだ

実現していないことを示す前文が、「不知道用什玄方法通知他」という後句と

抵触しなくなったため、適格な表現となる。

ところで、（2）のC、dは（1）と形態上は対応しないが、意味の上では、妥

当な表現だと考えられる。つまり以上の例文を見るかぎり、（1）の中国語に

対応する日本語は（2）のa、bよりも（2）のC、dがより適格な表現であるといえ

よう。

使役文をXの働きかけとYの動作・作用の二っの動きに分割して考えられると

いっても、実際に日本語では、「行く＿」と．させる」とが結合してできた∴‾行

かせた」が一一一語のように働き、そしてその…▼行かせた三日ま披使役者の「行く」

という行為が実現することを含意しているのである。Xの働きかけが完了し、Y
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の動作がまだ実現されていないというようなことはありえ．ない。こズ吊こ対し、

中国語では「叫、譲．」とⅤとの問にYがあり、日本語のように複合した形をとっ

ていないため、Xの働きかけとYの動作・作用を別々に示すことが可能であり、

っまり、Xの働きかけが終わった時点で、Yの動作が行われていなくてもよいの

である。次にあげる口叫、譲」による例文はいずれも「させる．を用いて訳せ

ないものである。

（4）a　我型碓去，確就得去。　　　　　　　　　　　　『離』

b　俺が行け卓上ヱ皇室、行きなさい！　　　　　　　　曾申訳

C＊俺がおまえを行かせたら、おまえが行くべきだ。　　　（直訳）

（5）a　是噂，干完活，我蓮他椚振乱一起回来，悪女転眼就不見了。

∴馬云

b　そうだね、仕事が終ったら、私と－一緒に帰るくち＿う一三早＿？＿真のに、

みんな、どこへ行ってしまったんだろう。

C　＊そうだね、彼らを私と一緒に帰らせたが、あっという間に、み

んなどこへ行ってしまったんだろう。　　　　　　　　　（直訳）

（6）a　我垂邸把小栓子帯来，悪女没来。　　　　　　　　　　㌻城r云

b　君に小栓子を連れてくるように言ったのに、なんで連れてこな

かったの？

C＊君に小栓子を連れてこさせたのに、なんで連れて来なかったの？

（7）a‥‥・・他些我走、我意能不走痴？　　　　　　　　　『茶』

b　彼が出てL・亘ナっ．買主ユ左から、出ていかないわけにはいかない

C＊彼が私を出させたら、私は出ないわけにはいかない。（直訳）

（4）－（7）のaはいずれも摘iYに対する働きかけが行われたが、Yの動作が

まだ行われていない例文ばかりである。中国語では「叫、譲」が用いられてい

るが、日本語では「させる」を用いてしまうと、Cの直訳の不自然さが示すよ

うに、非文となるであろう。このことから、「▼叫、譲．はXの働きかけだけを表

し、働きかけの結果、二lYの動作が行われたかどうかには無関心であり、it方動作

の実現を合意しなくてもよいが、これとは反対に、．させる．はい方動作力実
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現を含意するといえる。したがって、上のようなYの動作の実現を合意しない

文においては、日本語では、「させる」のかわりに、b文のように「～ように

いう」とか「～し鼻、う」のような形で対応㌻るのである0湖、譲」がi‾命

令の間接化」といわれる所以である。使役と「命令の間接化．は次のような場

合でも問題となる。

「叫、譲」を用いた文では、補文の中に禁止の意味を表す「別」や否定の丁不

」を入れることが可能である。例えば、

（8）a坦去了，碓香色不是説，叫烙塑去子女？　　　　　　京城』

b　もう行くなよ。お父さんが行かないように言ったじゃない。

（9）a譲櫛杢称已不行，峯醇習喝，碑文不慮意。　　　　㌻誰』

bやるなといってもだめだし、勉強しろといってもする気はなさそ

うだし。

（8）、（9）では、「不」、「別」はいずれも言叫、譲」の前にではなく、V

の前に付いており、否定詞が補文の中にある。しかし、日本語では、一一一般にi‾さ

せる」を用いた文では、構文の中に否定の「ない」や禁止の「な」などを入れ

ることが出来ない。．させる」のあとになら可能である。例えば。

（10）彼を行かせない。

しかし、こ虐′‖ま又がYに対し、あることをするようにしむけない、あるいはY

があることをするのをXが許さない意味である。一一方、中国語の場合、XがYに

対し、あることをしないように働きかけるという意味である。中国語において、

これらの「叫、譲」も、やはり使役兼語式とされている。というのは形からみ

れば、動詞の前に禁止の意味を表す言葉があるものの、烏叫／譲Y V」という

形式は依然としてかわらないからである。例えば、丁（i961）は発語式の例と

して、次のような又をあげている。
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（11）我椚是馬克恩主義者，馬克恩主義些我椚看問題杢墓従抽象的定義出

発，而要従客観存在的事実出発，従分析這壁事実中浅出方針、政策、

弁法釆…。

我々はマルクス主義者である。マルクス主義が我々に問題を考える

とき、抽象的定義から出発するのではなく、客観的な事実から出発

し、これらの事実の分析を通じて、方針、政策、方法を兄いだすよ

うに教えているのである。

荒川（1977）はこれらの用法の「叫、譲」を「命令の間接化」を表すもので

あるとし、「叫、譲」が「命令の間接化」を表す理由の－一つとして、禁止の副

詞「別」、能戯動詞の「要」（しなければならない）、「決」（早く）といっ

た、話者のムードに属することばがVの前にくることが可能であることをあげ

ている。これは話法という立場からみた「叫、譲」の一つの側面であるが、し

かし、封D働きかけとYの動作・作用が分離した形で、別々に行なわれることが

可能であるという、「叫、譲」のもっ構文的特徴からみれば、当然のこととい

えるかも知れない。荒川（1977）はもともと中国語において、この「使役」と

「命令の間接化」との違いは、必ずしも明確なものではないとし、次のように

述べている。

そもそも中国人の意識構造からすれば、われわれがここで「命令の間接化」

と呼んでいるものも、一一般にいう「使役」も同じものとしてとらえている

のかも知れない。一つの「叫（譲）”の構文に対して「使役．か「間接命

令」かがはっきりしない場合があるというのはしてみればあたり前のこと

である。

′ノまり、中国語では、「叫、譲」は「Ⅹ叫／譲　Y V」という兼語式の構文

において、摘1Yにあることをするように働きかけ、その働きかけをうけた17の

行為の実現を含意する場合と、XがYに働きかけるが、その働きかけはYの行為

の実現をめざすものの工その実現の結剋こついては無関心である場合、そして、

Yに対し、あることをしないように働きかける場合のいずれにも用いられる。
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前者は使役文であり、後者はいわゆる「命令の間接化」である。日本語の「さ

せる」は前者の場合にのみ用いられ、「叫、譲」は両方の場合に用いられる。

次に述べる「叫、譲」の用法も「させる」ではなく、「ように．と対応する

が、しかし、命令の間接化とは違う意味である。まず次の例文をみよう。

（12）a我把窓簾紅と，峯他者不見外面。

b私はカーテンをしめて、彼が外を見ることができないネう圭する

（13）a我把他的書威起来，垂他学習不了。

b私は本を隠して、彼が勉強できないようにする。

上の例文を見ると、Vにあたる部分は「右＿」（見る）、i学習▲（勉強する）

のみではない。むしろ、その動作の結果をら含む∴‾看不見i（見られないノ、

「学習不了」（勉強できない）全体である。意味的には摘1なんらかの働きか

けをして、Yに「～できない」という状態を生じさせる状況を表している。中

国語ではやはり「x譲　Y V」とも、う形で表す。（12）と（13）を藤堂（j985）

のように示せばそれぞれ次のようになる。

（12〝）　A　我譲他

B他者不見外面

（13′′）　A我譲他

B他学習不了

C我譲他者不見外面。

C我譲他学習不了。

ところが、日本語では（12）、（13）の訳文にあるように芦させる＿Jは用い

られず、「ように」を用いて訳すのが普通である。日本語では「見られない」

のあとに‘させる」を付加し、；▼＊見られないさせる＿」のように表すことがで

きない。また、「見られない」の「ない＿」を取り出し、「させる」のあとにつ

けて、．させる」を直接にi‾見られ」のあとにつけて「＊見られさせない＿」の
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ように表すことも不可能である。例えば

（14）＊　彼に見られさせない

という文は非文である。ここの「見られる」は可能を表すものであるが、日本

語の「させる」は可能態を示す「られる．〔注3］、あるいは可能を表す「で

きる．のあとに下接しない。

（15）＊　紋に勉強できさせる（させない）。

．できる＿」は三上（1972）の所動詞に属するものであるが、所動詞は「受身．

にらまた使役にも用いられないとされている　こ注4〕。これに－Jいては（2．5．3）

で述べる。したがって、中国語ではVが可能補語を含む場合、（12）、（13）の

ように；‾叫、譲」を用いることが可能であるが、日本語では「させる」のかわ

りに、「‾ように」が用いられることになる。次の文もそうである。

（16）a垂農民過上幸福生活。

摘農民に幸せな生活が送（ら）れさせる。

C農民が幸せな生活を送（ら）れるようにする。

（16）では、一　させる」を用いたbは非文であるが、「ように」を用いたCは

自然な文である。しかし、この「ように＿」は、Yの状態変化を生じさせる意味

で、可能以外の場合でも表すことができ、しかも「させる－」と共通する部分が

見られる。

（17）a医者は病人を回復させるために、あらゆる手を尽くした。

b医者は病人が回復するようにあらゆる手を尽くした。

（18）a太郎はゼ、リーを固まらせるために冷蔵庫に入れた。

b太郎はゼリーが固まるように冷蔵庫に入れた。
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（17）と（18）は摘ヾYに対し、ことばで命令あるいは指示し、その作用・状

態変化を実現させるものではない。（17）では「病人が回復する」ことと「手

を尽くす」こととは目的と手段の関係である。つまり「病人が回復する」とい

う目的を達するために「手を尽くす」のである。同じように（18）でも「ゼリ

ーが固まる」ことが目的であり、「冷蔵庫に入れる」ことがその目的を実現さ

せる手段である。「ように」は「させる」と比べて、このような目的と手段を

表すのに用いられ、Yの作用・状態変化をめざすものの、その作用・状態変化

が実現するかどうか無関心である。この点「させる」と異なる。例えば（17a）、

（18a）は

（17〝）医者はあらゆる手を尽くして病人を回復させた。

（18〝）太郎はゼリーを冷蔵庫に入れて固まらせた。

のようにいうと、Xの働きかけのみならず、Yの状態変化も実現したことになる。

これに対し、（17b）、（18b）を

（17”）医者はあらゆる手を尽くして病人が回復するようにした。

（18”）太郎はゼリーを冷蔵庫に入れて固まるようにした。

のように置き換えると、Yの作用・状態変化（っまり（17”）では病人が回復

する、（18”）ではゼリーが固まる）は実現していないということになる。つ

まり、この二つの文はXがYにおいて状態変化が起きるように手筈をしておいた

だけのことで、Yの作用・状態変化の実現は合意されていない。（17つは（17〝）

とくらべて、病人が回復していないということがいえる。このように、「させ

る一jはYの作用・状態変化が結果として現れた場合に用いられるのに対し、「よ

うに」はYの動作・状態変化が目的としてまだ実現していない場合に用いられ

る。この違いがもっともはっきりした形で現れるのは上述の（17〝）、（18”）

と（げ）（18”）においてであるといえよう。前者はYの作用・状態変化の実現

を含意するものであるが、後者は合意しなくてもよいのである。しかし、（17）、

（18）ではその違いがはっきりしない。両者ともYの作用・状態変化の実現が
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目的としてとらえられる。

一一一一万、中国語の「叫、譲」は両者を同時に表し、構文上達いがみられない0

っまり（17〝）、（17・）と（18”）、（げ）はいずれも「叫、譲」を用いて表す

ことができる。日本語との対応関係は次のようになる。

手段 と目的の関係 ～ようにする

叫、譲　t

原因と結果の関係 させる

しかし、目的と結果は連続性のものであり、表裏の関係にある。Yの状態変

化がまだ実現していない場合には目的としてとらえられ、実現した場合には結

果としてとらえられる。実際に使役とは関係がないが、日本語では目的と結果

を同時に表す形式がある。例えば、「ため」は動詞の現在形とともに用いられ

る場合には目的の意味を表すが、過去形とともに用いられる場合には結果（因

果関係）の意味を表すことになる。

（20）a彼は車を買う阜塑百万円の貯金を全都おろした。

b彼は卓を買ったため、百万円の貯金がなくなった。

（20）では、同じ竜一ため」という形式であるが、aでは目的、bでは原園結果

を表している。このように目的と結果は裏表関係にあることは理解されよう。

それはさておき、「叫、譲」と「させる」、「ように」の目的と結果の問題

に戻る。「叫、譲」はXがYに働きかけ、Yが作用・状態変化をするようにある

いはしないようにしむけるが、Yがその作用・状態変化を実現するかしないか

は問題ではない。二月吊こ対し、．させる」はYの作用・状態変化が実現した場

合にのみ用いられ、「ように」はYの作局・状態変化が実現しなかった場合に

のみ用いられる。Xの働きかけがことばによる命令や指示の場合は「～ように

いう」を用い、Xの働きかけが実際の動作による場合は「ようにする」こ注5二

を用いる。日本語し〕これらの構文における違いを次のように示すことができる。
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さ せ る よ う に い う

r よ う に す る

Y の 動 作 ・作 用 ・状 態 変 化

を 合 意 し な く て も よ い

十 寸

Y の 動 作 ・作 用 ・状 態 変 化 が

目 的 で あ る

「‾ 事

こ と ば に よ る

働 き か け が 可 能

＿⊥t T

2．5　誘発使役

使役の意味を大きく分ければ、誘発使役と許容使役になるということはすで

に2・1述べた。本節では、主として誘発使役における日本語と中国語の異同を

考察する。ここで、誘発使役に関する定義をもう一一度あげておく。

誘発使役とはYによって行われた動作・作用はXの誘発によって引き起こさ

れたものであり、Ⅹの誘発がなければ、Yはすすんでそのようなことをしなかっ

たということを指す。この場合、Xの誘発にはいろいろな次元と段階のものが

ある。意志尊重の場合もあるし、また意志無視の場合もある。これについては

すでに2・1で言及した。・∵一一万、使役はまたことばによ・る命令、指示の場合（間

接使役）も、実際に自ら手を下す場合（直接使役）も考えられる。「させる」

によって表される使役のもっとも典型的なのはXとYがともに有情者であり、X

がYに指示あるいは命令を与え、動作を行わせるものであろう。つまり、Yに対

するXの働きかけがことばによる指示、命令などの場合である。例えば、

（1）佐山に主上も⊥旦壬、「休暇」の夕、たちで博多に逃避させた鋸よ石

田部長です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F点』
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（2）衆参同日の選挙を控えて事態を懸念した中曽根首相は文部省に卑生

壬、いわば教科書検定の後追い修正を実施させた0　　　欄ジャ』

＿上の二つの文はXの働きかけがことばによるものである0その働きかけをし

めすことばとして、下線で示したように、∴言い含めて」（1）、「命じて一

（2）の指示、命令のことばが文の中に入っているため、指示使役であるとい

うことははっきりしている。しかし、指示使役は必ずしもこのような形で現れ

ず、指示、命令を示すことばがない場合も指示使役を表すことができる。例え

ば、次のような文も指示使役と考えられるであろう。

（3）三原がいうと、院長はうなずいた。それから看護婦にカルテを持っ

てこさせた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　打点』

（4）静八はいったんしまいこんだ電気コクツをお徳に出させて・・‥‥

TJ　　‘‾　　P

U　方ミ【封

（5）借りるか借りないか判然した所を門野にもう一遍確かめさせたので

ある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『そ』

これらの又は（1）、（2）とちがって指示、命令を示すことばがないが、X

がYに指示、命令をして行為をさせるという意味であろう。この点において中

国語の‖叫、譲」も同じである。例えば、

（6）a　自由，里厨子把l我’的鶏蛋給方先生送十個去，　　『善』

b　自由！コックにいいっけて私の卵を十個、方さんの家に届けさ

せなさい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹中訳

（7）a　明大我些設備課拾毎台机床上掛一条自毛巾，

『喬』

b　明日設備課にいって、機械にタオルを一一枚掛けさせる。

上野訳

（8）a　めしのことがめんどうなら俺の㌻嫁にさせるから黙っていろ昌

銅酋』
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b倣飯嫌麻煩的話，重義漁婦去干好了，別頭声了！　呉樹文訳

（9）a横田は私にうんとミニスカートをはか旦るんです0　　『余』

b模試譲我穿眼短眼短的超短乱　　　　　　　　　　文軍訳

（6）－（9）では、Xの働きかけがことばによる指示あるいは命令によるもの

であろう。使役文においてXの働きかけがことばによる指示、命令であるとい

ぅ状況は「叫、譲吊こあてはまるが、「使」にはあてはまらない0（6）－（9）

の例文ではいずれも仁使」を用いることはできない（このことについてはすで

に言及したので、2．2を参照されたい）。

一方、「させる」はXの働きかけがことばによる指示、命令以外の場合でも

可能である。例えば、

（10）直ぐ立ち上がって行こう とする女中の柚を女がとらえてまたそこに

坐らせた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『雪』

（11）お時の死体の着物の乱れを直し、用意していた新しい足袋を、死体

の土によごれた足袋とはきかえさせたのは、お時が覚悟して死んだ

という見せかけの操作で、どこまでも周到な注意です。　『点』

この二つの例文はXの働きかけが実際の動作によるものであるという点にお

いて明示的である。（10）ではⅩカ叩への働きかけとして、「柚をとらえて」と

いう実際の動作によるものであるが、（11）ではXがすでに死んでいる1′（お

時）に対して自分で足袋をはきかえるように命令したり、指示したりすること

は明らかに不可能である。したがって、実際に「はきかえる」という動作を行っ

たのはいうまでもなくXである。しかし、同じことばによらない働きかけでも

次のような文は上の文とやや異なっている。

（12）妓女を驚かせてしまった。

（13）彼女を怒らせてしまった。

（12）では、XがYに対し、驚くように指示し、驚かせたのではない。同じよ
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うに（13）もYに怒れといって怒らせたのではない。動詞の性質からみれば、（10）

の「すわる，は対応する他動詞のない自動詞であり、自分の意志によって行え

る意志性動詞［注6］である。（il）の「はきかえる」は他動詞であり、「着

る＿」と同じ種類のものであるが、「着る」とらがって「着せる」という複他動

詞のペアをもっていない。一方、（12）の∴驚く」や（13）の「怒る」は自動

詞であるが、「すわる」とらがって意志性動詞ではなく、人間の心理的状態変

化を表す動詞である。

こうしてみると、同じことばによらない使役といっても、動詞によ一1て若干

その性質が違うのである。日本語ではいずれも「させる」を用いているが、中

国語は動詞によって‖叫、譲」や「使」、さらには「拾．冬用いたりする。こ

の節では主として、このようなことばによらない働きかけの場合、∃　させる。

を用いる日本語とそれに対応する中国語の表現を見ていくことにする。次にま

ず着脱類の動詞からみる。

2．5．ユ　着脱頬の動詞の場合

この種類の代表的な動詞には「一着る」、「履く」、「かぶる」、－はめる」、

などがある。これらの動詞に「させる」をっけると使役文となるが、しかし、

「着る」は「履く」と違って、「着させる」という使役形をもっていると同時

に「着せる」という複他動詞をら有している。柴谷（j982）は

（14）a　子供に服を着せる。

b　子供に服を着させる。

の例をあげ、前者は使役者が直接服を手に持って子供に着せ、使役者が披使役

者に直接作相を与える操作使役であるとし、後者は普通子供に服を着るよう指

示を与え、子供がそ捌こ従って服を着たという状況を哀し、使役者が披使役者

に日東で指示をして物事をさせる指示使役であるとしている。

同じように寺村（1982）も、このような動詞を使役的他動詞ともよぶべき特

殊な性質の動詞であるとし、「見せる】」は直接的であり、「見させる」は間接
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的であるとしている。奥津（1980）は「見せる」のような動詞を「複他動詞」

としている。筆者はこの複他動詞を操作使役とする見方には賛成である。とい

うのは、このような動詞を用いると、Xの働きかけは言語行為によるのではなく、

実際に手を使うのが普通だからである。例えば、「着せる」のほかに、「見せ

る」、「かぶせる」などはいずれも直接に操作するという意味で用いられる。

このような複他動詞のペアを持っていないとき、「させる」を用いても、この

ような操作使役が可能である。複他動詞のペアをもたない単他動詞に「させる」

を付加すると、復他動詞の表す操作使役の意味が生じる。例えば、「届く」と

いう他動詞は「着る」「着せる」「着させる」のように、単他動詞、復他動詞、

使役形の三っを同時に持っていない。複他動詞を欠いているのであるが、実際

に母が手を使って子供に履かせる場合でも、「履く」に「させる」をっけて表す

よりはかない。

（15）a　子供が靴を履く。

b　母親が子供に靴を履かせる。

（15）bは実際に母親が靴を手に持って子供に履かせるという状況を表しうる。

この意味で、（1日はまさに操作使役を表すものである。なぜなら、死酎こ対

して指示や命令をしてはきかえせるのは不可能であり、Xが自ら手を下して行

うよりはかない0この場合、もし日本語の語いに「履く」に対応する「履ける」

という複他動詞があるなら、それを用いるのであろう。この着脱類動詞と似た

ような用法をもっ動詞に「見る＿」、「食べる」、「聞く」、「かぐ」など視覚、

味覚、聴覚、きゅう覚といった意味を表すものなどがある。「見る」は「見せ

る」という複他動詞があるが、「食べる」や「飲む」はそれに対応する複他動

詞はない0　したがって、これらの動詞も「履く」と同様に「させる」をっける

と、指示使役と操作使役のいずれをも表すことができる。指示使役の場合は「譲

」と対応し、操作使役の場合は「拾」と対応する。これを次のように示すこと

ができる。
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（16）

a　履かせる

b食べさせるぐ

C　聴かせる

d　飲ませる

譲～穿

給～摩

譲～喫

給～喫

譲～聴

拾～聴

譲～喝

給～喝

この場合、「譲」と「給」の違いは、「譲」はXがYに対しことばで指示する

ことは可能であるが、「拾」は摘iYに対しことばによる指示は不可能で、実際

にXも動作をするということになる。例えば、

（17）母親が子供に靴を履かせる。

という文に対し、中国語では次のような二つの文が対応する。

（18）a母親垂孫子穿老子。

b母親拾該子穿革圭子。

（18）において「譲」を用いたaは母親（吊が子供（Y）に靴を履けといっ

て履かせたという状況を表しているが、「拾」を用いたbは母親が指示ではな

く、実際に靴をレ二）て子供に寝かせたという状況を表している。同じように
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「食べさせる」に対し、掴iYに食べるように指示して食べさせる場合とXが手

にもってYの口の中に入れて食べさせる場合とがあり、前者は「譲」と、後者

は「給」と対応する。「給」は動作による働きかけであることは次のような例

文からも分かる。例えば、「給～聴＿」では、

（ユ9）小王墜墾宣登小味聴。

王さんが陳さんにテープを流して聴かせる。

「給～喝」では、

（20）小王章出酒給小陳喝。

王さんが陳さんに酒を出して飲ませる。

「給～喫」では、

（2i）中主但螢笹小味喫。

王さんが妹さんにご飯を作って食べさせる

などのように、掴1実際にYのために何かをしてあげたり、Yにものを与えたり

して働きかけるときにもっとも適切である。逆に、Xが実際に動作をせず、た

だことばだけで命令したり、指示したりして、あることを行わせる時には「拾」

が用いられない。例えば

（22）a王さんが妹さんを働かせる。

のように、摘iYに働くように命令する場合には

（22）b＊小王給小味労働。

とはいえない0逆に、この場合、「譲」を局いることが可能である。
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（22）C　中主譲小陳労働。

しかし、次の文では、「給」と「譲－」のいずれも用いられているが、意味の

上ではまったく異なる。

（23）a我短大担他倣飯。

（私が毎日彼にご飯を作ってあげる。）

b我毎天蚕他倣飯。

（私が毎日彼にご飯を作らせる。）

（23）のaとbはぐ▼給▲」、「譲」を除いて、ほかの部分はまったく同じである。

しかし、意味の上では、「拾」を用いたa文はXがYのために何かをしてあげる

意味であるので、「ご飯を作る」行為は封こよって行われ、Yは利益を受ける人

であるのに対し、1譲」を用いたb文はXがYに指示してさせるの意味であるの

で、Xが指示者であり、．ご飯を作る」行為はYによって行われるものである。

「給」は「譲」と違って、もともと「与える」という意味の動詞であり、例え

ば、次の文では「絵」は単に与えるという意味しかない。

（24）我担他銭。

（彼にお金をあげる。）

この又においては「我」（私）が「お金」を与える人で、「他」（彼）が「ぉ

金」をもらう人であり、両者の問に「拾」によって授受関係が結ばれていると

考えられる。このような「拾」の本来の意味が（18）－（21）のような、摘iY

にものをあたえて働きかけ、Yがその働きかけをうけて行為をする用法と（23a）

のような、XがYのために何かをしてあげる用法を生じさせたものと思われる。

「給」のこのような意味の違いは動詞（V2）の性質によるものである。例えば、（j

8）－（21）におけるV2はいずれも着脱類頂」や「喫j（食べる）、「吼」（飲

む）など味覚、視覚といった動詞である。こ虐引こ対し、（23）．のV2はそういっ

た動詞ではない。すなわち、「給」は着脱類の動詞や視覚、味覚、聴覚といっ
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た動詞とともに用いられる場合、V2の動作はYによって行うというように理解

できるが、それ以外の場合、V2の動作はXによって行われるというように理解

できる。この点「譲」とかなり異なっている。

2．5．2　心理的状態変化の動詞の場合

まず次のような例文を見られたい。

（25）彼女は昨夜私達をぎょっとさせたが、見かけのわりに、たいした負

傷ではなかったらしく、室の捜索を喜んで承諾した。　　『描』

（26）（首相は）新説を持ち出して記者たちを面食らわせた。　『毎』

（27）そんな織江の反応がかえって彼をどぎまぎさせたのである。『青』

（28）住民らを竪む旦皇のは駐車場での二つの高校グループの乱闘シーン。

『毎』

以上四つの文において、使役形の「させる」と結び付いて用いられている動

詞は「行く」といったような意志性動詞と違って、入間の心理的状態変化を表

すものであり、一般に本人の意志でそのような作用を行うことは不可能である。

これらの動詞も「させる」と結合して使役文として用いられるが、意志性動詞

と比べると次のような点で異なっている。まずこれらの動詞を用いる場合、X

がYに対する働きかけはことばによる指示、命令は不可能であり、いずれも、X

が何かをしてあるいはしないで、その結果、Yにある心理的状態変化を起こさ

せるという意味である。（25）はX（彼女）がY（私たち）にぎょっとしろと指

示してぎょっとさせたのではない。むしろ、Ⅹのしたことが原因でYの心理的な

状態変化を引き起こしたものと理解すべきである。同じように、（26）もX（首

相）が1′（記者たち）に面食らうように指示、あるいは命令して面食らわせた

のではない。「首相が新説を持ち出した」ことが原因となって「記者たち」を

面食らわせたのである。つまり、この種の使役文は摘1あることをして、その

ことが引き金になって、Yの心理的状態変化を引き起こすのである。したがっ

て摘1ニとがらであっても可能である。例えば、（27）、（28）ではXとなるも
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のがそれぞれ、「織江の反応」と「乱闘シーン」という非情物である0このよ

ぅなXがことがらである場合、当然ことばによる働きかけが不可能である0こ

れは助詞「を＿」と「に」の取りかたの違いからも分かる〇一一一般に、意志性動詞

は「に＿」を用いられるが、非動作性動詞は「に」を用いることができない0例

えば、

（29）僕が彼に行かせた。

という文では、助詞「に＿」を用いており、「僕＿」が「彼」に行けといって行か

せたという状況を表すことが可能である。しかし、（25）（28）では、いず

れも　を」を用いているが、これを（30）のように、　に」を用いて表すと不

自然な文となる（j

（30）a＊彼女は昨夜私たちiiぎょっとさせたが、

b＊そんな織江の反応がかえって彼らどぎまぎさせたのである。

C＊住民昼▲驚かせたのは駐車場での二つの高校グループの乱闘シーンo

d＊（首相）は新説を持ち出して記者たちに面食らわせた。

2．1で述べたように、使役文における助詞「に」と「を」の違いの　一つとして、

、に」はYの意志を尊重し、「を」はYの意志を無視する場合に用いられる。し

たがって、これらの非意志性動詞を用いる場合、Yが意志をもたないので「に」

が用いられないのは当然といえよう。このような動詞は上の例文にあげたもの

のほかに、次のようなものがあげられよう。

（31）　　あわてる

うっとりす、る

いらいらする

いらだっ

怒る

おびえる

88

感動する

苦しむ

狂う

心配する。

悩む

びっくりする



がっかりする

興奮する。

ほっとする

これらの動詞は人間の心理的状態変化を表すものである。このような動詞を

用いた文は－一般に、「YがⅤする」のように、心理的状態変化を起こす主体と心

理的状態変化を示す動詞からなる。例えば、

（32）彼がびっくりした。

文では、実際に「彼がびっくりした」ということの原因（誘因）が示されてい

ない。しかし、実際に彼にこのような心理的状態変化を引き起こさせたなにか

があるはずであるから、仮に彼の心理的状態変化を誘発したものを（32）文の

中に示すなら、その誘因が一一般に「～に＿」あるいは「～で」の形で衷されるの

だろう。（32）の文に、誘因となるものを入れると次のようになる。

（33）彼がそのことにびっくりした。

しかし、この文は使役文になると、誘因である「そのこと」が犬として現れ

る。換言すれば、この種の動詞の使役文におけるXが実はYの心理的状態変化を

誘発した原因であり、（35）のような文にすると、i～に」あるいは「で～」

によって表される。したがって、これらの動詞を用いた場合、使役文は（34）

のように置き換えることが可能である。

（34）　Xが　Yを　Ⅴ　させる　一寸　　　Yが　X　に（で）Ⅴ

次の置き換えの例を見よう。

（35）a　そのことが彼をびっくりさせた。一→

b彼がそのことにびぅくりした。
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（36）a大自然のすぼらしさが彼女を感動させた。－〉→

b妓女が大自然のすぼらしさに感動した。

（37）a持病が彼を苦しませた。－う

b彼が持病に苦しんだ。

（38）a女が彼を狂わせた。一｝

b彼が女に狂った。

これに対し、意志性動詞の場合、このような置き換えが不可能である。例え

ば、

（39）a　僕か彼を行かせた。MH｝

b＊彼が僕に（で）行った。

（40）a僕が彼をすわらせた。－→

t）＊彼が僕に（で）すわった。

などはいずれも不自然な文である。つまり、上のような非意志性動詞の使役文

はXが原因を表すものであり、いわゆる原因使役文である。

一一方、同じ心理的状態変化を表す動詞でも、「Y～に（で）Ⅴ」という形では

なく、「Yが～をⅤ」という形をとるものがある。例えば、「悲しむ」を用いた

使役文は（41）bではなく、Cのようになる。

（41）a視の死が彼を悲しませた。

b＊彼が視の死に悲しんだ。

C　彼が親の死を悲しんだ。

C文の「～を」の部分は一一般に目的語としてとらえられるが、心理的状態変

化を引き起こす原因としても考えられる。しかし、原因の強調という点では明

らかにCよりも、aの方が強いといえよう。

このように、心理的状態変化を表す動詞は使役文において意志性動詞と異な

ることが明らかである。この違いは中国語においても見られる。
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中国語の使役文においては、意志性動詞の場合、「譲」が可能であるが、「使」

が用いられないということはすでに2．2で述べた。しかし、次に示すように、

心理的状態変化を表す動詞になると、「使」を用いることも可能である。次の

例を見よう。

（42）他的話墜我失望，迷惑。

（彼の言葉は私を失望させ、とまどわせた。）

（43）這種情意壁我十分感動。

（彼のこの気持ちが私を感動させた。）

（44）周囲的　一切都壁紙激動。

（周囲のすべてが彼女を感激させた。）

『悠』

上野訳

同上

上野訳

『被』

この点、「去」（行く）のような意志性動詞の場合「使」が用いられないの

と対照的である。例えば

（45）a我垂他去。

摘我使他去。

（彼に行かせる。）

では、「譲」を用いたaはいえるが、「使」を用いたbはいえない。したがって、

これらの動詞の場合、日本語との対応関係は次のようになる。

（46）

a　いらだたせる

「
く
l
1
．
．
．
t
L

るせー
り

怒b

譲～着急

使～着急

気生～譲

使～生気
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譲～喫驚

使～喫驚

C　驚かせる

d　興奮させ

′

I

I

ノ

＼

1

し

る

奮興～譲

奮興～使

っまり、日本語では意志性動詞でも非意志性動詞でも、使役文の場合はいず

れも「させる」を用いるのに対し、中国語では前者は「譲」を用い、後者は「譲」

あるいは∴‾使」を用いることになる。上の例における「譲＿」と「使」の違いは

すでに2．2で言及した。ここでは省略する。次の例文も寸譲」を用いて表すこ

とができるが、「使」はできない。

（47）a謹他生気唱J。

摘使他生気口巴。

（彼を怒らせておけ。）

（47）ではXがYに対し、働きかけはしていないが、Yが怒ろうとし、あるい

はすでに怒っている状態をみて、それを止めずにYの怒るがままにしておくと

いう放任の意味であるが、X（表面には出ていない）側に意図があるものであ

る。放任使役についてはすぐ後で詳述する。一一－一方、欄桐こYの状態変化を引き起

こす意図がまったくない場合、（例えば典型的なのはXが非情物である場合）

逆に「譲＿」のかわりに「使」が用いられる。

（48）蟹難激動的是栄樹這様清楚地知遺池的家庭，並且這様関心。『披』

（ただ、彼女を感激させたのは栄樹がこれほどくわしく彼女の家庭

のことを知っていて、気がっいていてくれるということだった。）
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（49）該子的称呼堕我一嗜。　　　　　　　　　　　　　　『一』

（その子のことばはわたしをおどろかせた。）　　伊藤・香坂訳

（50）童貞的変化，壁喬光朴驚景了。　　　　　　　　　　『喬』

（童貞の変わりようは喬光朴を驚かせた。）　　　　　上野訳

このような文では「譲」が用いられないのであろう。しかし、こj引まいわゆ

る原因使役であり、「使」が原因使役文を表すということについては2．8で述

べる。以下、中国語の心理的状態変化の動詞を示しておく。

（51）着急（いらだっ）

感動（感動する）

生気（怒る）

発狂（狂う）

興奮（興奮する）

満意（満足する）

放心（安心する）

2．5．3　いわゆる所動詞の場合

心焦（いらいらする）

高興（喜ぶ）

喫驚（驚く）

痛苦（苦しむ）

担心（心配する）

驚伍（面食らう）

寺村（1982）は受身を作ることのできない所動詞［注4］は使役にもならない

として、次のようなものをあげている。

ある　→　＊あらせる

要る　一一→　＊要らせる

似合う　→　＊似合わせる

できる　→　＊できさせる

t一方、寺村は同じ所動詞でも感覚に関する、見える、聞こえる、匂いがする

などは場合によって作れそうだとしこ次のような例をあげている。
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a尻尾が見える　－→　尻尾を見えさせる

b低音だけが強く聞こえる　→・低音だけを強く聞こえさせる

C香水の匂いがする　－→　春永の匂いをさせる

上の例では左側の「尻尾」、「低音」、「匂い」は助詞「が」をとっている

ものの、動詞「見える＿」、「聞こえる」、「する」の作用の主体ではなく、対

象であり、対象語｛注7］といわれるものである。実際に、動詞の作用の主体

は人間である。この作用の主体は一般に助詞日こ」をとって現れる。例えば、

（52）a　彼にその山が見える。

b彼にその吉が聞こえる。

三上（1972）は「私に」の一に」を位格、「山が」の卜が」を所動主格とし、

所動詞は　一般に位格を要求するという。（52）の文に「させる」をっけて使役

文にすることはできない。

（52〝）a＊彼にその山を見え旦旦冬。

摘彼にその吉を聞こえさせる。

（52〝）は不自然な文である。この場合、やはり「ように」を用いるのか普

通であろう。

（53）a彼にその山が見える皐＿至」主、　。

b彼にその昔が聞こえるように　　。

次の文も「ように」を用いたaは自然な文であるが、「させる」を用いたbは

不自然な文である。

（54）aみんなに聞こえる阜j圭、大きな声で言ってください。

b＊みんなに聞こえさせるために、大きな声で言ってください。
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一方、中国語ではこの「見える」、「聞こえる」に対応する「看見」、「聴見」

という動詞は次の文においては「叫」、「譲」と共起できる。例えば

（55）a我故意把信放在那児蔓他重畳。

b彼に見えるように、わざと手紙をあそこに置いたんだ。

C＊彼に星主星至をためにわざとあそこに置いたんだ。

（56）a我故意大声説話峯他墜星．

b彼に聞こえるように、わざと大きな声で言ったんだ。

C＊　彼に聞こえさせるために、わざと大きな声で言ったんだ。

また、日本語と違って、「看見」、「■聴見」は受身の意味においても用いら

れる。例えば、

（57）a檻出来的時候没蔓老劉亘星略。

b　あなたが出てきた時に劉さんに見られなかった？

C＊あなたが出てきた時に劉さんに見えられなかった？

（58）a我僧的談話蓮他準星壬。

b私たらの話の内容が彼に聞かれてしまった。

C＊私たちの話の内容が彼に聞こえられてしまった。

『隣』

中国語において、受身文はむしろこのような動作の結果をも表す場合に用い

られる傾向があるといえる（木村（1981）参照）。

日本語の「見える」、「聞こえる」と違って、中国語の「看見」、「聴見」

はいわゆる結果式動詞（結果式動詞に関する詳述は第3章を参照されたい。）

である。「看見」は「‾看．」と「見」の二っの形態素から構成されていると考え

てよい。…‾看」は見るという動作を表し、「見」はその結果、つまり意図した

目的の達成を表す。したがって、「譲」は「看」とともに用いられる場合

（59）譲他看。

（故に見させる。）
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のように、三‾彼」に「見る」という動作をさせる意味の使役文である。こj引こ

対し、

（60）為了譲他者見～　　　　。

（彼に～見えるように、……）

のように、「譲」はl‾看見」とともに用いられる場合、「見る」という動作の

意図した目的が達成するようにという意味になる。この意味で、同じ「譲」を

用いているといっても、（59）と（60）の意味は違うのである。次の例文も結

果式動詞「過上」（過ごせる）と「譲」とともに用いられる文である。・

（61）a想方設法認農民壁土幸福的生活。

b　なんとかして農民が幸せな生活が過ごせるようにする。

C＊なんとかして農民に幸せな畦活を過ごせさせる。

この文も描くYに動作をさせるのではない。「過上」はむしろ「過ごすことが

できる」という可能の意味である。もちろん日本語では、可能を表す「できる」

や動詞の可能態（例えば、過三す一斗過ごせる）はいずれも「させる」と結合し

ない。これに対し、中国語では「譲＿」は「能」（できる）とともに用いられる。

例えば、

（62）a説大声点児，垂大家能聴見。

bみんなに聞こえる皐j一！主大きな声でいって下さい。

（63）a為了邁大家冬天也墜誘泳，学校造千一一個室内滞泳池。

b学校ではみんなが冬でも泳げるように室内プールを造った。

次は所動詞の一▲ぁる一＿jに対する「有］であるが、

（64）a　草子上有一一本書。

b机の上に本が一冊ある
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のような存在を表す「有」の場合、

（65）a＊譲卓子上を・本書。

b＊机の上に本を－一冊あらせる。

文はいえないが、所有の意味においては「譲」とともに用いられる。

（66）a譲他有参加比賓的機会。

b彼に試合に参加する機会があるようにする。

C＊彼に試合に参加する機会をあらせる。

さらに「似合う」に相当する「相称」も次の例のように「譲」とともに用い

られる。

（67）a我提議，為了蓮我椚的職業般人品阻艶．為了給這映乏文明教育的

人倣個表率，也為了蹟這様的“時藍児”表示告別，従現在起，我

椚要進行一一次向文明進軍。　　　　　　　　　　　　　　『路』

b我々の職業と人柄が似合うように、また教養のない人に模範を示

し、さらにこのようなモダンボーイと別れるために、我々はこれ

から文明へ向けてまい進するよう提案する。

このようにみると、日本語の所動詞は一般に「させる」とともに用いられな

いが、それに対応する中国語の動詞は「譲」とともに用いられるものと、用いら

れないものとがあるということがいえる。後者の場合は「ある」に対する「有」

（存在の意味）、「要る」に対する「要」などであり、前者の場合は「看見」

（見える）、「聴見＿」（聞こえる）などの結果式動詞と「能」（できる）、「有」

（所有の意味）、「相称＿」（似合う）などである。先に見たように、「譲」と

ともに用いられるといっても、意味的にはYの動作の目的の結果、あるいはYの

状態変化の実現をめざすものであるので、まだ実現していない場合には用いら

れるが、すでに実現した場合には用いられない。この点、他の＿動詞と違う。ま
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たこれらの動詞は「譲」とともに用いられる場合、次の点においても他の動詞

と異なる。例えば、「看」の場合、

（68）我譲他星山。

（被に山を見させる。）

のように、用いられるが、「看見」の場合、

（69）？我譲他畳屋山。

（＊彼に山を見えさせる。）

のように用いると、やはりやや不自然に感じられる。つまり、（68）は単に相で

Yに見るという動作をさせる意味であるが、（69）は目的の実現をめざすもの

であるから、その実現の手段を同時に文に示さないと、文としては落ち着きが

わるい。したがって、この種の文は「為ア」という前置詞をっけて現れるか、

他の従属文を伴う形で現れるのか多い。

2．6　許容使役

前述したように、許容使役とはすでにある動作・作用を起こし、あるいは起

こそうとしている状態にあるYに対し、摘iその実現を妨げず、Yに許可を下し

たり、もしくはYの動作・作用を放任したりすることをさすらのである。誘発

使役と比べて、犬の働きかけが先にあるか、それとも動作・作用を遂行しよう

とするYの目的意識、ないし動作・作用が先にあるかという点において明らか

に違いが見られる。誘発使役にあっては、Xの働きかけが先に行われ、その働

きかけをうけてはじめて、Yが動作・作用を行うのであるが、許容使役にあっ

ては、Xの働きかけに先立ち、ある動作・作用を遂行しようとする意志、もし

くは動作・作用がすでにYの側において見られる。したがって、Xの働きかけも、

Yの刺に見られる意志、もしくは動作・作用にい－かにして関与するかというこ

とになる。Yの意志を認めるか認めないかの場合には、「許可」（否定の場合、
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不許可）という意味になるが、Yが行おうとし、もしくはすでに行っている動

作・作用に対し、関知せず、そのまま放置する場合は「放任」（否定の場合、

阻止）という意味になる。以下、許容使役を「許可」と「放任」にわけて考察

することにする。

2．6．1　日本語の場合

「させる」は掴〈Yにある動作・作用をするようにしむける場合のみならず、

Yがすることに対し、許可する場合に用いられる。次の例文を見られたい。

（1）子供がどうしても行きたいといったから、しかたなく行かせた。

（2）彼女が発言したがったから、発言させた。

上の例文では、iさせるさはいずれも許可の意味を表している。しかし、許

可と見なされるのはそれぞれの文に「子供が行きたい」、「彼女が発言したい」

という従属文があるからである。もしこれらの文脈がなければ、誘発使役の意

味になるのであろう。

（3）子供を行かせる。

（4）彼女に発言させる。

（3）、（4）を見るかぎり、哉々は許可の意味よりも誘発の意味に解釈する

のであろう。なぜなら、この二っの文には（D、（2）と違って、掴1働きか

ける前に、Yがすでにその動作を行おうとすることを表す文脈がないからであ

る0晋意味で、「させる」の表す許可使役の意味は誘発使役の意味よりも文

脈依季零合いが高いといえよう0次のあげる例文も許可使役を表すものである。

（5）彼が行きたいというので、行かせi里ヱ互。

（6）もうー一一度彼女と話させ壬i旦ないか。

（7）私にもその実験をやらせ写」▼宣旦王。
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（5）は補助動詞の「～てやる」を、（6）、（7）は「～てくれる」をそれぞ

れ用いているが、このこっの補助動詞は一般に受給表現とされている。j～て

やる」は「XがYに～をⅤてやる」あるいは「XがYをⅤてやる」の形で用いられる

が、この場合、前者は利益の恩恵の供与の意味を表し、後者は不利益の供与を

表す。いずれの場合も実際に動作を行うのはXであって、Yではない。つまり、

Xが動作をし、その動作がYに及ぶというように考えられる。七かし、「～てや

る」は「させる」とともに用いられ、「XがYに～させてやる」のような形にな

ると、実際に動作をするのはYであり、Xではない。この場合、室‾～てやる」は

Xが単に動作をするYの意向にそうように許可を与える意味を表すことになる。

したがって、Yがしたがらないようなことは「～てやる」をっけて表すことが

できない（）例えば、

（8）a＊太郎が行きたがらない次郎を行かせ壬旦ユ皐。

b　太郎が行きたがっている次郎を行かせてやった。

（8）ではaは不自然な文であるが、bは自然な文である。つまり、「させる」

に「～てやる」をっけると、許可を与える意味が生じるということがいえる。

次の例文をみよう。

（9）a友人を自分の家に泊まらせた。

b友人を自分の家に泊まらせてやった。

（9）において、aは積極的に友人に泊まるように働きかけて泊まらせた状況

を表すのに対し、「～てやる」を用いたbはaと違って、友人に許可をあたえて

泊まらせた状況を表している。

一十万、「～させてくれる」は「～させてやる」による、摘iYに許可をあたえ

る状況とは反対に、YがXに許可を求める場合に用いられる。（6）、（7）はそ

うであるが、次の文も同じである。

（9）おなかすいたよう。ごほん食へさせてくださいよ。
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久野（1978）は視点という観点から「～てやる」は主語寄りの視点をとるの

に対し、「～てくれる」は与格目的語寄りの視点をとるという。このように、

捕助動詞として視点が異なる「～てやる」と「てくれる」であるが、使役文に

おいては、前者はX側からYに対し、許可を与える場合に用いられ、後者はY柳

にたって、Xから許可を与えられる場合に用いられるという違いがあるという

ことがいえよう。

以上「させる」が許可使役を表す場合のいくっかの形式を見たが、以下放任

の場合に移る。

先に述べたように、許可使役はあることをしようとするYに対し、Xが許可を

下すという意味である。しかし、あることをしようとするYに許可を与えるの

ではなく、むしろ、Yのすることに対し、さしずを控え、干渉しないのがこの

放任使役である。たとえば

（川）どこか私大の文科にでも入れて、のんびり好きなようにやら旦互

を1方がよかったのです。　　　　　　　　　　　　『猪』

（11）あたし、その石井とやらに一一度会ってみたいな。さぞかしいやな野

郎だろうけど、いっぺんぎゅっと言わせといたほうがよさそうよ。

『青』

（12）「ご自由におやりなさい」とばかり、中盤で泳がせといてゴールま

えでがっちりはね返す。暑さを計算に入れてカを温存した。

新聞例

（10）－（12）はどれもYが㌻ることに対し、Xがやめさせようと思えばできな

いことはないが、あえてさしずをせず、Yがしたいままにさせ、いわば傍観の

立場をとっている。この場合、補助動詞の「～ておく」とともに用いられるの

が普通である。放任使役は、掴iYの動作・作用にまったく関与せず、その行為

を阻止しないものだから、Yの動作・作用が自分の意志であろうが、なかろう

が、いずれも結構である。例えば、次の例文は鱒任の意味しかとれず、許可の

意味がない。
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（13）勝手に怒らせておけ。

許可使役の場合はYの動作はXの許可のもとで行われるが、放任使役の場合は

Yの動作・作用は且の許可なしに行うことが可能である。この点は許可使役と異

なる。

2．6．2　中国語の場合

まず、許可使役の例文をみよう。

（14）峯他喝昭。他好久投説個痛快了，墜他喝喝説説免得隠死0　打悠』

飲ませてやってください。ずっと長い間愉快に話をしたことがない

んです。飲んで話をさせてやったら、気もはれるでしょう。

上野訳

日5）稀椚就高弟責手蔓我姐走略！

許してやって、姉を行かせてやってください。

（16）姑爺，仰就峯姑娘睡喝。

おじさん、娘さんを寝させてやってください。

『金』

『馬』

例文のように、中国語では許使役において「喝」［注8］をっけて表す場合

が多い。この場合、訳文にあるように、日本語の「させてやる」と対応する。

また、YがXに許可をもらって、自らある行為をする場合も許可という意味にな

る。例えば、

（i7）不，笹薮想想。

いいえ、ちょっと考えさせてくれ。

（18）英子安東戯鹿，些垂去看久？

英子が芝居をするそうだが見（旦）旦壬くれるのかなっ

（甘）走廊空気清新，仰就垂我在達廊略！

廊下のほうが空気が新鮮だから、廊下に居させてください。

『城』

同上

『九』
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（20）那就先蔓我試試喝。

じゃ、先に私にやらせてみてください。

『路』

この種の使役文は先に見た日本語の「させてくれる」がっいた使役と似たよ

うな用法であるが、実際に訳文でも大体対応している。ところが、次のような

用法は「させる」ではもはや対応しきれない。

（21）蓮我椚一起走喝。

－一緒に行エーう＿。

＊我々を　一緒に行かせよう。

（22）垂我椚奮闘唱。

一一一緒に頑張を土。

＊我々に奮闘させよう。

（直訳）

（直訳）

これはもともと許可の意味を表す使役であると患われるが、ここでは、もはや

許可の意味がなくなり、勧誘、意志の表現として使われる。英語のleLと似て

いる。中国語でも‖叫」を用いては表せない。この種の文と許可の又との違い

は許可にあっては、（X）にあたるものが文の表面寧こ現れなくても、実際に存

在するが、（2ユ）、（22）ではXが存在しないのである。例えば、（17）の文

では、Xが文の表面に出ていないが、許可をもらう相手がはっきりしており、

文の中に付け加えることができる。したがって、（17）を次の（17〝）に言い

かえても可能である。

（17〝）不，孤譲我想想。

同じように、（18）－（20）もこのような言いかえが可能である。実際に（19）

はXの「揉」（あなた）は文の表面に出ている。これに対し、（21）、（22）は

Xを補うことができない。
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（21〝）＊イ界譲我椚一…一起走口臥

（22”）＊イ舜譲我椚奮闘呼。

敢えて言えば、この二つの文のXにあたるものは「我椚」（我々）であり、

（21）、（22）ではそれが省略されたと考えられるが、しかし、これも次に示

すように、「我椚」の付いた（23）、（24）は不自然な文である。

（23）＊我椚譲我椚去哩ね

（24）＊　我椚譲我椚奮闘略。

一般に省略されるべき要素は復元可能と考えられるが、（23）、（24）のよ

うに「我椚」が復元できないことから、やはり省略とは考えられないのであろ

つ0

以上、見たように、中国語の許可使役においては、（21）、（22）のような

用法を除いて、大体において、日本語の許可使役と対応する。また次の放任使

役でも、対応す‾ることができる。

（25）別管他，寒地走喝。

ほうっておこう。彼をいか旦i垂こき。

（26）垂他去発火喝。

勝手に怒らせておけ。

ただし、日本語ではこの場合よく「～ておく」とともに用いられるのに対し、

中国語では、文脈によって判断する場合が多い。例えば、

（27）如巣育誰鹿意説閑話，些他椚説上三個月，往後適地椚自己也覚得

投昧了。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『喬』

噂をしたいと思う者があっても、三ケ月も言わ旦三屋旦延、あと

は彼ら自身でさえ味気なさを感じるようになってしまうだろう。

上野訳
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・もっとも、この文は許可と放任のいずれに解釈してもさしっかえない。いっ

たい、許可と放任とは意味の上ではつながっているものであり、両者の違いが

微妙な場合がある。このことは中国語に限らず、日本語についてもいえること

である。

2．7　使役者（Ⅹ）が有情者で、披使役者（Y）が非情物の場合

これまで述べてきたのはほとんど、XとYがともに有情者の場合であるが、「さ

せる」と「叫、譲、使」による使役文において、Xが有情者でYが非情物の場合

もある。本節では、Xが有情者、Yが非情物の場合を取りあげる。

2．7．1Yが有情者である場合との違い

まず例文から見ていこう。

（1）この日の試合で本塁打を打った掛布選手は「ビールで顔が痛いけど

うれしい痛さ」と顔をほころばせた。　　　　　　　　　　『毎』

（2）ト…‥でも優勝した実感がまだない」と、ヒーローは充血させた

目をしぼたかせていた。　　　　　　　　　　　　　　　　『読』

（3）兼彦氏が、声をふるわせて抜穴にとび込もうとしたのを、兄が押し

止どめた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『猫』

（4）信介は息を昼旦蔓旦て疾走し、力がっきるまで走り続けて、芝生の

上に倒れるように体を投げ出した。　　　　　　　　　　　　『青』

（5）信介はホームの掲示板を首を反らせて眺め、山手線の表示をたどっ

て国電のホームに向った。　　　　　　　　　　　　　　　　同上

（6）ところが二回から立ち直ったかに見えた江川が、五回に乱れて試合

をもっれさせた。　　　　　　　　　　　　　　　　　『1革』

（7）洗濯機の水あふれさせて、ベランダ水浸しにしたり、おふろを塑螢

旦旦て、あとでガス代に泣いたり、私以外とドジなんです　同上

（8）また、同首相は「日本との関係は重要であり重畳旦旦たい。　．
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と表明、　。　　　　　　　　　　　　　　　『毎』

（9）…‥・経済四団体、地方自治六団体が中心になってr祝う会」を垂

足旦旦た。　　　　　　　　　　　　　　　　　同上

（10）慶大医学部の飯塚八理教授たちのグループは、一定の方法で精液の

中の精子を堕旦旦て分離することに成功した。　　　『朝』

（11）P・Ⅹ手術はこの角膜の表面に所どころ、細かい切り込みをいれて、

角膜を緩ませ、より正常な形式にする手術。　　　　　『読』

以上あげたⅩが有情者で、Yが非情物の使役は、XとYがともに有情者である

場合と比べて次のような点において異なっている。

第　弓こ、Xの働きかけおよびYの動作・作用のしかたが違う。第二に助詞の

取りかたが違う。まずXの働きかけのしかたから見ると、Yが非情物の場合、

ことばによる働きかけが不可能だということである。つまりXが非情物である

Yに対し、ことばで命令したり、指示したりして、ある動作・作用をしむける

ことは不可能だということである。またYも非情物だから、自らの意志で動作・

作用を行うことができない。これは、このような使役形においてYが助詞「をJ

Lか取れず、「に」を用いることができないということからもわかる。（1）

－（jl）の例文において、いずれも「を」が用いられている。これを「に」に

おきかえることはできない。例えば、

（12）aほほをほころばせた。

b＊ほほにほころばせた。

（13）a試合をもっれさせる。

b＊試合にもっれさせる。

（14）a会を発足させる。

b＊会拉発足させる。

（15）a経済を発展させる。

b＊経済に発展させる。

では「」こ」を用いると非文となる。しかし、次のような、非情物が入間に見立
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てられ、あたかも有情物のように働くコンピューターや機械の場合は「に」で

もよさそうである。例えば、

（16）人間はもっとましな仕事をやるべきだ。これだったらオートメーショ

ンの機械邑やらせるほうがいい。　　　　　　　　　『青』

（17）小説なんかの場合でも、機械邑下訳させて、あとで人間が手をいれ

るということでも可能でしょう。　　　　　　　　　　『毎』

（18）コンピュータ一旦計算させる。

（19）ロボットにお茶を運ばせる。

さて、（1）－（11）をみてみると、これらの文は次のように三つのグループ

に分けられる。

1）対応する他動詞がない自動詞で、しかもYがXの所有物であるグループ

（（1）－（5））である。

2）対応する他動詞がない自動詞で、YがXの所有物でないグループ（（6）－

（9））である。

3）他動詞のある自動詞に「させる」をっけて表すタイプ（（10）、（11））で

ある。

以下順をおって述べていくことにする。

2．7．2　対応する他動詞のない自動詞の使役形

2．7．2．1被使役者（Y）が使役者（X）の所有物である場合

高橋（1985）は、YがXの所有物の名詞である場合、「自動詞＋させる」とい

う形式を使っても、意味的に使役性がないとし、これを「再帰態」という0号
のような文ではYがXの所有物であるから、Xが直接にYを動かしており、Yの動

きはⅩの動作の一部としてとらえられる。つまり、掴i間接的にYの動作を引き
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起こしたのではなく、自ら体の一部を動かしているのである0この再帰態に対

応する中国語も一般に他動詞か自動詞で表され、「叫、譲、使」を用いること

は許容されない。例えば

（20）a ふだん無口の辰平が口を尖らせて座り込んだのであるから凄い剣

幕である。　　　　　　　　　　　　　　　　　『楢』

b平素一貫寡言的辰乎這回克癒着噴聞進屋来，所以気雰十分緊張0

呉樹文訳

。＊平素一貫寡言的辰乎這回象譲嗜癖著聞進屋来，所以気雰十分緊張0

（直訳）

（21）aそこへ来るとおりんは辰平の肩をたた いて足をバクバクさせたの

である。

b這時阿鈴拍拍辰平的肩，釆回教塾着双脚，

（22）a兼彦氏と夫人は目をぱちくりさせた。

b兼彦和夫人庇了好え眼晴。

同上

同上

『猪』

金岡訳

（23）a兼彦氏が、声をふるわせて抜け穴にとび込もうとしたのを、兄が

押し止どめた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同上

b兼彦声音塾塵，説着就想進洞去。署等定住了他。　　　同上

（24）a外は月の光で明るいが、顔をかくして、身体をふるわせながら、

又やんが卑っていたのである。　　　　　　　　　　　『楢』

b門外月光明亮，只見阿又遮住股全身畢型着躇在那里。呉樹文訳

（（20）の直訳で示すように、中国語では「叫、譲」は一般に使わ

れない。これは（21）－（24）の例文についてもいえる。）

これらの文において、日本語では自動詞に対応する他動詞がないから、やむ

なく自動詞に「させる」をっけて、他動詞の働きをさせているが、中国語では

これらの自動詞に対応する他動詞があるからそのまま他動詞を用いればよいの

である。また中国語において対応する他動詞がなくても自動詞で表すことにな

る。（23）、（24）は自動詞文で衰されているが、次の文でも自動詞を用いる

のであろう。
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（25）a彼はあLを滑らせて転んだ。

b他脚一乱打「風。

しかし、同じ対応する他動詞のない自動詞でも、Yが自分の所有物でない場

合、中国語との対応の様相が違ってくる。次はこれを考えてみる。

2．7．2．2　被使役者（Y）が使役者（X）の所有物でない場合

YがXの所有物でない場合、「自動詞＋させる」の形に対して、中国語の対応

は先に見た場合と違って、二つの形式の対応が可能である。一つは日本語の自

動詞に対し、中国語も自動詞としての用法しかないため、「使」や「譲」をっ

けて対応させている。例えば

（26）a　～が成功する　　→　　～成功

～を成功させる　→　　使～成功

b　～が進展する　　→　　～有進展

～を進展させる　→　　使～有進展

C　～が緊張する　　→　　～緊張

～を緊張させる　→　　使～緊張

d　～が溢れる　　　→　　～溢出来

～を溢れさせる　→　　譲～溢出来

もう一つは日本語の自動詞に対応する中国語の動詞は自他両用のため、その

ままの形で「自動詞＋させる」と対応する。

（27）a　～が発展する　　→　　～発展

～を発展させる　→　　発展～

b　～が普及する　　→　　～普及

～を普及させる　→　　普及～

C　～が安定する　　→　　～安定
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～を安定させる　→　　安定～

（27）の右側の中国語はそのままの形で左側の自動詞にもまた「自動詞十さ

せる」にも対応できる。しかし、この場合同時に日本語の「自動詞＋させる」

には「使～発展」のような使役形で対応させることも可能である。つまり、「‾自

動詞＋させる」に対して、同時に他動詞と使役形が対応し、次のような対応関

係になる。

（28）a

～を発展させる

～を普及させる

～を安定させる

発展～

使～発展

普及～

使～普及

安定～

使～安定

この場合、右側の他動詞（発展）と使役形（使～発展）の違いが問題になる

が、他動詞はYの自発性（有情物の場合、主体性）を問題にしない場合に用い

られ、使役形はYの自発性が問題にされる場合に用いられる。例えば、次の他

動詞を用いた文では前句と後句はいずれもXの働きかけのみに重点をおき、両

者は並立関係にある。

（29）些左日中貿易，塁昼日中関係。

（日中貿易を拡大させ、日中関係を発展させる。）
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しかし、これを（29”）のようにいいかえ、後句を「使～発展」の形にする

と、（29）に見られるような並立関係がなくなり、後句が目的の実現を表すこ

とになる。

（29〝）拡大日中貿易，使日中関係待到発展。

a（日中貿易を拡大させることによって、日中関係を発展させる。）

b（日中関係を発展させるために、日中貿易を拡大させよう。）

（29〝）において、他動詞の「拡大」（拡大させる）を用いた前句はY（日

中貿易）への働きかけのみを重視し、Yの状態変化の自発性が問題にされない

が、「使～」を用いた後句はY（日中関係）の状態変化の自発性が重んじられ、

Yの状態変化の実現が問題になる。したがって、（29）のような並立関係と違っ

て、他動詞の「拡大」を用いた前句は「使～」を用いた後句の目的の実現の手

段を表し、「使～」を用いた後句は前句の目的を表すことになる（日本語の訳

文はaとbのいずれも可能である）。このように、使役形は他動詞とくらペて、Y

の状態変化の自発性を常に意識するため、他動詞とともに用いられる文におい

ては、前者（使役形）は目的を表し、後者（他動詞）は、手段を表すことにな

る。これは中国語のみならず、日本語についてもいえることである。次に述べ

る日本語の、対応する他動詞のある自動詞の使役形と他動詞との違いについて

も、このような説明の妥当性が裏付けられる。

2．7．3　対応する他動詞のある自動詞の使役形

ここで、とりあげようとするのは対応する他動詞のある自動詞に「させる」

をっけて表す種類のものである。一般にYが有情者であれば他動詞を用いても、

またその他動詞に対応する自動詞に「させる」をっけて「自動詞＋させる」と

いう形を用いてもよい。例えば「XがYを降ろす」と「XがYに降りさせる」はい

ずれも用いられるが、ただし、その意味の違いとして、前者はYの意志を無視

する表現であるが、後者はYの意志を問題にする表現である。こ紬こ対し、Yが

非情物である場合、対応する他動詞があれば、その他動詞を用いるのが普通で
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ある。例えば

（30）机を壊す。

という文に対し、

（31）＊机を壊れさせる。

は非文である。ところが、対応する他動詞があるにもかかわらず、「自動針十

させる」を用いる例がある。　井上（1976）は

（32）aジェリーを早く固まらせるには，冷蔵庫に入れるとよろしい。

b傷を早く塞がらせるには，この薬が一番よろしい。

C　メアリーが水につけて，毛織物を縮ませた。

といった例をあげ、補文の主語（Y）が無生名詞（本研究の非情物に相当する）

でも、自発性をもっていれば、いえるが、

（33）＊原住民が粘土を固まらせて家を作る。

（34）＊メアリーが日程を縮ませた。

のような文は名詞句（Y）に状態変化をする自発性がないので許容されないと

いう。ところが、森田（1971）はこの「自動詞＋させる」について、井上とまっ

たく異なるようなことを述べている。

①コロンブスが卵を立てた。

②コロンブスが卵を立たせた。

①は「卵を立てた」という客観的事実、コロンブスの他動行為の事実を

端的に叙述したもの。②ほ本来立っべきでない卵をいろいろとくふうして

立てることに成功したという、対象C（Yにあたる）をある状態にならせる
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ことへの実現を述べる。「科学者が雨を降らせる」「鳴かぬなら鳴かせて

みせようホトトギス」いずれも不可能を可能ならしめる意識が潜む。それ

故、①は、B（Xにあたる）がCを本来そうなり得るはずの状態にする意

識であり、②は本来そうなり得ない、そうなりにくい、またはそうなること

を予想していない状態を、Bの意志で実現に導く、という意識である。こ

の意識が、Bの意志で実現させる＜使令＞、実現をしむける＜誘発＞、実

現を認める＜放任・許容＞などの派生的意味を生む。例えば、①文型「‥

ヲ立テル」は

「旗を立てる／立札を～／尻尾を～／青筋を～／水煙を～」

のように、立てる対象物は、本来立ち得るもの、立っことが予想出来るも

ので、それに対する他動的行為にすぎないが、②文型「‥ヲ立タセル」は

「卵を立たせる／茶柱を～／（奇術で）皿を載せた棒を～」

のように、立ちにくいもの、立っ必然性の薄いものを行為者の意志で実現

に導くという場合に用いられている。

井上のあげた例は使役形「自動詞十させる」しか用いられないものばかりで

あるが、これに対し、森田は他動と使役のいずれも可能であるが、一方を用い

ることによって、意味に違いが生じる例を扱ったものである。森田の例をも説

明しようとすると、井上のように、名詞に自発性があるかないかを問題にして

も、説明できないようである。したがって、他動と使役の両方が使える文に関

しては、他の条件を考えなければならない。次の例文を見られたい。

（35）Ja鉄パイプを塾埋ヱ椅子の足を作る。

b＊鉄パイプを曲がらせて椅子の足を作る。

（36）鉄パイプを曲がらせるには熱を加えるとよろしい。

（35）では「曲げる」を用いたaは適格な文であるが、「曲がらせる」を用い

たbは不自然な文である。ところが、同じ「曲がらせる」を用いた（36）は自

然な文である。この三つの文とも文の中でYの状態変化「鉄パイプが曲がる」

について触れているが、しかし、そのことがXの目的であるか否かによって「曲
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がらせる」が使えたり、使えなかったりする。（35）は「椅子の足を作る」こ

とが目的であり、「鉄パイプを曲げる」ことは「椅子を作る」目的を達成させ

るための手段にすぎない。これに対し、（36）では、「鉄パイプを曲がらせる」

ことが手段ではなく目的である。つまり、Yの状態変化が実現する（鉄パイプ

が曲がるようにする）そのことを目的とする文脈においては、「自動詞＋させ

る」は許容されるが、Yの状態変化の実現そのことは手段であって、目的では

ない場合には「自動詞＋させる／」が成立しない。したがってYの状態変化が目的

ではない（35）bでは「曲がらせる」は成立しないが、Yの状態変化の実現が目

的である（36）では「曲がらせる」は適格な文となる。次の例文を見てみよう。

（37）a水を流して汚物を流れさせる。

b＊水を流れさせて汚物を流す。

（38）下水の詰まった水を流れさせた。 f「日本語』

「水」と「汚物」に対して、他動の「流す」と使役の「流れさせる」のどれを用いて

も可能であるが、しかし、「流れさせる」はYの状態変化の実現が目的である

場合にのみ用いら、手段の場合には用いられない。（37）では「水を流す」こ

とが手段であり、「汚物を流れさせる」ことが目的であるため、「汚物を流れ

させる」を用いたaは正しい文であるが、「水を流れさせる」を用いたbは非文

である。これに対し、「水を流れさせる」ことが目的である（38）になると、

適格な文となる。

以上の観察を通じて、Yの状態変化の実現が目的でない文脈においては、た

とえYの名詞にいわゆる自発性があっても、必ずしも「自動詞＋させる」は用

いられるとは限らない。逆にYの名詞に自発性がなくても、Yの状態変化の自発

性が重視され、しかもその状態変化の実現が目的である場合、「自動詞＋させる」

の形を用いることができるのである。実際に井上がいえないという（33）の例

文も、その文においてXの目的は「家を作る」ことであって、「粘土を固まら

せる」ではないために、「固まらせる」がいえないのであるが、これを（39）

のように「粘土を固まらせる」ことがXの目的である次の
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（39）粘土を固まらせるには日当たりのよい場所に置くとよい。

ような文にすると、（33）よりは許容度が高く、成立するのであろう。森田の

あげた「卵を立たせた」なども、もともといわゆる立っ自発性のないものであ

るが、それに自発性を与えれば、②のように可能な表現となる。ただし、この

場合もし「卵を立たせる」ことが目的でない文脈であれば、やはり不自然な表

現になるのではないだろうか。このような自発性がなくてもいえる表現の極端

な例として例えば、マジシャンが観客にくぼったカードを魔術を使って自分の

手元に戻す、というような手品を見せる場面で、

（40）私はこれからカードを自分のところに集まらせるから、みなさん私

の手に注目してください。

のようにいうことも可能であろう。

2．8　位役者（X）が非情物で、披使役者（Y）が有情者の場合

掴i非情物でYが有情者の使役形と、XとYがともに有情者の使役文とくらべ次

のような点で異なる。まずXの働きかけから見れば、Xが非情物の場合は又がYに

対しことばによる指示や命令が不可能であるということがいえる。この点、X

が有情者でYが非情物の場合、XがYに対し、ことばによる働きかけが不可能な

のと同じである。しかし、Xが有情者の場合、Yが非情物でも、Xに意志がある

のでことばによる働きかけができなくても、前節で見たように、ある行為や動

作などによって働きかけることができるのである。それにひきかえ、ここでと

り扱うXが非情物の場合はXが意志をもたない非情物であるから、自らの意志に

よってなんらかの動作をして働きかけをすることができない。またYの動作・

作用からみると、Yが自分の意志によって動作・作用を行うことができない。

つまり、この種の文ではXにもまたYにも意志がないのが普通である。例えば、
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（1）春畠に五月の風が吹きすぎて行くと、なっかしい土の匂いが信介

をうっとりさせた。　　　　　　　　　　　　　　　　　『青』

という文では、Ⅹ（匂い）が「Y（信介）のびっくりする」という作用を引き起

こす原因である。摘i意志をもってYに働きかけるのでもなければ、Yが自らの

意志でそのような作用を行ったのでもない。次の例文においてもそうである。

（2）待合室には十五、六人ほどの男や女がいた。その中に女がいること

が信介を驚かせた。　　　　　　　　　　　　　　　　　『責』

（3）得体の知れない激しい嫉妬が天辰の主人をおろおろさせてしまった。

『世』

（4）電灯のない、農家の真夜中は、うめ女を毎夜途方にくれさ

『廠』

（2）では「女がいること」が原因で「信介」が驚いたのであり、（3）では

「激しい嫉妬」が原因で「主人」がおろおろしてしまったのである。また、（4）

は「うめ女」が「真夜中」のために「途方にくれる」のである。井上（1976）

はこの種の使役文を「原因の使役文」とし、

（5）父の死が花子を悲しませた。

ヴェトナム戦争は多くの人を死なせた。

ドル・ショックが人々の判断を狂わせた。

のような例をあげ、下線で示す部分が原因を衰しているから、次のような文に

おきかえると、そのまま原因格で表すことになるという。

（6）花子は父の死を悲しんだ。

ヴェトナム戟争で多くの人が死んだ。

ドル・ショックで人々の判断が狂った。
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実際に日本語では、原因使役文でもXの部分を「が」ではなく「で」で示す

ことがある。

（7）少し前には新郎のお色直しで、「男が軟弱になった」と中年諸氏を

嘆かせたが、最近はそれどころか、さまざまな新商売が登場し、一

段とにぎやかになっている。　　　　　　　　　　　　『読』

この文では「ぉ色直し」部分はXにあたるものであるが、「が」ではなく、

「で」という原因を示す助詞で表されている。

中国語では原因使役文は次のようになる。

（8）謙虚壁人進歩。

（謙虚が人を進歩させる。）

（9）戟争壁他失去了親人。

（戟争が彼の肉親の命を奪った。）

（10）失敗堕他更堅強。

（失敗が一層彼を強くさせた。）

中国語ではこのような使役文は主として「使」によって表されるが、この場

合、「使」は原因、理由を表す「因為」、「由於」とともに用いることも可能

である。例えば、

（11）但虫盟種々的机縁，壁我同主力教授不僅相識而且保持了多年的交誼。

『人』

（様々な機会や因縁里、王力教授と知り合うようになったばかりで

なく、長い交友関係を続けてきた。）

；のようにみると、Xが非情物で、Yが有情者の場合、日本語と中国語は似か

よっているようにみえる。しかし、実際の使用に際して、中国語では「使」を

用いた使役文はよく用いられるが、日本語では「させる」による使役形は普通
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使われないという違いがある。吉田（1971）は日本語のこの種の「～させる」

構文について、次のように述べている。

非情物が他を使動するということは本来ありえないことなので、初期はぎ

こちない表現であったが、次第にこの言い方が勢力を占めてきている。元

来国語にはなかったのであるが、近代になって外国語翻訳の影響によって

新しみのある言い方として発達してきたものである。

これと同じ趣旨で、佐治（1984）は中国語の「這件事真使我感動了」の日本

語訳として「このことは私を感動させた」は成立っ表現であるとしながらも、

「だれだれがなになにに感動する」の型で言うのが普通であり、自然であると

し、正しくは「私はこの事に非常に感動した」「私はこの事にひどく感動させ

られた」と訳すべきであると主張している。佐治は「人以外の事物が、使役文

の主語になって、人が使役の対象になっているような言い方は、いわゆるバク

くさい言い方であって、外国語直訳調の感じがする」と述べている。

特に、意志性動詞の場合、佐治のいう外国語直訳詞はより強く感じられるので

あろう。例えば、

（12）何が彼女をそうさせたのか。

という文はいわゆるバクくさい言い方としてよく引き合いに出されるが、（1）

－（4）（動詞が非意志性のもの）と比べて、そうした感じがより強いことは

確かであろう。次の（13）はもっと落ち着きがわるい。

（13）？何の力が彼をそんなに一生懸命練習させたのか。

しかし、中国語では、このような表現は「使」によって表すことができる。

（13〝）是什玄力量使他那様務命練習的。
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（13）とくらべて、（13〝）はより自然である。特に、以下の例における「X

使Y～］の「～」の部分が四字成句あるいは複雑な構造である場合、日本語で

は「させる」が対応しきれなくなり、原因結果文の形で表すことになる。

（14）a対成功的希質，対失敗的担菱，壁我食不甘味。　　『人』

b成功への希望と失敗への憂い笠、食事も喉を通らないほどである。

C＊成功への希望と失敗への憂い型私に食事をおいしく食べ旦旦ない。

（直訳）

（15）a不僅是他的屋子，楼上各処的門与窓都開着，一塊塊的陽光印在地

坂上，墜人覚得非常的痛快。　　　　　　　　　　『犠』

b彼の部屋だけでなく、二階のどの部屋もみなドアも窓も開らかれ

てい互、陽光が床板の上に射し込んでいて、とても気持ちがよかっ

た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹中訳

（16）a去年，電視連続劇《今夜有暴風雪》的出現，壁許多観衆対電視劇

芸術剖目柏看。　　　　　　　　　　　　　　　　　『人』

b去年、テレビドラマ《今夜有暴風雪≫の現れによって、多くの観

客が新しい目でテレビドラマを見るようになった。

（17）a一股喜悦的衝動、壁他三歩並作画歩地飽回自己十平方米的亭子間。

同上

bあまりのうれしさ星、彼は急ぎ足で自分の十平米はどの部屋へ走っ

て帰った。

（18）a在北京一個多月的参観，堕我看到了祖国河山的美麗，農工商各項

事業蓬劫的発展。　　　　　　　　　　　　　　　　　　同上

b北京での一一ケ月余の見学を通じ呈、祖国の美しい山河と農業、工業、

商業の盛んな発展ぶりを見ることができた。

中国語において、これらの文はいずれも「～」の部分が一つの動詞ではない。

（14）Cの直訳で示すように、日本語では「～させる」を用いることは許容さ

れない。「使」に対応する部分はいずれも原因を示す形（下線の部分）で表す

よりはかない。
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第二章　［注］

［注1］意志性動詞と非意志性動詞は動作・作用の主体が意志をもっかもたな

いかで区別される。中国語では次のような違いが見られる。意志性動

作は命令文をっくることができるが、非意志性動詞はそれができない。

また前者は否定の「不」をっけて自分に意志のないことを表すことが

できるが、後者は「不」をっけると、事実の叙述を述べる意味になる。

使役文の「使」は一般に非意志性動詞としか共起しないが、次のよう

な場合、意志性動詞と共起することもある。しかし、この場合、Yが

指示、命令する指示者ではなく、原因を引き起こす非情物（有情者で

あっても、非情物として扱われる）あるいは事柄であり、また動詞の

前にYの動作を修飾する様態副詞があるのが普通である。「是什史使

他那史認真学習的。」（何が彼にそんなに真面目に勉強させたのか。）

は自然な文であるが、「XがYに真面目に勉強させた」という意味では

なく、Yが真面目に勉強する原因が何であるということを衰している。

［注2］中国語では動詞と形容詞は形式の上では区別がっかないので、両者を

区別するためのテストの一つとして、動詞はABABの重ね型形式をとり、

形容詞はAABBの重複の形式をとるとされている。

［注3］「られる」は尊敬の意味もあるが、、ここでは可能態の意味である。

［注4］所動詞は三上（1972）の用語であるが、三上は所動詞として、「できる」

のはかに「見える」「聞こえる」、可能を表す「飲める」「読める」

などをあげている。

［注5］「ようにする」はいろいろな場合に用いられ、「明日行くようにしま

す」のような表現も可能であるが。ここでは使役文と意味上のつなが

り問題にしている。

［注6］意志性動詞は非意志性動詞と多くの点で異なる。例えば、前者は命令

形を用いて命令を表せるが、後者はそれができない。また、前者は命
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令形を用いて、「すわろう」のように、自分の意志を表すことができ

るが、後者は「驚こう」のような形を用いて、自分の意志を表すこと

ができない。さらに、意志性動詞は「～てみる」とともに用いられる

が、非意志性の動詞は「～てみる」とともに用いられない。詳しくは

吉川（1974）参照。

時枝（1950）参照。

「8邑」は語気助詞（ムード）とされており、いろいろなムードを表す

ことができる。呂（1976）によると、命令、要求、催促などの場合に用

いられる。
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第3章　他動言司文の使役■性

1．3では、本研究でいう使役表現は「させる」と「叫、譲、使」による形式

のみならず、Xの働きかけとYの状態変化を同時に示す他動詞をも含めるという

ことを述べた。本章では、このような他動詞文による使役表現をとりあげるこ

とにする。

3．1働きかけのみを表す他動詞

他動詞のすべてがXの働きかけとYの状態変化を表すかというとそうではない。

次にあげる他動詞はXとYを文の中に同時に示しながら、Xの働きかけのみに言

及し、Yの状態変化についてはまったく触れていない。例えば、

（1）太郎が次郎を蹴った。

という文において、「几蹴る」はX（太郎）とY（次郎）を同時に示しながら、X

のYに対する働きかけのみを表し、Yの動きについては言及していない。つまり、

（1）の文ではXがYに対し、「蹴る」という動作を行い、その働きかけを受け

たY側において、状態変化が起きたかどうかは問題にしない表現である。日本

語では「蹴る」と似たような動詞は次のようなものがある。

（2）　　　いじる

うっ

おさえる

おす

かじる

かむ

こする

一　日4一一

さわる

一ノく

なぐる

なでる

なめる

にざる

ひっぼる



これらの動詞はいずれも「蹴る」と同様、Xの傲きかけのみを表し、その働

きかけをうけたYの状態変化については触れていない。また形態上対応する自

動詞ももっていない。寺村（1982）はこのような対応する自動詞のない他動詞

を「絶対他動詞」としている。日本語においてこのような絶対他動詞はXの働

きかけのみを表し、Yの状態変化に関して触れないのが普通である［注1］。

一方、同じ他動詞でありながら、次のようなものはXの働きかけのみならず、

Xの働きかけをうけたYの状態変化をも同時に示している。例えば、

（3）彼はゼリーを固めた。

という文では、「固める」はX（披）の働きかけだけでなく、Y（ゼリー）の状

態変化の結果をも同時に示している。つまり、この文では「彼」が「ゼリー」

に対し、実際になんらかの方法で働きかけて、その働きかけによって、「ゼリ

ー」が「固まった」という状況を表している。また

（4）彼がゼリーを冷蔵庫に入れた。

という文では、「彼」（X）がなんらかの方法で「ゼリ「」（Y）への働きかけ

を行い、その結果「ゼリー」が移動し「冷蔵庫」の中に入ったという状況を表

している。（3）と（4）と比べて、両者はXの働きかけとYの変化の複合である

という点では同様であるが、（3）はXの働きかけとYの状態変化の複合であり、

（4）はXの働きかけとYの移動の複合であるという点において異なる。しかし、

「固める」と「入れる」はいずれも対応する自動詞をもっという点において、

（2）であげた働きかけのみを表す他動詞と違う。寺村（1982）は（2）のよう

な動詞を「絶対他動詞」と呼ぶのに対し、このような形態的に対応する自動詞

をもっ他動詞を「相対他動詞」と呼んでいる。以下、このような相対他動詞と

呼ばれるものをXの働きかけとYの状態変化をしめす他動詞と、Xの働きかけとY

の移動をしめす他動詞にわけて考察する。まず前者の場合を考える。
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3．2　働きかけと状態変化の結果を表す他動詞

3．2．1　日本語の場合

典型的にXの働きかけとYの状態変化を同時に表す動詞として、先に示した（3）

の「固める」があげられよう。この「固める」動詞は自動詞の「固まる」と形

態的にも、意味的にも対応している。自動詞の場合、他動詞と違って、Xの働

きかけの行為はなく、Yの状態変化のみである。つまり、他動詞の「固める」

の場合、Xの働きかけのみならず、Yの状態変化をも含み、二つの作用が同時に

一つの動詞の中に融合している。自動詞の「固まる］の場合、Yの状態変化の

みで、必ずしもXの働きかけを含まない。したがって、このような他動詞を完

了の形で用いると、Yの状態変化の実現の結果を含むことになるため、－一旦他

動詞文によって表現された以上、その対応する自動詞で否定することは一般に

許容されない。例えば、

（1）＊　ゼリーを固めたが、固まらなかった。

は不自然な文である。同じように、犬の働きかけとYの状態変化を表す「直す」、

「こわす」なども次のような形では不自然な文となる。

（2）a＊時計を直したが、直らなかった。

b＊机をこわしたが、こわれなかった。

日本語において、この種の動詞は数が多く、代表的なものとして、次のよう

なものがあげられよう。

（3）　折る

切る

動かす

かわかす

濡らす

曲げる

燃やす

よごす
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弱める

ゆるめる

しかし、文脈、また動詞によって結果性の程度に多少違うこともある。

宮島（1985）は動詞の結果性の問題について、動詞を三つのグループに分け

ている。

（A）基本的には結果を表す動詞。

（B）基本的には動作、作用を表す動詞。

（C）結果の段階に問題のある動詞。

（B）は主として、（2）であげたような絶対他動詞であるが、（C）は「お

ぼれる」、「あふれる」といった、Xの働きかけの行為がなく、Yの自らの変化

のみを表す自動詞である。（B）と（C）の動詞はここで問題にしている動詞と

あまり関係がないので、ここでは詳述をさける。（A）はここでいう相対他動詞

と同じものをさしている。（A）類の動詞について宮島は、

（4）a　あけたが，あかなかった．

b　いれたが，はいらなかった．

C　おとしたが，おちなかった．

といった文は矛盾した表現であるが、一定の条件のもとでは、もっぱら働きか

けの段階に重点がおかれ、「（他動詞）したが、（自動詞）なかった」という

表現もそれほど不自然でなくなるという。例えば、次の例文では、

（5）a柿の実を落としたけれど，落ちなかった．

b一一生けんめい，柿の実を落としたけれど，落ちなかった．

aは許容度がひくいが、bのように「一生けんめい」が入ると許容度がたかくな

るという。また、次の例文において、抽象的に動作だけしめした（C）と対象
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や道具など具体的な条件をしめした（a，b）とくらべると、前者はやや許容度

がたかいようだが、はっきりちがうというほどのものではないという。

（6）a箱をこわしたけれど、こわれなかった。

b箱を金づちでこわしたけれど、こわれなかった。

C　こわしたけれど、こわれなかった。

さらに、宮島のアンケート調査では、動詞によって結果性が違うということ

も示されている。たとえば、「冷やす」の場合、「冷やしたけれど、冷えなかっ

た」という文は先にあげた文とくらべて、許容度がたかいとしている。（その

他の動詞については宮島（1985）を参照されたい。）

しかし、このような「（他動詞）したが、（自動詞）「なかった」という表

現を衰そうとする場合、むしろ「ようとする」（これについては2．4を参照）

あるいは「～てみる」を入れると自然な表現となるであろう。

（7）a　こわしてみたが、こわれなかった。

b直してみたが、直らなかった。

C切ってみたが、切れなかった。

「～てみる」は森田（1977）によると次のような意味である。

他の目的のために、その動作を試みに行う。“ためしに…‥・する”とい

う実験的試みの意図を持っ。したがって、意志性の動作動詞に付いたとき、

この意味を生じる

中略

意志的な動詞以外の無意志性の動詞や自然現象を表す動詞には原則として

続かない。

これらのXの働きかけとYめ状態変化を同時に示す動詞につlく．と、Xの働き

かけの部分が「～てみる」によって強調され、自然な表現となるわけである。
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3．2．2　中国語の場合

日本語の相対他動詞と対応する中国語の動詞、例えば、「倒す」に対する「弄

倒」、「折る」に対する「折断」、「壊す」に対する「折壊」などは日本語と

同様、働きかけと状態変化の結果を同時に表している。したがって、一旦完了

の形で用いると、働きかけのみならず、その結果をも表し、結果への否定はで

きない。例えば、

（8）＊他室遡了椅子，但是椅子投型。

（承彼が椅子を倒したが、椅子は倒れなかった。）

とはいえない。同じように、

（9）＊地盤墜了樹枝，但是樹枝没艶。

（＊彼が木の枝を折ったが、枝はおれなかった）

（10）＊他匪壊了房子，但房子没壊。

（＊彼が建物を壊したが、建物が壊れなかった。）

などはいずれも不自然な文である。こうしてみると、中国語のこれらの動詞も

日本語と同様に働きかけと状態変化の結果を同時に示すということがいえる。

しかし、これらの動詞は実は二っの形態素からからなっており、前の形態素が

働きかけを示し、後の形態素が状態変化の結果を示すというように考えられる。

この点、日本語と異なる。日本語と中国語の違いを簡単に図示すると、次のと

おりである。

（11）働き漂ヒの結果
ヽ／倒す

1119－－－

き
・
↓
弄

働 √化。結果

↓
倒



つまり、日本語では働きかけと状態変化の結果が「倒す」という一語のなか

に融合し、二つの形態素「注2」に分離できないのに対し、中国語では両者が

異なる形態素によって表されているということである。働きかけを示す「弄」

は状態変化の結果を表す「倒」とのみならず、他の状態変化の結果を示す語と

も結び付く。例えば、「壊」（壊れる）と結合すると、「弄壊」（壊す）にな

るが、「弄壊」は

（12）他憂墜了録音機。

（彼がテープレコーダーを壊した。）

のように用いられる。「弄」はまた「断」と結合して「弄断」（切る）となる。

「弄断」は

（13）他憂墜了電線。

（彼が電線を切ってしまった。）

のように用いることが可能である。一方、状態変化の結果を示す「倒」（倒れ

る）、「壊」（壊れる）、「断」（折れる、切れる）なども働きかけを示す他

のいろいろな動詞と結び付くことができる。例えば

（14）太郎折断了樹枝。

太郎が木の枝を折ってしまった。

という文では、「折」は太郎の働きかけで、「断」（おれる）は木の枝の状態

変化の結果を示す。「折」と「断」はもとは関係のない二っの動詞であり、両

者が結びっく必然性がない。「折」は「断」（折れた）という結果を生じしめ

る原因であり、「断」はその結果である。必要となれば、「断」は他の働きか

けの動詞と結びっいて、「呟断」、頂断」、「鋸断」、「拉断」、「切断」

のようにいくらでも作ることができる。これらの動詞は状態変化の結果が「断」

（折れるあるいは切れる）という語によって蓑されている。働きかけの方法こ
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そ異なるものの、状態変化の結果がいずれも「断」（折れてしまう、あるいは

切れてしまう）であることは同じである。つまり、結果としてもともと一つで

あった細長いものが何らかの力で、二つに切れてしまったということには変わ

りがない。ただし、働きかけの方法として、「攻断」は「歯で噛んで」二つに

したこと、「黍断」ははさみのようなもので切ること、「鋸断」は鋸などで切

ること、「拉断」は引っ張った結果、切れてしまったということを表すが、「切

断」は包丁かカッターーなどで切断する意味にも用いられると同時に、以上のよ

うな上位概念を表すものとして使われることもある。要するに、働きかけの動

詞が違うことによって、働きかけの手段も違ってくる。この意味でこれらの働

きかけを示す動詞は、3．1の（2）で示した働きかけのみを表す日本語の動詞と

似ている。ただし、中国語では状態変化の結果を表す語と結びっいて、働きか

けと状態変化の結果を表すが、日本語ではこのようなことはできない。例えば、

「路」（蹴る）という動詞は中国語でも日本語と同様、働きかけしか表さない

が、しかし、XがYに対し「揚」の働きかけをし、その結果、Yが死んだという

場合には、中国語では「鴫」と「死」の二つの動詞を一つにして、表すことが

できる。

（15）a太郎魅了次郎。

b太郎が次郎を蹴って、死なせた。

また、同じように、XがYを蹴った結果、Yが負傷した場合にも、中国語では

「路」と「傷」（負傷）を結合させて、

（16）a太郎適塾了次郎。

b太郎が次郎を蹴って、負傷させた。

というように表現できる。すなわち、これらの動詞は前の形態素はXの働きか

けを表し、後の形態素はYの状態変化を表し、「X一一一一路」、「ト一一一一傷」とい

うように分けて考えられ、前者が後者の原因で、後者が前者の結果であるとい

うことになる。日本語では中国語と同じような表現は不可能であり、bのよう

－121飢



にひとまず、3．1の（2）で示したような他動詞で働きかけを表したあと、「自動

詞十させる」でその結果を表すといった具合である。これについてはすぐあと

で述べる。

一方、日本語においても、一見してこのような中国語に似たような複合動詞

［注3］がある。例えば、「殴り倒す」、「刺し殺す」など。この、ような複合

動詞はそれぞれ「殴る」と「倒す」、「刺す」と「殺す」の二っの単語からな

るものであるが、中国語と違って前の語と後の語はいずれも他動詞であり、

「X…一一殴る」、「Y一一一一倒す」というように分析することはできない。「殴り

倒す」は倒しかたが殴るという方法によって行われる場合と「殴って倒す」の

ように継起的にこっの動作が行われる場合があると考えられようが、「殴った

ことが原因で倒れた」のようにはとらえられないのであろう。

中国語においては、上のような状態変化の結果を示す語を「結果補語」と

いっているが、劉月華等（1983）ではこの結果補語について、二種類があると

しある動作を通じて他人あるいは事物に変化、動作をさせる使役の意味を表す

ものと単に動作の完了のみを表すもの［注4］とに分類している。前者の使役

の意味を表すものについては、次のような例をあげて説明している。

（17）解放軍把卓王弓些旦了。

（解放軍は卓巧を助けた。）

この文は「解放軍」が「救」（助ける）ということを通じて、「卓巧」をい

きがえらせたのである。「救」は「解放軍」（X）の行為であるが、「活」（生

きかえる）は「卓王雪」（Y）の状態変化を示すものである。したがって、この

文は

（川）　　解放雄　　　一　救 卓巧一日一一一一一一　括

というようにとらえられるとし、そして、同じく次の例文もこのような形でと

らえられるという。
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（19）中国人民墜型了庄在頭上的三座大山。

（中国人民は自分にのしかかっていた三つの大きな山（帝国主義、

封建主義、官僚資本主義）をひっくりかえした。）

申囚人民　　　　推　　　　二座大山　一一・‥＝　翻

（20）老農民和東邦先生一起把狼江堅了。

（農夫と東部先生が一緒に狼をうち殺した。）

農夫と吏郭先生　　　　打　　　狼　－　…　死

このように中国語では、このような動詞は働きかけと状態変化の結果が別々

の形態素によって示されているので、Xの働きかけの行為だけを問題にし、Yの

状態変化が実現していないとき、前の部分だけいえばよい。例えば、

（21）録音机墜了噂？

（テープレコーダーは直したか。）

中国語では働きかけを表す「修」と結果を表す「好」を切り離して、上のよ

うに「修」だけを用いることができる。「修」が「テープレコーダーが直った」

ことを含意せず、単に働きかけのみを表すため、次のような表現は（21）の答

えとして可能である。

（22）修了，没修好。

（＊　直したが、直らなかった。）

しかし、日本語では、「直したが、直らなかった」は前述したように不自然

な表現である。つまり、「直した」は結果としての「直った」を含意するのが

普通である。次のような場合でも日本語と中国語の違いが見られる。
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（23）a水盤了増？

（お湯を沸かしたか。

b墜了．但没壁埋。

（＊沸かしたが、沸かなかった。）

（24）a衣服墜干了喝？

（服を乾かしたか。）

b堕了，但投晒干。

（＊乾かしたが、乾かなかった。）

（23）、（24）において、中国語と日本語と比べると、中国語の表現が自然

であり、日本語の表現は不自然である。これは（23）（24）における「焼」（沸

かす）、「．隠」（乾かす）はそれぞれ働きかけという行為のみを表し、それに

「了」がっいても働きかけの動作の完了しか表さないからである。したがって、

状態変化の結果を示す語を入れてはじめて状態変化の実現が合意されることに

なる。例えば、

（25）a墜壁了喝？

（直したか。）

b＊墜姪了，但投墜壁。

（直したが、直らなかった。）

（25）のbのように、状態変化の結果を表す語を入れると中国語でも不自然

な文となる。

一方、中国語のこのような動詞が実際に二つの形態素からなると考えられる

のは、その二つの形態素の問に、可能形を表す「得」を入れたり、可能の否定

である「不」を入れたりすることができるということからもわかる。例えば

（26）a修整好増？

〔直せるか）
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b修杢好。

（直せない）

（27）a焼径開増？

（沸かせるか。）

b焼杢開。

（沸かせない）

王力（1958）はこのような動詞を「使成式」と呼べ、唐の時代には、目的語

を働きかけを示す他動詞と状態変化を示す自動詞の問におくこともあったとし、

イシ　　　　ヒツわケル　　7ク　　ヤプレル

（28）石角　勾　衣　壁。

石に引っ掛かって服が破れた。

という文では、漣勾」（ひっかける）は「衣」（服）への働きかけを示し、「破」

（破れる）は「衣」が破れた状態を示しており、また、

タレ　　テヰル　　トリハズス　　わゴ　　ヤプレル

（29）誰　能　　艶　　篭　破。

誰が篭をとり壊すことができるのか。

という文は「折」（壊す）は「篭」への働きかけのみを示し、「破」（破れる）

は「篭」（かご）の破れた状態を示すという。このような名詞が他動詞と自動

詞の真申にあるということはまさに中国語の「使役兼語式」と同じ形式である

と言えよう。

（28〝）石角　　倉勾　　　衣　　　　破

机　　　　Vl N2　　　　　Ⅳ2

石　ひっかける　服　　　　破れる
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（29”）誰　　　　折

机　　　　　Vl

篭 破

Ⅳ2　　　　　　V2

誰　　　とりこわす　　　　かご　　　　破れる

しかし、今ではこのようないい方はしない。やはり「麹墜衣」、「匪墜篭」

のようにいうのが普通である。王力（1958）によると、19世紀以後西洋の影響

で、働きかけを示す他動詞と状態変化を示す自動詞によって、組みあわされた

動詞が一つの動詞として、単語化される傾向がっよくなったという。例えば、

「改善」において、「改」は働きかけを示し、「善」はYの状態変化を示すが、

しかしこの両者はすでに一語化され、その間に前述した「得」も「不」も入れ

ることが不可能である。

（30）a改善

b増強

C　拡大

d　改正

e破壊

f拡充

（改善する）

（増強する）

（拡大する）

（改正する）

（破壊する）

（拡充する）

この意味で、中国語の働きかけと状態変化を同時に示す動詞にも日本語と

同じように、形態的に分離できず、両者の意味が完全にこっの動詞の中に融合

しているものがあるといえる。しかし、これらの動詞は必ずしも「結果式動詞」

とされていない。一般に、「結果式動詞」の大きな文法的特徴として、二つの

形態素の間に「得」や「不」をいれられるという。この考えにしたがえば、（30）

のような動詞はいずれも結果式動詞でなくなるわけである。

（31）a＊改待善

（改善できる）

b＊改不善

（改善できない）
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一一一万、次のような動詞は二つの要素の間に「得」と「不」をいれることが可

能であるから結果式動詞とされてもよいのであるが、しかし、これは（32）の

ように分析すると問題が出てくる。例えば、

（32）我堅宣飯了。

（私はご飯を食べおわった。）

という文は、「私がご飯を食べた。その結果ご飯がなくなった」というふうに

考えられるが、「我喫」（私が食べる）という動作の完了を表しているという

ふうにも考えられる。つまり（32）では、「完」が「ご飯がなくなる」という

意味と「食べるという動作が完了する」という二つの解釈が可能である。しか

し、どちらかといえば、動作の完了のほうが強いよいに思われる。次の例文で

は、（33）における「完」はYの状態変化の結果を表し、（34）における「完」

はXの動作の完了を表すものと思われる。

（33）a銭用量了。

（お金は全部使ってしまった。）

b酒喝宣了，菜還剰一点。。

（酒は飲んでしまったが、料ノ理はまだ少し残っている。）

（34）a我喝宣了，他還投有喝完。

（私は飲み終わったが、彼はまだ飲んでいる。）

b害者宣了。

（本は読み終わった。）

（33）において、aの「完」は「お金を使う」行為が完了するという意味で

はなく、使った結果、お金がなくなったという意味であり、bの「完」も飲ん

だ結果、酒がなくなったという意味である。一方、同じ「喝完」でも、（34）a

においては、飲む行為が完了するというふうに理解すべきであろう。（33）b

と（34）aとくらべて、前者は主題は酒であり、酒の有無が問題になる表現で

あるのに対し、後者は主題は酒を飲む入「我」であり、飲む対象物ではない。
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したがって、前者は対象物に重点が置かれ、Yの状態変化の結果を表し、後者

は人の動作に重点が置かれ、Xの動作の完了右表すことになる。しかし、（34）b

も（33）のように、対象物「本」が主題であるにもかかわらず、Xの動作の完了

という意味しか表さない。しかし、「お金」は使ったら、また「酒」は飲んだ

ら、なくなるが、「本」は読んでも、なくなることはない。

このようにみると、結果補語としての「完」はYの状態変化の結果の意味で

あるか、それともXの動作の完了の意味であるかは、Yというものが、Xの行為

によってなくなってしまうかどうかと関係があるようである。Yというものが、

Xの行為をうけてらなくならない場合は、Xの行為の完了と解釈するが、たとえ

Yがなくなるものでも、Xの行為に重きが置かれる場合はやはり、Xの行為の完

了とみなしうる。

一方、「完」とくらべて、次にあげる「到」、「才軒」などはもはやYの状態

の結果を表さなくなる。例えば、

（35）我終於把他墜型了。

（やっと彼をみっけた。）

文における「技到」（みつける）は

〔35〝）＊　我．一一‥　戌　　　他　　　一　到

のようにはとらえられない。すなわち、この文では、「到」は「技」（探す）

という動作の目的の達成しか表さず、「彼が着いた」という意味ではない。同

じように

（36）他型塵了燈。

（彼が電気を消した。）

における「関綽」も
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（36”）＊　他－一日一一一一関　　　燈一一一一一一一弾

のようにはならず、「碑」はやはり又の動作の結果を表している。「到」と「埠」

はこの場合すでに元来の動詞の意味を失ってしまい、もっぱら又の動作の結果

を表している。このような用法はアスペクトの一つとしてとらえられる。「到」

は目的の達成を表す。例えば、

（37）a書買型了。

（本は買えた。）

文において、Ⅹ（文にはでていない）は「本を買う」という行為をし、その結

果本が手に入ったという意味である。すなわち、「本を買う」という行為の目

的が達成したということである。もし、買うという行為だけをし、その目的が

達成しなかった場合、（38）のように表現することになる。

（38）買了、但是投買型。

（買ったが買えなかった。）

「碑」は消失、離脱などの意味を表す。例えば、

（39）a那件事忘線了。

（そのことは忘れてしまった。）

b把衰売軒。

（腕時計を売ってしまった。）

このようにみると、「到」、「綽」はアスペクトの一つとしてとらえられる

ようである。このようなアスペクト的な用法をもっものとして、「到」、「碑」

などのはかに、「趨向動詞」の「上（釆）」、「下（去）」、「下（来）」な

どがある（趨向動詞のアスペクト的な用法については次の節で述べる）。しか

し、アスペクトといっても「到」、「痺」は「了」（完了）、「着」（持続）、
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「過」（経験）などとは異なる。例えば、「到」、「埠」などは「了」、「着」、

「過」とくらべて、動詞との結合の度合いが低く、一部の動詞としか共起しな

い。この意味で、「到」、「碑」はより語い的性質が高い。「了」、「着」、

「過」はXの動作の諸相を時間軸にそってとらえられているのに対し、壷‾到」、

「才孝」はこのようなとらえかたはできない。

木村（1982）では中国語のアスペクトの範囲と形式を「‾了」（～た）、「着」

（～ている）、「起来」（～始める）、「下去」（～続ける）、「完」（～終わる）、

「過」（～たことがある）の六っに限定し、意味論的な根拠によって、この六っ

の形式を他の結果補語から区別し、次のように述べている。

その意味論的根拠とは、結果補語が個々の語鼻的相違によって意味内容の

具象性に程度差こそ生じこそすれ、総じて動作（或いは作用）のもたらす

結果に言及するものであり、従って動詞との結合によって「動作プラスそ

の結果」という二項的把捉を成立させるものであるのに対して、先の六形

式は時間軸に沿って捉らえられた、動作・作用そのものとしての種々相或

いはあり方を表すものであって、そこには結果への言及と呼ぶべきものは

なく、従って右のような二項的把捉も存在しないということである。

木村のこの考えに従えば、「到」、「碑」はアスペクトの範囲からは除外さ

れることになる。しかし、アスペクトは必ずしも時間軸にそってとらえなけれ

ばならないものではない。例えば、寺村（1984）は日本語のアスペクトを一次

的、二次的、三次的形式の三種類に分類した上、三次的形式をさらに「時間的

相」と「空間的相」とに分けている。空間的相には、「見ぬく」のような「～

ぬく」、「頼りきる」のような「～きる」などがあげられている。このような

ものをもアスペクトとして扱う考えかたは、「到」、「埠」といった結果補

語を見る上で、示唆的である。なお、アスペクトは本研究の主題ではないので、

これ以上深入りしない。
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3．3Xの働きかけとYの移動の変化を表す他動詞

3．2で述べた他動詞と同様に、次に述べる他動詞もXの働きかけとYの変化の

複合であるが、ただし、前者はXの働きかけとYの状態変化の複合であるのに対

し、この節でとりあげるのはXの働きかけとYの移動の複合である。例えば、日

本語の「入れる」はこの種の動詞の代表的なものである。

（1）彼はピアノを部屋に入れた。

という文における「入れた」は「披」（X）が「ピアノ」に力を加え、その結

果ピアノが部屋に入ったという状況を表している。つまり、「入れる」という

動詞にはXの働きかけとYの移動を同時に示すものである。もちろん、「入れる」

によって表される移動はYの意志によらない、変化の結果としての移動であり、

意志による動作としての移動ではない。次の「出す」という動詞も同じ働きか

けと移動の複合である。しかし、「入れる」は外から中への移動であるのに対

し、「出す」は中から外への移動である。

（2）彼はピアノを部屋から出した。

この文では、「披」の働きかけによって、「ピアノ」が中から外のほうへ移

動したという状況を表している。（1）と同様にYの移動が変化の結果としての

移動であって、意志による動作としての移動ではない。

日本語ではXの働きかけとYの移動を同時に表す動詞として、「入れる」、「出

す」のほかに次のようなものがあげられる。

（3） あげる　一一一一日一一　あがる

おとす　一一一¶一一一一一　おちる

おろす　一m一一一一一一　おりる

かえす　一一一一一¶一一m　かえる

さげる　一一一一一一一一一一一　さがる
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とおす　一一一一1－…　とおる

のせる　一日一　一　のる

はなす　‥　　・はなれる

左側の他動詞は先にみた「入れる」と同じように、意味の上ではXの働きか

けとYの移動を同時に表すが、形式の上では分離した形でとらえることができ

ない。つまり、二つの動きは一つの動詞の中に融合しているのである。一方、

意味的、形式的に左側の他動詞に対応する右側の自動詞はYの移動という動き

のみであり、Xの働きかけは見られない。Yの移動といっても、実際にこのよう

な自動詞を用いた場合、意志によらない変化の結果としての移動のみならず、

意志による動作としての移動も可能である。むしろ後者の場合のほうが普通で

ある。これに対し、他動詞文によって表されるYの移動は前者の意志によらな

い変化としての移動でしかありえない。したがって、対応する他動詞にその補

文として自動詞が含まれるということはない。

一方、中国語の動詞の場合は日本語と異なる。結論からいえば、3．2で述べ

たXの働きかけYの状態変化の複合と同様、Xの働きかけとYの移動がそれぞれ違

う形態素によって表わされるということである。例えば

（4）他把鋼琴墜整了房間。

（彼がピアノを部屋に入れた）

という文において、「放進」（入れる）は

（5）　　他　一　　一　放　　　　鋼琴　・　進

のように「放」（置く）はⅩ（披）の働きかけの行為を示し、「進」はY（ピア

ノ）の移動の動きを示すものである。この二っの動きが別々の形態素によって

表されていることは「進」が「放」のみならず、他の働きかけを表す動詞とも

結び付くことが可能であることからもいえる。例えば、
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（6）a他把鋼琴整塗了房間。

（彼はピアノを部屋に運びこんだ。）

b他把鋼琴墜塑了房間。

（彼はピアノを部屋に推しこんだ。）

C他把鋼琴章進了房間。

（彼はピアノを部屋に入れた。）

d他把鋼琴墜壁了房問。

（彼はピアノを部屋にひっぼりこんだ。）

のように、「搬進」（運びこむ）、「推進」（推しこむ）、「章進」（入れる）、

「拉進」ということもできる。これらの動詞はそれぞれ、

（6”）a X　　　　　搬

b X　－一一一…一一一　推

c X

d X　一一一一一【【ml拉

Y　　　　　進

Y　　　　‥　進

Y　一一日一一一一一一一進

Y　一一一一一欄一一一一　進

のようにとらえられる。動詞の「搬」（運ぶ）、「推」（推す）、「章」（持っ）、

「拉」（引く）などはその日本語の訳のように、3．1の（1）で示したXの働き

かけのみを表す動詞と似ている。

一方、Yの移動のほうの動きを表す形態素も「進」のみならず、「出（来）」

（出る）、「上（去）」（上がる）、「下（来）」（下がる）「過去」（行く）、

「回（来）」、「到」（着く）などがある。中国語ではこれらのもの‘を一般に

「趨向補語」（補助動詞）と呼んでいる。働きかけの動詞はこれらの「趨向動

詞」と結び付くことが可能である。例えば、

（7）a他従包里蔓連＿銭。

（彼は鞄の中からお金を取り出した。）

b他把書従書架上章下乗。

（彼は本棚にある本をおろした。）
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C他把皮球塵塾塞。

（ボールを蹴ってきた。）

において、aの「睾」（取る）は彼の行為を示すものであるが、「出」（出る）

は「銭」（お金）の移動の動きを示すものであり、同じように、「皐下乗」の

「章」（持っ）は「他」（披）の働きかけの行為であるが、「下乗」は「書」

（本）の移動の動きを示すものである。Cでは「錦＿‖ま彼の働きかけの行為で

あるが、「過来」はボールの移動を表す。（7）では、Yが非情物であるが、次

のようなYが有情者である場合でも同じであり、しかも、文脈によっては働き

かけの動詞と移動を表す動詞の問にYを入れてもよい。

（8）a地道孫子塑圭。

（彼は子供を送り帰した。）

b地盤孫子王室。

（彼は子供を降ろした。）

C他姓該子些圭。

（彼は子供を通した。）

aでは「送」（送る）は「他」の働きかけの行為のみを示し、「回去」（帰

る）は「該子」（子供）の移動を示している。同じように、bにおける「放」

「置く」と「下乗」（降りる）、Cにおける「‾放」（置く）と「過去」（通る）は

別々にXの働きかけとYの移動を示していると考えられる。しかし、このような

形をとると、兼語式と同じ形式、つまり、ⅣlVIN2V2という形になる。（8）に

おいて、働きかけを示す動詞は具体的な動作を表す「送」、「放」によって表

されているが、（この意味で日本語の訳文とは必ずしも対応しない）「譲」を

用いることもある。実際に日本語との対応という観点からみれば、Yが有情者

の場合、（3）に示した他動詞の多くは「譲」による使役文と対応することも

多い。次の対応例を見られたい。
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（9）晩上的電影，我孫子的幾個朋友安来看，イ鐸譲他椚整垂＿。『悠』

今夜の映画に子供の友達が来たら、入れてやって……。

（10）可他不峯我墜堅唸？

受付が私を入れてくれないんです。

（11）叫他椚自己旦圭，街上車馬是多的。

坊ちゃまがたは門の外に出さないようにして。

（12）道をひらいて、岡田を前へ呈上＿左＿。

譲閉路，峯岡田型前面去。

（13）代助は・‥・‥旧友を座敷へ垂旦塵＿。

代助……譲老朋友上塵。

上野訳

同上

同上

『離』

竹中訳

『雁』

『そ』

（14）あの平坂さんね、奥さんをうちに帰しちゃったのよ。　　『猫』

那個乎坂垂妻子旦峯去了。　　　　　　　　　　　　　金岡訳

（15）しかし、いっも降りる駅が近くなると、シメは大声で叫びます。

「降りますよオ、降りますよオ。次の駅で、降りるったら出してく

ださい。」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『青い』

快到平時下車的車軸時，煙威大声叫壕：“下車，下車。下端就下，

譲我出去。”　　　　　　　　　　　　　　　　　　責！醸訳

これらの文では、日本語の他動詞文に対し、中国語は「譲、叫」を用いた使

役文が対応している。しかし、これらの文において、「進来」、「出来」など

は（8）に示した文と違って、「趨向動詞」として見なされない。つまり、（8）

におけるV2「回去」（帰る）、「下乗」（降りる）、「過去」（通る）はYの

意志による動作を行えないが、（9）の「進来」（入る）、（10）の「出去」（出

る）はYの意志による動作を行うことができる。

一方、「趨向動詞」はYの移動を表すほかに、Xの行為の方向の移動をも表す。

例えば、（6）aにおける「搬進］の「進」は羊の移動をも伴う。つまり、（6）a

では、彼が遵声ミという動作のみならず、その結果「ピアノ」とともに部屋に入っ

たということも表している（もっとも（6）bの「推進」は部屋に入ったのは「ピ

アノ」だけである）。また同じように（8）aの「送～回去」もXが「送」という
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働きかけをし、「回去」はYの移動である場合と、Xも一緒に移動を伴う場合と

がある。

この「趨向動詞」について、杉村（1982a）はこれを結果補語のSubclassと見

なし、木村（1981）の結果補語に関する指摘はそのまま「趨向動詞」に援用で

きるとし、次のような例をあげて説明している。

（2a）“記得。”覆瑠警覚地籍起頑，小眼酸出一個文一一個問号。

（2b）「おぼえている。」稼櫛まハッとしたかのように顔を挙げた，稚

い目からまばたきのたびに“？”が跳び出ていた。

「眩出」が中国人の言語意識において、まばたきして出すとあるのか，

出るとあるのか，難しいところだがⅤ二Rの－Rに他動詞の充てられるこ

とのない点から判断すれば，出るとしてあると考えることに多少の理

があるといえよう。

中略

日本語の補語動詞「行く／来る」は中国語のDC「釆／去」に比べ仕手を

言うAgent Orientedの傾向が強い。

一一方、呂叔湘（1980）では3．2で述べたような他動詞文を「劫結式」とし、

動詞と趨向動詞の結び付くもの（本節でとりあげる他動詞文）を「動趨式」と

し、両者を分けている。この「動趨式」については、「趨向動詞」は動作の方

向を表すとしている。呉積才・程家枢（1981）にもこの「趨向動詞」に関し、

はば呂と同じ指摘が見られる。

このように、中国語の「趨向動詞」はYの移動の結果を表す場合とXの動作の

方向を表す場合があると考えられる。この意味で、杉村（1981a）の指摘と、

呂（上掲）、呉積才・程家枢（1981）による指摘のいずれにもあてはまるとい

うことがいえよう。

一方、もう一つ留意してよいことは「趨向動詞」にもアスペクトとしての用

法があるということである。例えば、「起釆」、「下去」は先の木村（1982）

ではそれぞれ始動、継続のアスペクトとされている。このほかに、「上」、「下

乗」などがある。例えば、「上」は行為の開始を表す例として、次のような文
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がある。

（16）他一説土就没完。

（彼はしゃべりだすと止まらなくなる。）

また、「下乗」は以前よりの継続を表す意味として次のような例があげられ

る。

（17）尽管困難非常多，但我還是堅持王室了。

（困難が非常に多かったが、それでも私は最後まで頑張ってきた。

なお、趨向動詞のこのような用法に関しては杉村（1982b）と喜多田（1982）

に多くの実例があげられている。それらの実例を参照されたい。

3．4　「XがYをZにする」構文［注5］について

ここでとりあげる「XがYをZにする」構文も3．2、3．3で見た他動詞と同様に、

Xの働きかけとYの変化を表すものとしてとらえられる。例えば

（1）彼が息子を医者にした。

という文では、X（披）の働きかけによって、Y（息子）が身分の変化を生じ、

医者になったという意味を表している。一方、もし、Xの働きかけがなく、Yの

変化だけであれば、Yが自動詞「なる」を取り、次のような形の文になるので

あろう。

（2）息子が医者になった。

（1）と（2）は対応する他動詞文と自動詞文である。前者はXがYに働きかけ、

その結果、Yが医者になったのであるが、後者はXの働きかけによらず、Yが自
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らの意志によって、あるいは結果として医者になった場合に用いられる。

次に「XがYをZにする」の実例をいくつかあげておこう。

（3）福田は安倍を総務会長にして、総務会の場で首相の三選はもちろん、

大幅な任期延長もっぶすハラだ。　　　　　　　　　　　『読』

（4）今はファンにアイドルをっくってもらう時代。〝私があの子をスタ

ーにした”と思わせるわけで、その成功例があのおニヤン子クラブ。

同上

（5）田中が竹下を総裁にしたがらないのは、その点を軽蔑しているせい

ではなかろうか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　『観ジャ』

これらの文はXの働きかけとYの変化の複合を同時に表す点において、3．2、3．

3で述べた他動詞文と同様であるが、Yの変化の結果が身分、資格を表す名詞「Z」

によって表される点では前述の他動詞と異なる。Xの働きかけとYの身分の変化

とでもいうべきものであろう。

一一方、この種の構文に対応する中国語をみると、Xの働きかけとYの変化が二

つの語からなるということが前述の場合と比べてよりはっきりした形で現れて

いる。例えば、

（6）彼は息子を医者にした。

という文に対して、中国語では次の三っの表現が可能である。

（7）a　他峯児子豊了医生。

b　他墜児子昼了医生。

C　他把児子培養成了医生。

aとbはそれぞれ「譲」と「使」による使役文であるが、Cはいわゆる「把」

を用いた他動詞文［注6］である。ゝ前述したように「譲」を用いた使役文はXが

ことばによる指示、命令によって働きかけることができ、Yも又の働きかけをう
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けて自らの意志によって変化を起こすことが可能であるが、「使」を用いた使

役文はことばによる働きかけが不可能であり、Yも自分の意志によって変化を

起こすことができない。したがって、（7）では、a文は「他」（彼）が「児子」

（息子）に医者になるように指示し、「息子」が親の指示に従って自ら医者に

なったというようにとらえられるが、b文は「披」が直接「息子」に医者にな

るように指示したり、命令したりしていない。「彼」のことば以外の働きかけ

や行為の影響を受けて、「息子」が医者になったのである。一方、C文は「息

子」の意志の有無はまったく問題にせず、「培養」（育てる）という実質的な

動詞で働きかけが表されている。（6）はどんな状況において発話されたかに

よって（7）のa、b、Cのいずれにもなる。例えば、次の実例文において、「叫」

と「使」による使役文はいずれも「XがYをZにする」構文によって訳されてい

る。

（8）a一句話，総不能些他但我僧的鎮長唱。　　　　　　　『小』

b早い話が、将軍をこの鋲の鎮長にするようなことができるものじゃ

ない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上野訳

（9）a誰干得好譲誰干，喬光朴亀不猶嫁地跨過個人恩怨的障樽，墜自己

過去的私家重工今天的助手。　　　　　　　　　　　『喬』

b喬光朴は個人的な恩怨を越えて、少しもためらわずに、よくやる

ものを抜擢し、自分の以前の仇敵を新しい助手ら立てしまった。

上野訳

（8）と（9）は中国語の使役文に対し、日本語では「XがYをZにする」構文

が対応している。一方、（7）Cのように、「XがYをZにする」構文は中国語の

他動詞文とも対応する。例えば、

（10）a　父は県下に‥‥‥製糸工場をおこし、姉を模範工女にした。

『黒』

b　父親在県里‥・‥・弁起了紡紗「，把姐姐培轟成了一名女工。
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（11）a　社長が田中を部長鎚＿を。

b　総経理提抜田中当部長。

上の二っの文では、中国語はいずれも他動詞を用いている。しかし、他動詞

といっても、Xの働きかけとYの変化はそれぞれ異なる動詞によって衰されてい

る。（10）bにおける「培養」（育てる）はXの働きかけを表し、「成」（なる）

はYの変化の結果を表す動詞であり、（11）bも同じく「提抜」（抜擢する）は

Xの働きかけを示しており、「当」（なる）はYの変化の結果を示す動詞である。

この点、3．2、3．3で見た中国語の結果補語の他動詞と同様である。このような

働きかけを表す他動詞と変化をしめす自動詞の問にYを入れて表すことができ

る。例えば、上に示した（11）は「提抜」と「当」の間にYが入っている。同じ

ように（10）も（18”）のように置き換えられる。

（10〝）父親墜養児子豊医生。

（父親が息子を医者にする。）

（11）、（10〝）はYが両者の問に入ることによって、構文的にはN．VlⅣ2V2と

いう兼語式の形をとることになる。中国語では、この種の他動詞ははかに「選」

（～を～に選ぶ）、「推挙」（～を～に推す）などがある。このような動詞を主

力（1959）では「逓繋式」、呂叔湘（1956）、超元任（1980）では、「兼語式」のVl

としてとらえている。これについてはまた第5章で述べる

このように、「XがYをZにする」構文に対応する中国語の表現は「叫、譲、

使」を用いた使役文はもちろんのこと、たとえ他動詞文の場合でも、Xの働き

かけとYの変化が別々に表されるのが普通である。このことは「XがYをZにする」

構文におけるXの働きかけとYの変化の複合の度合いが高いことを示すものであ

る。換言すれば、「掴丹をZにする」構文は「YがZになる」に対応する他動詞

文であると同時に、「YがZになる」の使役文の役割をもしているということで

ある。すなわち、日本語では、「XがYをZにならせる」は文法的には成立する

が、実際にはあまり使われない表現である。例えば、（12）aに対する使役文は

文法的には（12）bであるが、しかし、（12）bはあまり自然な表現ではない。
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一般にはやはり（12）Cのように表現するのが普通であろう。

（12）a山田君が助手になった。

b？田中先生が山田君を助手にならせた。

C　田中先生が山田君を助手にした。

上の文において、Z（助手）が身分、職業、資格を表すものであるので、文

脈があればいえないこともないが、Zの名詞が性質、属性などを表すとなると、

もっと不自然な文になる。次の例文を見られたい。

（13）a彼女が有名人になった。

b＊　マスコミが彼女を有名人にならせた。

C　マスコミが彼女を有名人にした。

（14）a彼が怠け者になった。

b＊親の過保護が彼を怠け者にならせた。

C親の過保護が彼を怠け者にした。

以上、主として又の働きかけとYの変化を表す他動詞．文における日本語と中国

語の相違を見てきた。その観察を通じて、Xの働きかけとYの変化を表す他動詞

において、日本語の場合はこの二っの作用を一つの他動詞の中に融合し、分離

した形としてとらえられないのに対し、中国語の場合は働きかけとYの変化が

分離した形としてとらえられ、Yの変化を表す動詞が結果補語の形として現れ

るということが分かった。

3．5　自動詞、他動詞、使役形における日本語と中国語の違い

この節で問題にしようとするのは自動詞、他動詞において、自動詞だけあっ

て他動詞がない場合、二つの言語では、それぞれどんな形をとって他動詞の役

割をさせるかということである。

日本語では多くの場合、形式的に自動詞と他動詞が対応している。この場合、
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自動詞はYの動作、変化のみを表し、その対応する他動詞はXの働きかけとYの

変化を同時に表す。一方、自動詞に「させる」をっけて使役文をっくることも

可能である。使役はXの働きかけとYの動作あるいは変化を表すことができる。

この場合、三者の役割分担がはっきりしている。

（1）　自動詞　　　　他動詞

あがる　　　　　あげる

あっまる　　　　あっめる

おきる　　　　　おこす

かえる　　　　　かえす

かくれる　　　　かくす

とおる　　　　　とおす

とまる　　　　　とめる

にげる　　　　　にがす

ねる　　　　　　ねかす

のこる　　　　　のこす

はいる　　　　　いれる

使役形

あがらせる

あつまらせる

おきさせる

かえらせる

かくれさせる

とおらせる

とまらせる

にげさせる

ねさせる

のこらせる

はいらせる

これらの動詞を見たかぎりでは、自動詞、他動詞、使役形の対応は極めてき

れいな形で現れている。しかし、日本語では、すべての動詞がこのような形で

対応しているわけではない。形式的に対応する他動詞のない絶対自動詞もあれ

ば、対応する自動詞のない絶対他動詞もある。後者についてはすでに3．1の（わ

で示した。ここでは、対応する他動詞をもたない自動詞を見る。例えば、「驚く」

は絶対自動詞であり、次のような形で用いられる。

（2）彼が驚いた。

一般に人間が驚くという作用は他人のなんらかの働きかけ、あるいは原因に

よって起こされるものであるが、しかし、（2）ではそのような働きかけや原
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因は文の中に示されていない。この働きかけや原因となるものを（2）の中に

示そうと患えば、少なくとも次の二つの可能性がある。

（3）彼女の言ったことが彼を驚かせた。

（4）彼が彼女の言ったことに驚いた。

（3）はもともと助詞「が」を用いた主語であった「彼」が「を」をとって、

目的語に変わり、新たに加えられた「彼女の言ったこと」が「が」をとり、主

語になった。これに対し、（4）では「彼」があいかわらず、助詞「が」をとっ

ており、原因として新たに加わった「彼女の言ったこと」が単に原因を表す「に」

によって示されているにすぎず、文の構造は変わっていない。つまり、（2）と

比べて、（3）は動詞「驚く」と「彼」の文法関係が変わったのに対し、（4）

はこのような文法関係が変わっておらず、単に原因を示すものが新たに加わっ

ただけである。（2）から（3）への変換は（1）で示した、自動詞から対応す

る他動詞への変換に似ている。日本語では、絶対自動詞の場合、「させる」を

用いれば、このような文法関係の変換が簡単にできる。というよりも、自動詞

が他動詞の「又がYを　Ⅴ（他動詞）」のような用法を獲得するには、「させる」

を用いる以外に方法がない。これを次のように示すことができる。

（5）Yが　Ⅴ　→　Xが　Yを　Ⅴさせる

次の（6）に例示するものは自動詞と使役形はあるが、対応する他動詞はな

い。この場合、使役形が本来の使役の意味の外に、他動詞のかわりに用いるこ

とも可能である。

（6）　　　自動詞

a　　すわる

b　　なく

C　　わらう

他動詞　　　　使役形

すわらせる

なかせる

わらわせる
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d　　つかれる

e　　こまる

f　　くさる

g　　乾燥する

h　　発展する

×

×

×

×

×

つかれさせる

こまらせる

くさらせる

乾燥させる

発展させる

（6）における右側の使役形はYの主体性を尊重し、Yが自らそうする（なる）

ように働きかける場合も、また、Yの主体性を無祝し、Xが直接にYに力を加え

て働きかける場合もある。前者の場合、Yが動作主格、あるいは経験者格とし

てとらえられるが、後者の場合、Yが対象格としてしかとらえられない。例え

ば、aの「すわらせる」は掴iYにすわるように働きかけ、その働きかけをうけ

たYが自らの意志ですわるという指示使役の意味の外に、XがYの意志を無祝し

て、実際にYに力を加えてすわらせるという操作使役の意味もある。後者の意

味は次のような例を用いて示すことができる。

（7）彼をひっぼってすわらせた。

一方、中国語においては、自動詞、他動詞、および使役形における関係は日

本語とかなり異なる。まず自動詞と他動詞における分類の客観的な基準が問題

になる。分類のしかたの一つとしては、目的語をとることができるか否かによっ

て、自動詞と他動詞をわけるという方法がある。前者は一般に目的語をとれな

いが、後者は目的語をとることができる［注7］。また、他動詞の場合、受身

文をっくることが可能であるが、自動詞の場合、それができない。例えば、「打」

（殴る）は「我打他」（僕が彼を殴る）のように、「他」というノ目的語をとる

ことができ、また、「我披他打了」（僕が彼に殴られた）のように、受身文に

もなるが、「坐」（すわる）は目的語をとることができず、また受身文にもな

らない。このようにして、自動詞、他動詞を分けることが可能であるが、日本

語と比べて、中国語の自動詞と他動詞は、形式的に対応していない。多くの場

合は自動詞としても、また他動詞としても用心られる。例えば、「開」、「関」、

「停」、「換」、「増加」などは自動詞としても、他動詞としても用いられる。
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この場合、日本語との自・他動詞の対応は次のようになる。

（8）

a開†

b関†

圭

d換ぐ

開ける

開く

閉める

閉まる

止める

止まる

変える

変わる

上の対応において、中由語の動詞が他動詞として用いられる場合、対応する

日本語の他動詞とくらペて、動作に重きを置いているということがいえる。つ

まり、その動詞だけを用いれば動作性が強調されるが、動作の意図した目的は

必ずしも達成するとは限らない。例えば、「開」などを用いて、「開了、但是

没開閉」（＊開けたが、開かなかった）ということができるが、日本語では訳文

のようにいうのは不自然である。他の動詞においても同じである（3．2を参照

のこと）。

また、次のような動詞は他動詞の用法しかないが、それに結果補語を付加す

ると、自動詞のように用いることも可能である。例えば「送」（送る、届ける）、

「技」（捜す、見付ける）、「郵＼」（捕まえる）、「救」（救う、助ける）などは

（9）a送行李。

荷物を送る（届ける）。

b技犯人。

犯人を捜す（見付ける）。
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Cが＼犯人。

犯人を捕まえる。

d救病人。

病人を助ける。

においては、いずれも他動詞であるが、それに「到」などの結果補語がっくと

日本語の自動詞とも対応する。

（10）a行李送到了。

荷物が届いた。

b犯人技到了。

犯人が見付かった。

C犯人新劇了。

犯人が捕まった云

d病人救活了。

病人が助かった。

しかし、上の文における「送到」などは中国語においても自動詞であるかと

いうと必ずしもそうではない。というのは、結果補語のついたこれらの動詞は

依然として、他動詞の文法的特徴をもっている。したがって、（10）のような

文は目的語の主題化、あるいは「自然受身文」［注8］としてとらえることも

できる。

さらに、日本語の自・他動詞との対応において、日本語では形式的に対応す

るが、中国語では、まったく異なる動詞を用いるということもある。例えば、

（11）a育てる　→　培養（扶養）

育っ　　→　成長

一方、対応する他動詞がなくて、自動詞だけのものもある。例えば、「坐」

（すわる）、「巽」（泣く）、「笑」（笑う）、「活」（生きる）、「酔」（酔う）、
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「発火」（怒る）、「喫驚」（驚く）「累」（疲れる）「成功」（成功する）

など。これらの動詞は自動詞であるから、一般に、「YがⅤ」の形で用いられる0

「笑」（笑う）を例にとれば、次のようになる。

（12）他笑了。

（彼が笑った。）

この文はだれが彼を笑わせたかについては述べていない。中国語では「譲」、

「使」を用いて、他人の働きかけや原因を示すことができる。

（13）説笑話譲他笑。

（冗談をいって笑わせる。）

中国語における（12）と（13）の関係は日本語における（2）と（3）のそれ

と同じである。つまり、もともと自動詞文であったものがそれぞれ、「させる」

と「譲」をっけて使役文に変換させるということである。しかし、先に述べた

ように、（5）の右側の使役文は同時に他動詞の役割をも果たしている。とこ

ろが、この場合、中国語では、「譲」のかわりに、「逗」（引き起こす）とい

う他動詞を用いることもできる。

（14）説笑話逗他笑。

（冗談をいって笑わせる。）

訳文にあるように、この場合、日本語ではやはり「させる」を用いて、「笑

わせる」という。しかし、（12）の「譲他笑」と（13）の「逗他笑」における

違いは前者はY（彼）に対し、笑うように指示することができるが、後者はで

きない。つまり、前者ではYを動作主としてとらえられるが、後者ではYを動作

の対象としてしかとらえられない。例えば、
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（15）我譲他笑了三次。

（彼を三回笑わせた。）

という文は、「私が彼に笑うように三回指示した」意味と「私が三回笑うよう

に彼に指示した」意味があるが、

（16）我逗他芙了三次。

（彼を三笑わせた。）

文では、「我逗了三次」（三回引き起こした）という意味しかなく、「私が一回

引き起こして、彼が三回笑った」という意味はない。すなわち、中国語では自

動詞の前に働きかけを表す他動詞を付加して、Yの動作、状態変化を引き起こ

させることができる。これは上に示した他の自動詞についてもいえる。

（17）a我譲地異

b把他弄巽了。

C（彼を泣かせた。）

（18）a峯他生鼻了。

b墨他生星了。

C（彼を怒らせてしまった。）

（19）a給他多喝点，峯他墜

b給他多喝点坦他星型。

C（彼にたくさん飲ませて酔わせる。）

（20）a堕事業或塾。

b把事業轟墜塾。

C（事業を成功させる。）

（21）a我譲他坐下。

b我拉他坐下。

C（彼をひぼってすわらせた。）
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上の文では、aは自動詞の前に「譲」、「使」（20）を付加した使役文であ

るが、bは自動詞の前に他動詞を付加したものである。しかし、日本語の訳文

は、Cのようにいずれも「させる」を用いている。つまり、中国語では、Yの主

体性を問題にせず、それを動作の対象としてとらえる場合、「譲」のかわりに、

他動詞を用いても可能であるが、日本語の場合はたとえ働きかけの動詞を加え

ても「させる」を用いなければならない。例えば、

（21）彼をひっぼってすわらせた。

という文は実際に「ひっぼる」という働きかけによってすわらせたのである。

この場合中国語では（21）の文を日本語と同様に

（21”）拉他，譲他坐下。

（彼をひっぼってすわらせた。）

ということもできるが、「譲他」を除去して、

（21”）拉他坐下。

ということも可能である。この場合、「譲他」を省いた（2了）は日本語に訳

されても、依然として「彼をひっぼってすわらせた」のように、「させる」を

用いることになる。しかし、日本語の「自動詞＋させる」もこの場合、自動詞

と「させる」が結合すると、あたかも一つの他動詞のようにふるまうのである。

これに関して、黒田（1980）は

（22）aJohn made Mary smile

b太郎が花子を笑わせた。

の両文を比較し、その違いを次のように述べている。
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日本語の使役文では動詞「笑う」は「笑わせた」という複合動詞形のなか

に吸収されて、単語としての独立性をうしなってしまうが、英語の使役文

では、主動詞（使役の動詞）madeと従属文の動詞smileとは、共に、単語

としての独立性を保持している。

主文と従属文の述語が月孝短して単一の語として実現する結果として、日本

語では複文が表面上単文のように外見をとって現れる。上例の使役文（b）

は、あたかも、「笑わせた」を主動詞とする単文のような形をしている。

日本語では「知らせる」、「会わせる」といった動詞はもともとは「動詞一十

せる」であったが、しかし、現在ではすでに使役形として見なされず、三項動

詞としてしかとらえられてないであろう。
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第三章　［注］

［注1］「殺す」は形態的に対応する自動詞はないが、Xの働きかけとYの状態

変化と考えられる。

［注2］形態的に「倒す」は「たお」と「す」のように、語幹と語尾に分けられるが、

しかし、語尾は働きかけを、語幹は状態変化の結果を表すというように

考えることはできない

［注3］　日本語の複合動詞の分類基準については、寺村（1984）参照。

［注4］劉（1983）では動作の完了のみを表すものとして、「完」、「到」など

をあげている。

［注5］Yが有情者の場合にかざる。

［注6］「把」による他動詞文を王力（1959）では処置式と呼んでいる。また、

「把字句」ともいわれる。例えば、劉（1983）。

［注7］自動詞とされるものでも、目的語をとることのできるものがある。例

えば、「笑」（笑う）は「笑人」（人を笑う）のように用いることが

できる。この場合「芙」は他動詞と考えることができる。しかし、次

のような「出国」（国を出る）の「出」（出る）は自動詞である、「国」

は一見して目的語のように見えるが、場所を表すものである。日本語

でも移動動詞「出る」「通る」などは「～を」の形をとるが、自動詞

とされている。

［注8］大河内（1982）参照。
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第4　章　使役兼語式と　それ～こ対応

‾する　日本語の表現

第1章で述べたように、中国語には「‾叫、譲、使」をも含めた「机Vlが2V2」

という「兼語式」があるが、この兼語式の範囲をめぐって諸説がある。この章

では、まず兼語式に関する主な説を概観し、これらの説を踏まえたうえで、兼

語式とはなにか、「机VlN2V2」という兼語式において、Vlがどんなものである

かを構文的及び意味的に見ていくことにする。意味的に使役を表す兼語式を「使

役兼語式」とし、この使役兼語式には日本語のどんな表現が対応するかを見て

いく。以下、まず兼語式に関する諸説を概観することにする

4．1「兼語式」に関する諸説

4．1．1超元任（1980）の「兼語式」

超はNlVlⅣ2V2という形式をとり、しかもⅣ2がVlの目的語であると同時にV2の

主語である文を兼語式とし、兼語式のVlに用いられる動詞として、次のような

ものをあげている。

叫～教（させる）

使　（させる）

譲　（させる）

準，許，準許（許す）

要　（～てほしい、てもらう）

請　（～てもらう、ていただく）

勧　（勧める）

派　（派遣する）
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催　（せかす）

逼　（迫る）

引　（引き起こす）

鼓励　（励ます）

縦應　（唆す）

認　（認める）

選，挙，選挙　（選ぶ）

的　（誘う）



邦（着）（手伝う）

陪（着）　（お供する）

帯（着）　（連れる）

領（着）　（導く）

扶（着）　（支える）

送（送る）

技　（探す）

怪　（～せいにする）

伯　（～と心配する）

喜歓（～を喜ぶ）

埋怨（恨めしく思う）

禁止（禁止する）

超はさらに、受身を表す「披」（される）、「給」（される）、「叫」（さ

れる）、「譲」（される）、及び「帰」（帰する）、「由」（～によって～す

る）、「有」（ある）など、介詞（前置詞）とみなされたものも実は兼語式の

Vlにあたる動詞であるという。こうしてみると、超の兼語式のVlに用いうる動

詞にはかなり多くのものが含まれているが、しかし、注意すべきことは超がこ

こで言っている兼語式は必ずしも使役の意味を表すものではないということで

ある。例えば、「暫」（手伝う）、「陪」（お供する）「帯」（連れる）、「領」

（導く）、「支」（支える）、「善歓」（～を喜ぶ）、「埋怨」（恨めしく思う）、

「有」（ある）などはいずれも使役の意味を表していない。例えば、「帯」（連

れる）の例を見てみると、

（1）哉　整　地　去。

Ⅳl Vl N2　V2

（私が彼を連れていく。）

という文では、形式の上では、「ⅣlV．Ⅳ2V2」であるが、実際にはⅣ1の「我」（私）

はVlの「帯」（連れる）という動作のみならず、V2の「去」（行く）という

動作も行っているのである。つまり、Ⅳ1がVlとのみならず、V2ともかかわって

いる。この点、「叫、譲」と違う。

（2）我聖地去。

（私が彼に行かせる。）

ー153一



という文では、机がVlとのみかかわっており、V2とは関係がない。したがって、

（1）は（1〝）のようにいうことができないが、（2）は（2〝）のようにいえ

る。

（1”）＊我自己不去、整地去。

（＊私自身は行かないが、彼を連れていく。）

（2”）我自己不去些他去。

（私自身は行かないが、彼に行かせる。）

同じことは「陪」、「領」などにもあてはまる。このようなVlは3．3で述べた

他動詞の用法と似ている。一方、「喜歓」（～がすさだ）や「有」（ある）な

どは

（3）我室墜大家釆我家玩。

軋VI N2　V2

（私はみんながうちへ遊びに来るのが大好きだ。）

のように用いられるが、形式の上ではやはり、冊lV．Ⅳ2V2」である。しかし、

Vl「菖歓」はⅣ2に対し、なんの働きかけもしておらず、使役の意味を衰してい

ない。しかし、（1）とは違って、このVl「善歓」（～がすきだ）は1．2．3で述

べた「吟望」（願っている）と同じで、冊2V2」全体を目的語としてとってい

るものである。VlとV2は使役文における原因と結果の関係はみられない。

このように、趣の「兼語式」の範囲はかなり広く、必ずしも使役兼語式と一

致していないのである。

4・1．2　王力（1959）の「逓繋式」

王力（1959）は兼語式という用語を用いず、これを「逓繋式」という。王は

「逓繋式」を次のようにのペている。
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有時候，一次的連繋還未能把意思充分地表達，於是在後面再加声一次的連

繋，以補充未完的意思。我椚把第一次的連繋叫作「初繋」，第二次的連繋

叫作「次繋」。

（第一の連繋で文の意味を充分表せない場合、その第一連繋のあとにさら

に、連繋を一つ付け加えて、その意味を完成させることができる。ここで

第一の連繋を「初繋」（第一述部）といい、第二の連繋を「次繋」（第

二逮部）という。）

王は

（4）ノ弥叫他来。

（あなたが彼に来るようにいいなさい。）

という文において、「孤」（あなた）は初繁の主語であるが、「他」（彼）は

初繁の目的語であると同時に次繁の主語でもあるという。この説明をみれば、

王力のいう「逓繋式」は兼語式とほぼ同様なものだということがわかる。しか

し、実際の分類はやはり異なるのであろう。王は逓繋式を「目的語的主語」（目

的語が主語である文）と「表位為主語」（判断文の目的語が主語である文）と

に分け、前者をさらに甲類、乙類、丙類に分け、丙類をさらに子腰、丑類、寅

類に分類した。この中で使役兼語式に相当するものは甲乙類だけで護の他はい

ずれも使役兼語式とはいえないものである。ここでは、甲類と乙類についてみ

ることにする。王は次繋がある種の要求を述べるものであるとし、次のような

例文をあげている。

（5）一時又些彩霞倒杯茶来。［注1］

（ちょっとたったかと思うと彩霞に命じて、茶を注いでこさせたり、

（6）対不上乗，就些仔儒大爺爺打他的噴巴子。

仁（対句一つなぜできなかったのだろう！）できなければできぬで、

代儒どのに頬っぺたをひっぱたいてもらいましょう。）
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（7）鳳姐栓勢又蔓貢母後日過来者戯。

（驚鳳はいい機会だとばかり、こんどは「あさってお芝居見物にお

出ましになられませんか。」と）

（8）我塾雁両個看宝玉兄弟面上都会開手罷。

（お二人とも宝玉さんのお顔を立てて、それまでということになさっ

てはいかが。）

王は（5）－（8）を同じ逓繋式としながらもV．の意味の違いについては，目

下あるいは同輩に対しては「叫」を用い、目上や尊敬すべき人に対しては「請」

を用い、えん曲なときは「勧」を用いるという。また「叫」、「請」、「勧」

のほかに「打発」（よこす）、「催」（催促する）などをあげている。そして、

王力は「初繋」が許容を表すものとして、「拾」（させてやる）、「許」（許

可する）「叫」（させる）などをあげている。さらに、次のような、人に心理

的な変化を引き起こすものも甲類に該当するとしている。たとえば、

（9）些我意女様才好？這個心便砕了也投人知道。

（私にどうしろというのか！この胸がはりさけようがなにしょうが、

だれもわかってくれぬのだ。）

（10）悪名里人不敬服略？

（これではだれとて感服せずにはおられませんね。）

（11）又型老爺生気。

（またまたお父君のお腹立ちを招きかねませんからね。）

（12）又着実称賛秦鐘的人品行事最壁人燐愛。

（秦鐘の人柄や振舞がどんなに好もしい感じを与えるかをべたぼめ

にはめちぎるのでした。）

以上はいずれも甲類に属するものであるが、この甲類の逓繋式は使役兼語式

に相当するもので参る。一方、乙類は次繋がある名称を述べるものであるとし、

次のような例をあげている。
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（13）他椚些林黛玉倣痛湘妃子。

（彼らは林黛玉を面湘妃と呼ぶ。）

（14）整石頭記為情僧録。

（『石頭記』を改めて、『情僧録』としました。）

（15）只得要墜滴湘妃子為魁了。

（二痛湘妃子を首位に推すのはまず文句のないところでしょうね。）

（16）聴説那位太太、太爺椚塾了我椚倣小老婆？

（ぜんたいどこの奥方さまや殿様がたがわたしたちを妾になさった

という話をお聞きになりまして？）

（17）果然王夫人己認了辞宝琴倣幹女児。

（なるほど探春のことばどおり、奥方の王氏は宝琴を自分の義女に

していて、…）

王は乙類は甲類と形式上は近似し、ただ、前者は「次繋」がある具体的行為

を表すものであるが、後者は抽象的な意味を表すものであると指摘する。例え

ば、

（18）他叫木匠倣一張兵子。

（彼は大工に机を造らせる。）

（19）他椚叫林黛玉倣廟湘妃子。

（彼らは林黛玉を痛湘妃と呼ぶ。）

では、形式上は（18）の「木匠」（大工）は「叫」（させる）の目的語である

と同時に、「一張貞子」（机）の主語でもある。同じように（19）の「林黛玉」

も「叫」（呼ぶ）の目的語であると同時に、「倣痛湘妃子」（痛湘妃子になる）

の主語でもあるが、しかし意味の上では、（18）の「倣」は具体的行為を衰す

が、（19）のそれは抽象的な意味を表すものであるという。言い換えれば、（18）

の「倣」はⅣ2の行う動作を指し、（19）の「倣」はⅣ2の身分の変化を表してい

る。こうしてみると、王の逓繋式も超の兼語式と同じようにその範囲がかなり

広い。上にあげた王の逓繋式のうちに、使役の意味がないものも含まれている。
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つまり、兼語式がすべて使役とは限らないのと同じように、逓繋式もすべて使

役とは限らない。

4．1．3　呂扱湘の「致使句」（1956）及び「兼語式」（1980）

呂叔湘（1956）では古語の例を多く引用し説明しているが、ここでは主とし

て、現代語に重点を置いて紹介するが、古文の例も多少ある。呂は兼語式でも

なければ、逓繋式でもなく、「致使句」という用語を用いている。「致使句」

はその名の通り、使役の意味を表すものである。したがって、兼語式、逓繋式

と比べて明らかに使役の意味が前面に現れているといえる。それでは呂のいう

致使句とはどんなものであろうか。呂は古文では「使、令」を用い、話し言糞

では「叫（教える）」などを用いるとし、現代語の用例については次のような

ものをあげている。

（20）我剛些他買柴去了，イ筑要墓地倣什女。

（私は今後に柴を買いに行か旦たが、あなたは彼になにをLに行か

せるっもりですか。）

（21）只照着我的話倣去、包管些坪満意。

（私の言う通りにやれば、君を満足させること請け合いです。）

呂はこれらの致使句の文において、「叫、差」などの動詞（Ⅴ．）はそのあと

の「止詞」（Ⅳ2）にある動作、もしくは変化を起こさせる意味をもっものであ

るので、名詞のみならず、名詞のあとにさらに動詞（V2）を付け加えることも

できるという。呂はこの「致使句」において、ガ2に動作、変化を起こさせる動

詞（Vl）として、上にあげた「叫、差」のほかに、「勧」（勧める）、「請」

（～てもらう）、「禁」（禁止する）、「阻」（阻止する）、「∵任」（まかせ

る）、「従」（従う）などをあげている。呂はこれらの動詞が致使句に用いら

れるときに、構文上は同じであるが、意味の上では、「禁、阻」は「反面的致

使」（反対の意味の使役）を表し、「任、従」は「中立性的致使」（ニュート

ラルな使役）を表すとし、動詞によって、使役の意味が違うことを指摘した。
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これらの致使句はおおむね使役兼語式と王の甲類に相当するが、致使句を「反

面的致使」（反対の使役）「中立的致使」（ニュートラルな使役）などのよう

に分けて考えるのはほかの説に見られないものである。呂は「使、令」などは

止詞川2）に動作のほかに、変化をさせることも可能であるため、止詞のあと

に形容詞をっけることもできるという。たとえば

（21）五色登人目盲，玉音全人耳聾，五味全人口夷。

五色は人を盲目にさせ、五書は人の耳を聞こえなくなるようにし、

五味は人の味覚を悪くする。

（色が多いとかえって見えなくなり、書がたくさんあるとかえって

聞こえなくなり、味が多いとかえって味覚が分からなくなってし

まう。）

これをⅣlVlⅣ2V2Ⅳの構文でとらえなおしてみると、V2のかわりにA（形容詞）

が用いられ、ⅣlVlⅣ2Aの構文も可能だというわけである。

呂はさらにⅣ2に動作ではなく変化をもたらす致使句として、Ⅴ．が「封、拝、

推、挙」であり、しかも変化が名詞によって表わされる文をあげた。例えば、

（22）我椚挙鱒倣会長，好不好？

（我々はあなたを会長に選ぶ。よろしいでしょうか。）

（23）呉起嬰斉女為妻。

（呉起は斉の女を妻にする。）

この二文は王の乙類の逓繋式とほぼ同じものを指すものと思われる。一方、

呂扱湘（1980）は兼語式という項目を立て、これをA、B、C類の三っに分けて

いる。

A類はⅤ．が使役の意味を表し、V2がVlの結果あるいは目的を表すものであり、

よく用いられる動詞（Vl）として、次苦のようなものをあげている。「派、留、

使、叫、譲、勧、逼、催、請、要、托、求、号召、組織、発動、阻止、命令、

動員、禁止」など。このA類は胡・文の使役兼語式に相当する。
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B頬はVlは称賛もしくは叱取った意味を表し、†2はその原因を表す0Vlと

して、「愛」（愛する）、「感謝」（感謝する）、表揚（はめる）、「恨」（恨む）

などの動詞があげられている。

C類はVlは供与の意味を表す動詞であり、「双賓語」（二重目的語）のよう

な文であるとし、次のような文をあげている。

（24）小紅把書交［給］梶婿保存唱。

（紅ちゃん本をお母さんに預かってもらおう。）

呂扱鮎のA、B、C類の中で、Aだけを使役の意味をもっものであるとしてい

る。

このように見ると、担元任の「兼語式」、王力の「逓繋式」、さらに呂叔湘

の「致使句」、「兼語式」などは机VlN2V2という形式におけるVlの動詞につい

ての認定において出入りがあり、一致していないことが分かる。

4．1．4　胡、文の「兼語式」の四つの基準

一方、朗、文（1957）は使役の意味を表す「机VlⅣ2V2」形式と使役の意味の

ない「NlVlⅣ2V2」とを区別し、前者のみを兼語式という。したがって、胡、文

の兼語式は実際には、使役兼語式のことをさしていると理解してよい。胡、文

の説についてはすでに1．2．3で紹介したので、ここでは、鯛、文のいう兼語式

に必要な四つの条件を示しておくことにとどめる。

1）　Vlが使役の意味を表す。

2）　机Ⅴ川2V2のうち、VlとⅣ2との問に他の成分を付け加えたり、ポー

ズを置いたりすることが不可能である。

3）　ⅣlVlⅣ2V2のⅣ2V2をⅣ．Vlの前に移動し、Ⅳ2V2机Vlのように、置き換

えられない。

4J vlの動作とV2の動作との結び付きが強ぐ、原因と結果の関係にあ

る。

一160－－



これにしたがうと、使役兼語式の範囲はかなり狭められ、少なくとも次のよ

うな動詞が使役兼語式のVlということになる。

（25）使　（～させる）

追使（余儀なくさせる）

迫（迫る）

托（託する）

唆使（唆す）

打発（よこす）

催（せかす）

推挙（推挙する）

請（～てもらう）

求（せがむ）

勧（すすめる）

命令（命令する）

叫　（させる）

促使（促す）

敦使（至らせる）

強迫（むりやりにさせる）

委託（頼む）

派（派遣する）

差（よこす）

選（選ぶ）

提抜（抜擢する）

請求（お願いする）

要　（～てほしい）

鼓励（励ます）

村村（言い付ける）

譲　（させる）

これらの動詞は王力の逓繋式の甲類、乙類に相当し、また呂奴湘の致使句や・

兼語式のA類にもあたるものである。NlV凋2V2という構文の中で、これらの動

詞は「叫、譲、使」と同じように、Vlのところに現れると、使役兼語式として

みなすことができる。しかし、それぞれの意味特徴をもっていることはいうま

でもなく、構文的にも同一の性質のものではなく、いくっかのグループにわけ

られる。従来の研究において、これらの使役動詞を他の兼語式と区別して扱う

ことがあっても、これらの動詞の問における違い、とりわけ構文的違いについ

ての言及はあまりなかった。次の4．2では、これらの動詞の構文上、意味上の

違いを考察する。
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4．2　使役兼語式における使役動詞の構文的特徴

この節では、主として先にあげた、机VlN2V2という使役兼語式におけるそれ

ぞれの使役動詞の問にある違いを構文上から見ていくことにする。Yの動作の

実現を含意するかしないかという観点からみると、使役兼語式における使役動

詞をYの動作の実現を合意する種類のものと合意しなくてもよい種類のものに

分けられる。次はまず前者の場合を考える。

4．2．1Yの動作の実現を合意する使役動詞と合意しない使役動詞

4．2．1．1Yの動作の実現を含意する使役動詞

この種の使役動詞には、まず「使」があげられよう。前述のように「叫、譲」

を用いられるが、「使」を用いられない文がある。例えば、「私が彼を行かせ

た」という意味では、

（1）我叫／譲他去了。

はいえるが、

（2）＊我使他去。

はいえない。これは、「叫、譲」を用いる使役文はXがYに指示し、命令してあ

ることをするようにしむけ、Yがその指示にしたがい自分の意志でそのことを

行う場合に用いられるのに対し、「使」による使役文はそのような意味におい

ラ璧われず、Xのことばによらない働きかけの結果や影響を受けた形で、Yが自
分の意志によらずに、ある作用をおこすようになった場合に用いられるためで

ある。前者のV2は自分の意志で左右できる意志性動詞であり、後者払V2は一般

に非意志性動詞である。したがって、V2が次のような非意志性動詞の場合、「使」

を用いて表すことが可能である。
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（3）我的講堂他撮喫驚。

（私の話が彼をびっくりさせた。）

しかし、Yの動作、作用の実現を含意するかしないかという点において、（1）

と（3）は違う。（1）は必ずしも「彼が行った」ということを合意しないが、

（3）は「彼が驚いた」ということを合意する。これは、「叫、譲」を用いた

（1）は、XとYがともに有情者であり、V2が自分の意志で制御できる動詞であ

るため、XがYに対し、働きかけが行われたが、Yがその指示にしたがわず、動

作を行わなくてもよいが、「使」を用いた（3）はXが非情物でYが有情者であ

り、V2も自分の意志で制御できない動詞である。前者は原因であり、後者は結

果である。このような原因使役文において、原因だけが先行し、結果が伴わな

いことはありえない。したがって、次に示すように、（1〝）は自然な文である

が、（3”）は不自然な文である。

（1”）我叫／譲他去了，但是地役去。

（3”）＊我的話使他撮喫驚，但是他没喫驚。

この「使」と同じように、「促使」、「致使」も一般に意志性動詞とともに

用いられない。例えば、

（4）a＊我壁壁他去。

b＊我墾壁他去。

（彼を促して行かせた。）

はいえない。この二っの動詞は実際に「使」と同様、Xが非情物の事柄であり、

Yが有情者の場合七用いられる。

（5）正是由於此事，壁壁他研制成功「斑禿丸」，給港内外脱毛患者帯来

福音。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『人』

（まさにこあことのために、彼が「斑禿丸」（脱毛丸）の開発に成

功した。このことは国内外の脱毛患者に福吉をもたらした。）
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（6）是什史壁塵傑献策走上犯罪道路？

（なにが侶献策を犯罪の道へ走らせたのか。）

同上

（7）建国以来，由於物価長期凍結，致使人椚養成了一種習慣心理ゝ以為

物価不変就好。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同上

（建国以来、長い間物価が凍結されていたため、物価の変動さえな

ければよいというものの考えかたが人々の心の中に芽生えるよう

になった。）

（8）他的這壁作品在社会上造成大量混乱，墾塵棍多不明真相的読者誤認

為中国共産党真的“腐敗”“堕落”了。　　　　　　　　　同上

（彼の作品は社会に混乱をもたらした。そのため、事実関係のわか

らない多くの読者が中国共産党は本当に「腐敗」「堕落」したの

かと信じこんでしまった。）

（5）－（8）においては、「促使」、「致使」がそれぞれ用いられているが、

Xがいずれも原因を表す事柄である。YがXの影響をうけて、ある作用をおこす

ようになるが、このような作用はYの意志によって行うことができない。した

がって、この場合原因となる事柄が発生すると同時に、結果も現れるのが普通

である。この点、次の4．2．上2で述べる使役動詞と異なるのである。

このように構文的に「捉使」、「致使」は「使」と同じふるまいをするが、

しかし、語い的意味まで同じかというとそうではない。それぞれの動詞に意味

の違いが見られ、「促使」を用いる場合はYが原因となるXにかき立てられて、

ある動作、作用を行ったという意味が強いが、「致使」を用いる場合は結果と

して至らせたという意味が強い。いずれにしても「使」の意味をより具体化し

たものであり、「使」の下位概念であるといえる。したがって、（5）－（8）

の文において、「促使」、「致使」のかわりに、「使」を用いてもよい［注2］

が、逆は真ではない。例えば、「使」を用いて

（9）a那件事墜他棍傷心。

（そのことが彼を悲しませた。）
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のようにいうことができるが、「使」のかわりに、「促使」、「致使」を用い

て表すことができない。

（9）b＊那件事壁壁他根傷心。

C＊那件事致使地役傷心。

－ト一方、Xが非情物あるいは事柄で、Yが非動作性動詞の場合、「叫、譲」でも

Yの動作、作用の実現の結果を合意する。

（10）那件事些／垂他感到棍為難。

（あのことは非常に彼を困らせた。）

（10）では、「彼が非常に困った」ということを合意するため、次のように

いうことはできない。

（10〝）＊那件事里／蔓他感到眼為軌但是他不為難。

（＊あのことが非常に彼を困らせたが、彼は困らなかった。）

これらの使役動詞の関係を示すと次のようになる。

使
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4．2．1．2　Yの動作の実現を含意できる使役動詞一一一一一一合意する場合としな

い場合

中国語においては、数の上から見れば使役兼語式におけるYの動作・作用の

実現を合意しなければならない使役動詞はむしろ少なく、Yの動作・作用の実

現を合意しなくてもよい使役動詞が多い。4．1における（25）で示した動詞の

中で、4．2．1．1で見た使役動詞以外はほとんど、結果を合意しなくてもよいも

のである。この種の使役動詞としては、まず「叫、譲」があげられる。例えば

（11）我墜他買那本書、但是他没買。

（彼にあの本を買うようにいったが、彼は買わなかった。）

文は、犬の働きかけは実現したが、Yの動作はまだ実現していない。これを（11〝）

のように、「買」（買う）のあとに完了の「了」を入れてはじめてYの動作の

実現を合意する。

（11〝）＊我垂他買工那本書、但是他没買。

（＊彼にあの本を買わせた’が、彼は買わなかった。）

（11”）はYの動作を含意しているから、「但是他没買」（彼は買わなかった）

というYの動作の実現を否定する後続文が続くと不自然な文となる。「譲」と

同じように、「請」、「委託」なども、Yの動作の実現を合意する場合と含意

しなくてもよい場合がある。次のような例文においては、Yの動作を必ずしも

合意しない。

（12）我墓地罠書，但是地役買。

（彼に本を買うように頼んだが、彼は買わなかった。）

（＊彼に本を買ってもらったが、彼は買わなかった。）

（13）我委託他投票，但是他没投。

（彼に投票するようにお願いしたが、彼は投票しなかった。）
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（＊彼に投票してもらったが、彼は投票しなかった。）

（12）、（13）では、それぞれ「彼が本を買った」、「彼が投票した」、とい

うことを含意するとは限らない。しかし、同じ動詞を用い、V2の後に完了を表

す助詞「了」を付加すれば、V2の動作の実現を合意することになる。

（14）欧州中期天気予報中心也蔓我去作工学術報告。　　　　『人』

（ヨーロッパ中期天気予報センターにも頼まれ、学術報告を行った。）

（＊ヨーロッパ中期天気予報センターも私に学術報告を行ってもらっ

た。）

（15）暫時不在北京的担紫陽，陳雲，影真等専門変造他人投ヱ票。『人』

（しばらく北京にいなかった超紫陽、陳雲、彰真などはわざわざ人

に頼んで、投票してもらった。）

（14）、（15）では、V2の後に「了」があるため、Yの動作の実現を合意して

しまう。すなわち、（14）では「私が学術報告を行った」、（15）では、「他人

が投票をした」ということになる。

このことから、「請」、「委託」などは「叫、譲」と同様にXの働きかけが

実現して、Yの動作が実現しなくてもよいが、V2のあとに「了」が付いたとき

にのみ、結果を含むことになるということがいえる。これは「強迫」（むりや

りにさせる）、「唆使」（唆す）、「托」（託する）、「派」（派遣する）、

「打発」（よこす）、「選」（選ぶ）などにもあてはまる。例えば、「強迫」

を用いた次の文においては、、aはYが動作をしたが、bは動作しなかったという

状況を表している。

（16）a警察墾星他写検討，但是他投写。

（警察が彼にむりやりに始末書を書かせようとしたが、彼は書か

なか笑た。）

b警察墾些他写工検討。

（警察が彼にむりやりに始末書を書かせた。）
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同じように次の（17）においても、aはXの働きかけが行われたが、Yの動作

は行われなかったという状況を表し、bはXの働きかけのみならず、Yの動作も

行われたという状況を表している。

（17）a、我椚整地参加会議，但是他没去。

（我々は彼を会議に行かせようとしたが、彼は行かなかった。）

b我椚整地参加工会議。

（我々は彼を会議に行かせた。）

このように、Yの動作の実現を含意するかしないかという点において、上の

動詞は「叫、譲」と同様である。

一方、NlVlN2V2という形式において、V2の後に完了の助詞「了」を付加でき

ない使役動詞、つまりYの動作を含意しない使役動詞もある。次はこの種類の

使役動詞について考える。

4．2．1．3　Yの動作を含意しない使役動詞

上の動詞と違って、次のような動詞は一般にV2のあとに完了の「了」が現れ

ない。例えば、「要求」（要求する）を用いて

（18）我要茎＿他参加這次考試。

（私が彼に今度の試験を受けるように要求する（した）。）

ではよいが、V2「参加」の後に「了」をっけて表すことができない。

（19）＊我要塞他参加壬這次考試。

（？私は彼に要求して今度の試験を受けさせた。）

（18）はV2（参加）のあとに「了」がないため、当然Yの動作はまだ実現（彼

が試験を受けた）していない（働きかけがまだ実現していない場合もありうる）
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という意味になる。この点は先に見た使役動詞と似ている。しかし、先の動詞

と違って、V2のあとに完了の「了」を付加することはできない。（19）のよう

に「了」を付加すると不自然な表現となる。つまり、この「要求」という動詞

は一般にYの動作の実現を含意できないということがいえる。この種類の動詞

には「請求」（お願いする）、「求」（せがむ）、「鼓励」（励ます）、「催」

（せかす）などがある。例えば、「請求」を用いた（20）では、aは自然な文

であるが、bは不自然な文である。

（20）a我蔓基地参加会議。

（彼に会議にでるようにお願いする。）

b＊我蔓基地参加工会議。

（彼にお願いして会議に参加してもらった。）

同じように「鼓励」を用いた（21）の文も、aは自然な文であるが、bは不自

然な文である。

（21）a我墜塾他考東大。

（東大を受けるように彼を励ました。）

b＊我墜塾他考了東大。

（＊彼を励まして、東大を受けさせた。）

これらの動詞はXがYに対し、あることをするように要求するが、Yがその動作

を行うか否かは問題にしないのである。

このように見ると、ⅣlVlⅣ2V2という構文において、Yの動作の実現を含意す

るかしないかという点からみれば、Vlに当たる使役動詞は基本的に三つのグル

ープに分けられる。以下、これを示そう。

a　基本的にYの動作を合意するタイプ、「使」、「促使」、「敦使」な

どである。

b Yの動作を合意する場合としない場合があり、V2のあとに完了の「了」

が付加すれば、Yの動作を合意できるタイプ、「叫、譲」、「強迫」、
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「唆使」、「請」、「托」、「派」、「提抜」、「打発」、「選」な

どである。

C　基本的にYの動作を含意しないタイプ、「請求」、「催」、「要求」、

「鼓励」などである。

一一方、基本的にはC類の動詞に属するが、場合によってはV2の後に「了」を

付加して、Yの動作が行われたということを表しうる動詞もある。例えば「柑耐」

（言いっける）は次の実例がある。

（22）・‥‥・座塑老婆準備了如親手砲製的酒糟肉和松花蛋一一一一一這両様都是

老唐最愛喫的。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『悠』

（妻に言いっけて、手製の酒糟肉と松花蛋－一一一一これは老唐の一番の

好物だった一一一一を準備させた。　　　　　　　　　　　　　竹中訳

また「勧」■（勧める）についても、、次のような文脈においてはいえそうで

ある。

（23）？我塾他買壬一件紅的毛衣。

（彼に勧めて、赤いセーターを買わせた。）

この文は人によって判定の分かれるところであろう。同じように次の「命令」

（命令する）を用いた（24）も自然とやや不自然というふうに、人によって判

定が分かれているのである。

（24）？ 了告良季長連合命長団

ふ
〃長隊達（

前線的情況。

して前線の情況を報告させた。）

もし、この三つの動詞「ロ分可動、「勧」、「命令」が（22）、（23）、（24）

において可能であり、かっ多くの他の文にも用いられるのなら、b類に所属さ

せても問題がないのであろう。
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4．2．2　ムードを表すことばとの関係について

4．2．1で行ったa、b、Cの分類はYの動作を含意するかしないかの観点によるも

のであるが、この小節ではムードを表すことばを補文にとるかとらないかの観

点から、それぞれの使役動詞における違いを見ていく。

この観点から見ていくと、使役兼語式におけるVlはムードを表すことばを構

文にとることのできる動詞と、ムードを表すことばを補文にとることのできな

い動詞の二種類に分けられる。次はまず前者から見ていこう。

4．2．2．1ムードを表すことばを構文にもっことのできる使役動詞

中国語においては、「別（不要）」（するな）、「快」（早く）［注3］な

どは話者の態度を直接に表すものであり、ムードの一つとされている。－一一一般に、

相手に向かって発話する場合に用いられる。例えば、

（25）a（侃）型去。

（君は行くな。）

b（侭）匪去！

（早く行け。）

などは、柏手に対する命令、あるいは禁止を表す表現である。使役兼語式にお

ける使役動詞の中にこのような話者のム▼一一ドを保ったままの命令表現を構文に

もっことができるものが多数ある。例えば、「叫、譲」を用いて、次のように

いうことができる。

（26）a我些（譲）他別去了。

（彼に行くなといった。）

b我叫（譲）他快去。

（彼に早く行くようにいった。）
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（26）の文には、話者の態度を表す「別」、「快」のことばがそのまま入っ

ており、命令文である（25）が構文として用いられていると考えられる。つま

り、（25）の「a（條）別去。」、「b（朝9快去」という直接命令文がそのまま

「叫（譲）」の後宣付加され、第二人称の「イ節」（あなた）が第三人称の「他」

（彼）に変換しただけである。「命令の間接化」といわれる所以である。次にあ

げる（27）aも命令文であるが、人称を変えれば、（27）bのように「叫（譲）」

の補文になることが可能である。

（27）a（イ㌫）軽重里子。

（しっかりやりなさい。）

b我叫（譲）他好好地干。

（彼にしっかりやるようにいった。）

このようなムードを表すことばを輔文にもつことのできる動詞には、4．2．1

でみたb頬の一一部（「請」など）やC類のもの（「要求」、「求」、「催」、「鼓

励」）があげられる。例えば、「請」を用いて、次のようにいうことができる。

（28）a我請他別去。

（彼に行かないようにお願いした。）

b我墓地墜去。

（披にはやくいくようにお願いした。）

同じように、上にあげたC類の使役動詞もこのような文をっくることができ

るが、ここではいちいちあげることをせず、「催」による例文を掲げておくに

とどめる。

（29）我墜他堕卓。

（はやく行けと彼をせかした。）
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4．2．2．2　ムードを表すことばを構文にもつことのできない使役動詞

一方、上の使役動詞と違って、ムードをたもったままの命令文を補文に含ま

ない動詞もある。例えば、先にみたa類の動詞はこの種の命令文を構文にもっ

ことができない。

（30）a＊我使他型喫。

（彼に食べるなといった）

b＊我使他姓喫。

・－（披にはやく食べなさいといった。）

のような表現は不自然なものである。また、b類の動詞でも「強迫」などは「‾別」

や「快」とは共起しない。例えば、

（31）称別承認錯誤。

（あやまちを認めるな）

という文に対し、（27）のように人称だけを変え、「別」をそのまま文に残し

ておくことはできない。

（32）＊我強迫他別承認錯誤。

（彼に過ちを認めるなと強要した。）

（32）は非文であり、同じように「快」を入れた（33）の文も非文である。

（33）＊我墾迫他墜承認錯誤。

（彼に早く過ちを認めるように強要した。）

このように「強迫」は「要求」などと違って、ムードを表すことばを補文の

なかに含むことができない。，【派」による使役兼語式も同様である。例えば、

ユ73



（34）a＊我丞他型去参加会議。

（＊彼を会議に出席しないように派遣した。）

b＊我丞地区去参加会議。

（？彼を早く会議に出席するように派遣する。）

この種の使役動詞にはほかに∴W唆使」、「打発」、「選」、「提抜」、「推挙」

などがある。これらの動詞も使役兼語式のVlに用いられる場合、構文にムード

を表すことばが入らない。例えば、

（35）a＊他墜壁孫子坦佑東西。

（＊彼が子供にものを盗まないように唆した。）

b＊地盤壁孫子墜備東西。

（？彼が子供に早く物を盗むように唆した。）

（36）a＊他重工登小王型去。

（＊彼が王さんを行くなとよこした。）

C＊他姓畳中主墜去。

（＊彼が王さんを早くいくようによこした。）

上の文はいずれも不自然な文である。このようにムードを表すことばを補文

にもっことができるかどうかの観点からみれば、使役兼語式におけるVlは二種

類に分けられ、一つは4．2．2．1で述べたような、ムードを表すことばを補文に

もっことのできるものであり、もう二つは4．2．2．2で述べたような、ムードを

表すことばを構文にもっことのできない使役動詞である。前者をィ、後者をテ

で表すと、それぞれ次のようになる。

（37）

イ　「叫＿」、「譲」、「請」、「要求．、「請求」、「催」、「鼓励」、

「命令」、「勧」、「材呵」など。

ア「使」、「促使」、「強迫」、「唆使」、「派＿工「打発」、「選」、

。‾提抜」、「推挙」など。
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このア、イの使役動詞と、4．2．2．1で分類したa、b、Cの使役動詞とをまとめ

て示すと次の通りである。

（38）

a　　「使」、「促使」、

br
」、「唆使」、「竿丁
、「叫」、「譲

C－「要求」、「求」、 二「ィ

以上見てきたように、使役兼語式におけるⅤ．は構文的には必ずしも同じでは

ない。（39）で示すように、Yの動作の実現を合意し、しかもムードのことばを補

文にもてない左側の使役動詞の場合はYの動作が結果としてとらえられるのに

対し、Yの動作の実現を含意せず、しかもムードのことばを補文にもっ右側の使

役動詞の場合はXの働きかけに重きが置かれ、Yの動作が目的である。したがって

右側の使役兼語式を「目的使役」とみなすことができる。そして、中央に位置

する使役動詞はYの動作が結果と目的のいずれの場合にも用いられる。

（39）

結果 く　　　　　　　　　　　　　 ヲ目矧

l

！

l　 a
b

l
C

t

Yの動作の実現を含意

！

十 L ト

ムー ドのことばを

二簿
．．構文に もっ

－

す
ぎ　　 十

ア イ
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4．3　使役動詞における意味上の違い

以上、兼語式における使役動詞の構文上の違いを見た。この節では主として

これらの使役動詞の意味上の違いを述べることにする。先にYの動作の実現を

合意する「促使」、「致使」などは「使」の下位概念であることを述べたが、

これと同じように、「強迫」などの使役動詞は「叫、譲」と比べると、その意

味範囲はせまい。第2章で述べたように、「叫、譲」による使役は誘発、許容

のいずれにも用いられる。さらに、誘発使役において意志尊重と意志無視、ま

た、許容使役において許可と放任のいずれにも用いられるのに反して、これら

の使役動詞による使役兼語式はこれらのうちの二っの意味しか表さず、誘発、

許容の意味をすべて含むことはできない。いいかえれば、これらの使役動詞は

「叫、譲」によって表されるXとYの関与のしかたを員休化したものである。以

下、代表的ものをいくっか見ることにする。

4．3．1「強迫」（むりやりにさせる）

「強迫」はXがYにある動作をするように働きかける点では「叫、譲」と同じ

であるが、Xの働きかけのしかたという点においては「叫、譲」と異なる。次

の例文を見よう。

（1）a地主墾迫農民干活。

（地主がむりやりに農民を働かせる。）

b地主峯農民干活。

（地主が農民を働か旦亙。）

C地主墾峯農民干活。

（地主がむりやりに農民を働かせる。）

aとbにおいて、いずれも地主（Ⅹ）が農民（Y）に働くように働きかけるが、

「強迫」（強制する）を用いたaは強制的であり、「譲」（させる）を用いた

bは非強制的である。Cのように「譲」使役文に「硬」（むりやりに）という
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副詞をいれると、ほぼaと同じように、強制的意味を表すことになる。したがっ

て、この「強迫」の意味を

（2）XがYを強制して～させる

のように示すことができる。

「強迫」を用いた（1）aはXの働きかけは強制的でなければならないが、こ

れに対し、「譲」を用いた文はXの働きかけは強制的であっても、非強制的で

あってもよいのである。「強迫」による実例を一つかかげておく。

（3）現在我才知道，那是他墾迫叔父答応他的。　　　　　　『老』

（やっとそれが分かったんだが、張さんは叔父を脅迫して、を旦至

りに承諾させたのだそうだ。）　　　　　　　　　　　竹中訳

「譲」と「強迫」との問にあるこのような違いは他の使役兼語式のVlとの問

にもあてはまる。

4．3．2　「唆使」（そそのかす）

「唆使」はXがYにあることをするように働きかける点では「譲」と同じであ

る。しかし、関与のしかたでは、「唆使」（そそのかす）はYに悪いことをす

るように働きかける場合にしか用いられない。例えば、次の（4）は自然な文で

あるが、（5）は不自然な文である。

（4）他経常墜昼中該干壊事。

（彼はいっも子供をそそのかして、わるいことをさせる。）

（5）＊他経常唆使小技干好事。

（？彼はいっも子供をそそのか！
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4．3．3　「托」（たのむ）

「托」はXがYに頼んで、あることをしてもらうときに使う表現である。例え

（6）明天把那瓶睾進城去，堕麻姑父売出去。　　　　　『老』

（お前明日この花瓶を持って城内にいって、お前の伯父さんに重量

で売ってもらいなさい。）　　　　　　　　　　　　竹中訳

ば、

この「托」によって表される意味は、（6）のように、XがYに対し了頼む」

という働きかけを行い、その働きかけを受けて、Yがあることをするというも

のである。しかし、「譲」と違って、YがXに頼まれることはXとなんらかの関

わりを持っていなければならない。例えば、

（7）堕他照看我的孫子。

（彼に頼んで、私の子供の面倒をみてもらうこ）

のように、「子供」がXのものならいえるがJ

（8）a？廷他照看他自己的孫子。

（彼に垂友軍、彼の子供の面倒をみ王立旦i。）

b譲他照看他自己的該子。

（彼に彼の子供の面倒を見させる。）

のように、「子供」がYのもので、Xと関係のない場合、不自然な表現である。

これに対し、「譲」を用いたb文は自然な文である。

4．3．4　「命令」（命令する）

「命令」は－一般に上のものが下のものに対する働きかけの時に用いられるの
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が普通である。一般に軍隊で上官が兵士に命令するときによく用いられる。

（9）連長重畳．排長報告情況。

（中隊長が小隊長に命令し、情況を報告させる。）

「強迫」を用いた文では、YのいやがることをXが強要しようとするという意

味であるが、「命令」の場合、このような意味合いはない。命令されたYが喜

んで動作を実行することも可能である。例えば、

（10）＊我強迫他去的時候他高興地去了。

（？彼に行けと強要したら、彼は喜んでいった。）

（11）我命令他去的時候他高興地去了。

（行けと命令したら、彼が喜んで行った。）

「強迫」を用いた（10）は不自然な文であるが、「命令」を用いた（11）は

自然な文である。

4．3．5　「請」（～てもらう）

「請」は「強迫」とくらべて、掴iむりやりにごう慢な態度でYにある行為を

するようにしむけるのではなく、低い姿勢で頼む場合に用いられる。日本語の

「てもらう、ていただく」と対応することが多い。例えば、

（12）我還欠一息，喝完酒量大贈熱熱的，酸酸的，粗鍵的給口白椚作三碗

飯‥‥‥。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『老』

（できましたら、もう一本お顔いしたいですな。それから酢と胡農奴

をよくきかせたスープを三杯ほど用意していただきたいですな。）

竹中訳

ところが、XとYのとる人称に関しては、中国語と日本語とやや異なる。これ
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については、4．4．1で触れることにする。

4．3．6「求」（せがむ）

「求」は「請」とくらべてXがYに働きかけるときの姿勢はさらに低く、XがY

にせがむような場合に用いられる。したがって、「請」は

（13）蔓他到我家釆玩。

（彼に家に遊びに来てもらう。）

のように、軽い気持ちでYにある行為をするようにしむける場合にも使えるが、

「求」はこのような場合は用いられない。「求」は「せがむ」ような気持ちで

相手にある動作、作用をするように頼む場合に用いられる。

（14）茎那位善人倍給我叔父鎧還老張，我情戯給善人当埠女。■紅老』

（あの善人様にお願いして、叔父様に張さんに返すお金を貸してい

ただき、そのかわり、あたしがあの善人様の女中になって‥‥‥

竹中訳

4．3．7「選＿！（選ぶ）

「選」を用いる使役兼語式においては、V2は一般に「当」（なる）、「倣」

（なる）のような動詞が普通である。例えば、

（15）我椚墾他当（倣）会長。

（我々は彼を会長に選ぶ。）

の皐うに用いられるが、これ以外の動詞を用いると、次のような意味的に不自

然な文が出来てしまう。例えば、
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（16）＊我選他喫。

（＊私は彼を選んで食べさせる。）

っまり、「選」を用いる使役兼語式はXがYを選んだ結果、Yがなにかになった

という意味を表し、XがYに指示し、あることをさせるという意味ではない。こ

の「選」とほぼ同様な使役動詞には、「推挙」（推挙する）「提抜」（抜擢する）

がある。この二つの使役動詞もV2は「当」、「倣」を用いるのが普通である。

（17）我椚墜里他当代表。

（我々は彼を代表に推す。）

（18）総経理竪墜他当科長。

（社長が彼を課長に抜擢した。）

以上、中国語の使役動詞における語い的意味の違いについて簡単に述べた。

これはそれぞれの動詞のもっ語い的意味をすべて網羅的に記述したものではな

い。これらの動詞における違いは語い的なものとしてとらえられ、他の多くの

使役動詞との間にも見られる。しかし、ここではこのような語い的な違いにつ

いてはこれ以上言及しない。次は日本語の「～てもらう、～ていただく」と「～

ようにいう」構文を見ることにしよう。

4．4　日本語の「～てもらう、ていただく」、「～ようにいう」構文について

中国語の兼語式と対応する日本語の表現を見ると、「させる」、「～ように

いう」、「～てもらう、ていただく」といった表現がある。これらの表現は形

が異なっているため、従来、別々に扱われてきた。しかし、意味的に見れば、

中国語の使役を表す兼語式と同様に、あるものが他のものに対し、ある動作、

作用をするようにしむけるものである。「させる」の使役の働きについて、す

でに第2章で見たが、以下、「～てもらう＿」、「～ようにいう」についてみてい

くことにする。
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4．4．1「～てもらう、ていただく」構文について

「～てもらう、ていただく」は従来「～てやる」、「～てくれる」といった

ような受給表現の枠の中で考えられていた。鈴木（1973）は次のような文をあ

げ、おじさんは利益（恩恵）をあたえる人で、「弟」は利益を受ける人である

と説明している。

（1）おじさんは弟に自転車を買ってやった。

（2）弟はおじさんに自転車を買ってもらった。

（3）おじさんは弟に自転車を買ってくれた。

一方、松下（1930a）は「利益態＿」を「自行他利態」、「他行自利態」、「自

行自利態」と三つに分けている。つまり、

（4）っいでがあるから、僕が買って来てやろう。

のような文は自分があることをして、他人に利益を与えるもので、「自行地利

態」であり、

（5）あの方が私に傘を貸してくれた。

のような文は他人が主体となって、自分に利益を与えるもので、「他行自利態」

であり、

（6）巡査に道を教えてもらう。

のような文は他人の動作を受けて、自己の動作とし、その受けることが自己の

利益であることを表すもので、「自行自利態」だということである。

これは受給表現という枠の中で考えれば、納得のいく説明であるが、XがYに

働きかけてある行為を行うようにしむけるという見方からすれば、（2）、（6）
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は「使役表現」の中に入れてもよい側面をもっといえる。利益を与える人と利

益を受ける人との関係について言えば、（1）、（3）は（2）と違う。（1）、（3）

において、利益を受ける人（弟）が利益を与える入（おじさん）に頼んだ痕跡

はみられないが、これに対し、（2）は「弟」が「おじさん」に頼んだ可能性

を含む（もちろん、頼まずに「おじさん」が自分で買ってくれた場合にも（2）

の表現は成・り立っが）。すなわち、（2）では「弟」が使役者であるか、そう

でないかの両方の可能性があるということである。一一一万、（6）では利益を受け

る人は明らかに使役者でなければならない。「巡査」に道を教えるように働き

かけなければ、「巡査」は教えてくれるはずがない。「てやる」、「てくれる」

とトてもらう」におけるこのような違いは、構文的にも確かめられる。（1）、

（3）と（2）の「おじさん」と「弟」の位置はらようど逆であり、前者におい

ては、「おじさん」が主語であり、「弟」が間接目的語であり、「自転車を買う」

ものは主語の位置にある「おじさん」であるのに対し、後者におい訣「弟」が

主語であり、「おじさん」が間接目的語であり、「自転車を買う」のは間接目

的語の位置にある「おじさん」である。（2）文における「おじさん」は「弟」

側からみれば働きかけられる対象であるが、「自転車を買う」という側面から

みれば、その行為を行う主体でもある。この意味で、「～てもらう」による（2）、

（6）の文は「させる」による使役文と似ている。このように「～てもらう」

は一方では利益の受給関係を表し、他方では使役の役割をも担っているのであ

る。次の例文において、その役割が一層はっきり見られる。

（7）明日から仕事をと王立Aiぞ。　　　　　　　　　　　『青』

（8）おれの指導通りにボクシングのトレーニングををやってもらう。

同上

（9）そのほかに、育英会の方に運動して、何とか原島育英会資金を出．し

てもらう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同上

（10）厚生省は身元が分からない孤児に国費で永住帰国してもらうために、

三年前に身元引き受け人制度を発足させることを決めた。『人』

この四つの文はいずれもXがYにある動作をするように働きかけるほうがより
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重要であり、むしろ、「使役表現」としてとらえ、それに「受給表現」が重な

る場合があるとしたほうがよいだろう。とくに、（10）では「厚生省」にとっ

て、「孤児」が帰国することは必ずしも利益につながるとは言い切れない。

このように「、～てもらう」は摘iYにある動作、作用をするように働きかける

という使役の観点から見れば、「させる」と同じ側面をもっものと考えられる。

（7）－（10）では「～てもらう」のかわりに、「させる」を用いても差し支

えない。

（7〝）明日から仕事を旦旦旦ぞ。

（8”）おれの指導通りにボクシングのトレーニングをやらせる。

（9”）そのほかに育英会の方に連動して、何とか原島育英会資金を出さ

せる。

（10〝）厚生省は身元が分からない孤児に国費で永住帰国させるために、

三年前に身元引き受け人制度整せることを決めた。

（7）－（10）と（7”）－（10〝）とくらぺて、「～てもらう」が「させる」に

置き換えられても、文法的関係は変わっていない。実際に、同じ文で、「～ても

らう」と「させる」が同時に用いられ、しかも両方置き換えが可能であると思

われる例もある。例えば、

（11）良男が中学に入ったとき、いくらなんでも、これからは遊んでばか

りの生活ではいけないと考えました。本人にも自覚をもってもらい、

毎日少しでも、規則正しく机の前に座って、勉強する習慣をっけさ

せなくては。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『朝週』

では、下線の部分で示したように、「～てもらう」と「させる」がそれぞれ使

われているが、構文的には「本人にも自覚をもってもらい」のところを「本人

にも自覚をもたせパこ置き換えても可能であり、逆に、「習慣をっけさせなく

ては」のところを「習慣をっけてもらわなくてはJに置き換えても可能である。

もちろん、このような置き換えによって意味の違いが生じることは確かである。
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次はこの両者の使役表現における異同について述べる。

「～てもらう」と「させる」は掴叩こ対し、ある動作をするように働きかけ

る点では同じであるが、その関与のしかたが異なっている。前者はXのYへの働

きかけが弱く、Yの主休性か強いのに対し、後者はXのYへの働きかけが強く、Y

の主体性が弱い。したがって、「～てもらう」はYの主体性を無視する場合に

用いられないのに対し、「させる」はYの主体性を無視する場合に用いられる。

この違いはYのとる助詞から見ても確認できる。毒させる」は

（12）a私は彼を行かせる

b私は彼に行かせる。

のように、助詞「を」と「に」の両方をとることが可能である。（12）におけ

るaとbの違いはいろいろ考えられるが、その－一つとして、aはYの主体性が無祝

されており、bはYの主体性が尊重されているということである（2．1を参照）。

これに対し、「～てもらう」は次の文に示すように、「に」しか用いられず、

「を」は用いられない。

（13）a＊私は彼を行ってもらう。

b　私は彼に行ってもらう。

つまり、「～てもらう」はつねに「に十という助詞を要求するから、Yの主

体性が尊重される場合にしか用いられないのである。例えば、Yの主体性が問

題にならない、人間の心理的状態変化を表す動詞である場合、トてもらう」を用い

ると不自然な表現になるであろう。

（14）a＊彼に驚いてもらう。

b＊彼に怒ってもらう。

同じように、Yがまったく主体性のない非情物の場合、レてもらう」は使わ

れない。

“一一185一一一



（15）a＊ゼリーに固まってもらう。

b＊鉄棒に曲がってもらう。

このように見ると、いてもらう」が「させる」と比べると、明らかにXの働き

かけが弱く、Yの主体性が高いということがいえる。このような違いをXの働き

かけの強弱とYの主体性の強弱という観点からとらえ、1．3の（16）で示した図

式にこのレてもらう」をも入れるとすると、次のような形になる。

（16）

十←一一日－1－－岬一一一一一一一一…■　Xの働きかけの強弱　一一一一一一一一一一一一一一一一一－ト一

・　　　　　　　　　　Yの主体性の亜弱　　　　　　　　　　　｝・

他動詞文　　　　させる　　　　　てもらう　　　　られる

xの働き豊、け亮、け云作用がYの勤ま．作用が
Yの状態変化　　Yの動作・作用　Xの利益になる　　　犬にふりかかる

上で示したように、打てもらう」は一方では「させる」とっながり、もう一

方では「られる」とっながっており、その両者の中間に位置し、XがYに働き

かけて、ある動作・作用をするようにしむける場合は「させる」に接近し、Y年）

動作・作用のため、利益を受ける場合は「られる」と接近する。ただし、「られ

る」によって表される受身はXにとって、被害、迷惑の意味を生じるが、レても

らう」による表現はこれと違っていわゆる受給関係であり、Xにとって利益、

恩恵を受けるのである。

以下、その両方の実例を示しておく。

（17）洋の東西を問わず中世に強い関心を置く城田さんに、現代から見た

＜中世＞を四回にわたって書いてもらった。

（18）あんまり無理はしてもらいたくないんですが。
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（19）栄治という人から助けてもらいました。 同上

（20）ソマレ首相は、　　　「必ずしもほかの国が日本のように理解を示

してくれない中で、投棄反対の声を聞いてもらったことを感謝して

いる」と述べ、　　。　　　　　　　　　　　　　　　　『朝』

（17）、（18）は「させる」と似た用法であり、実際に「させる」との置き

換えも可能であり、XがYに働きかけ、その働きかけにしたがってYが動作をす

るという意味を表すものである。上の図式でみれば、より「させる」に近いと

ころに位置するのであろう。一方、（19）、（20）は「させる」との置き換え

は不可能であり、XがYにまったく働きかけを行わず、Y自身がすすんで行為を

行い、Xがその行為によってもたらされる利益、恩恵を受けたのである。この

意味で、（19）、（20）はより；られる」に近いところに位置し、とくに（19）

において、助詞「に」ではなく、卜から」を用いているということから、Xの

働きかけが弱く、Yの主体性が高いと考えられる。

一方、XのYへの働きかけの強弱はXとYの力関係をも示し、XがYより目上か目

下か、尊敬すべきかどうか、またXの心理的要因と関係する。自分の支配下に

ある人物に対し、自分の影響力を行使できるもの（一般に、自分より目下の人

かあるいは尊敬しなくてもよい）なら、当然Xの働きかけの強いほうを示す「さ

せる」を用いるのが普通であり、逆に、自分の影響力を行使できない、あるい

は、行使してはならない（行使したら失礼にあたる）もの（一般に自分より目

上の人か尊敬すべき）なら、当然Xの働きかけの弱いほうの「こてもらう」ある

いはトていただく」を用いるのがよいだろう。例えば、学生と教授との関係に

おいて、学生が教授に講義を依頼する場合、次の三つの表現が可能である。

（21）a学生が教授に報告させる。

b学生が教授に報告してもらう。

C学生が教授に報告していただく。

しかし、学生にとって、大学の教授は自分より目上であり、尊敬ずべき存在

であるため、XのYへの働きかけという観点からみれば、学生が教授に対し、影
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響力を行使できる立場にはない。したがって、「させる」よりも、「～てもら

う」のほうが適切な表現であろう。もちろん「させる」を用いたa文は使えな

いわけではないが、こういう表現になると、教授はもはや目上の人や尊敬すべ

き人ではない。学園紛争時代の学生と教授の間柄を思い起こさせる。

一方、教授が学生にレポートを提出するように働きかける場乳（21）と同様、

次の三つの表現が可能である。しかし、今度は逆に「～ていただく、てもらう」

よりも「させる」がよいのであろう。

（22）a教授が学生にレポートを提出させる。

b教授が学生にレポートを提出してもらう。

C教授が学生にレポートを提出していただく。

学生は教授にとって、目下の人であり、影響力を行使できるものである。し

たがって、「させる」を用いたa文は同じく「させる」を用いた（21）のaとく
な

らべて不自然ではなく、適切な表現宝達。これに対し、b、C文、とくにトてい

ただく」を用いたCは目上である教授が目下の学生を尊重する場合には用いら

れるが、そうでない場合は、a文を用いてよいのである。次の文は「させる」

を用いているが、家の主人である「代助」が女中の「婆さん」に対するもので

あり、もし立場が逆ならトてもらう」かトていただく」を用いるべきであろう。

（23）代助は奥へ入った。婆さんを呼んで、着物を出させようと思った

が、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『そ』

上に見たように、「させる－」とレてもらう、一ていただく」は違いがありなが

らも、多くの共通点を有し、XがYに働きかけ、その働きかけにしたがって、Y

が動作を行うという点において同じく使役表現としてとらえることができる。

仁田（1981）では、「させる」は強制的使役態であり、訂てもらう」は依頼的

使役であるとし、これを「してもらう態」と呼び、使役態の一類と考えること

がセきるといい、奥津（1982）では「～てもらう、ていただく」を「謙譲使役

文」とし、　させる」を「尊大使役文」としている。いずれも「させる」と
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「～てもらう」とを関連付けているのである。

ところが、人称との関連で、Yが第1人称で、摘i第1人称以外の場合、YがX

より目上の人であっても、「～てもらう」は用いられない。

（24）＊学生が私に報告してもらった。

（24）では、「私」がたとえ「教授」であっても、許容されない文である。

つまり、「～てもらう」は他人から自分に対する働きかけの時は用いられない。

この点、中国語の使役兼語式の「請」と異なる。「～てもらう」に対応する「請」

は実際にXがYに対し、「請」に値する働きかけをしていれば、Yが第1人称であっ

てもさしっかえない。（24）と同じ文を中国語でいうと、

（24〝）学生蔓我作報告。

（学生に報告するように頼まれた。）

のように、自然な文である。たとえ、この場合、第3人称の掴i第1人称のYより

身分が上でも、実際に「譲」ではなく、「請」のような働きかけをした場合、

「請」が用いられる。

（25）我的指導教授蔓我去看電影。

（指導教官の招待で映画を見た。）

（＊指導教官が私に映画を見てもらった）

（25）の文に対し、「～てもらう」文は用いられない。久野（1978）は「視点」

という観点から、日本語の授受動詞について分析し、「～てやる」は話し手の

視点が主語寄りであり、■～てくれる」は話し手の視点が非主語寄りであると

し、一方、「～てもらう」については、

（26）a私ハ太郎二手鑑ヲ吾イテ貰ッタ。

b＊太郎ハ私二手紙ヲ書イテ買っ夕。
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のような例をあげ、bが許容されないのは発話当時者の視点に違反しているか

らであるという。つまり、日本語では戸てもらう」は他の授受動詞と同様に、

視点の制約を受けるということがいえる。これに対し、中国語の「請」はこの

ような制約はない。これは「給」（やる、くれる）についても当てはまる0

4．4．2　「～ようにいう」構文について

日本語では、「させる」を用いて指示使役を表すことができるということに

っいては、すでに2．5で触れた。指示使役とはXがYに対する働きかけは言葉を

通じて、行われる場合を指すものである。例えば、

（27）私が彼に行かせた。

という場合、「私」が「彼」に行くように指示し、その指示にしたがって、彼

が行ったという状況を表すことが可能である。しかし、（27）はX（私）のY（彼）

への働きかけ（指示）は終わり、Yの行くという動作がまだ実現していないと

いう場合、不自然な表現となる。

（28）＊私が彼に行かせたが、彼は行かなかった。

したがって、（27）のような文において、「させる」はYの動作の結果の実

現を含むということがいえる。日本語で、Xの働きかけがおわり、Yの動作の結

果が実現していない場合、次のような形で表すことができる。

（29）彼に行くようにいったが、彼は行かなかった。

（29）では、スカイYに行くように指示したものの、Yがその指示にしたがって

動作を行わなかったという状況を衰している。

しかし、（29）のkうにいう」という形の構文は従来「命令の’間接化」あ

るいは「勧告間接化話表現」といわれるものであり、「話法」として扱われて
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きた。つまり、（29）は「彼」に対する

（30）a行きなさい。

b行けよ。

のようなaかbといった直接の命令文から転じたものであるというふうにとら

えられるからである。奥津（1970）は直接引用文を間接引用文に転換すること

を「間接化」とし、その間接化の手続きについていろいろ述べているが、「命令

の間接化」について、

（31）「アナタハ私ニ「ソレヲボク二見セナサイ」トオッシャツタ」

の例をあげ、この直接命令文を間接命令文にするには、引用文の中の辞的要素

である部分の動詞の命令形語尾「ナサイ」をとってしまって、「ruyOOni」（～

るように）を付加するという転形ルールを示している。一方、柴谷（1978）は、

（32）a父は僕に「お前が庭を掃け」と命令した。

b父は僕に庭を掃くようにと命令した。

の例をあげ、a文を命令文の直接話法とし、b文を命令文の間接話法とし、こ

れを「勧告間接話法表現」といっている。柴谷は普通の間接話法表現では、引

用句として含まれている文が文として、完全な形を表層レベルで表すのが多い

が、勧告文ではたいてい文として、不完全なものを引用文としているという。

つまり、この勧告間接話法表現を間接話法としながら、一般の間接話法と区別

しているわけである。

しかし、この「勧告間接話法表現」はXがYにある動作、作用をするように働

きかける点では「▼させる」文とっながっている。一般に使役との意味上のつな

がりについては、他動詞文と受身文はよくとりあげられるが、この「勧告間接

話法表現」との意味上のつながりについては、ほとんど問題にされていない。

「させる」と「～ようにいう」の二つの構文を比べて、XがYにある動作、■作
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用をするように働きかけるという点において同じであるが、Xの働きかけを受

けたYがその動作、作用を行うか否かという点において異なっているというこ

とがいえる。

（33）a今朝子供に宿題を里旦旦主。

b今朝子供に宿題をやるようにいった。

上のaはⅩ（文に出ていないが）がYに宿題をやるように指示し、その指示通

りYが宿題をやったという意味を表しているが、bはYに宿題をやるように指示

したが、子供が宿題をやったということを合意していない。つまり、「させる」

はYへの働きかけのみならず、Yの動作の実現をも含意するが、「～ようにいう」

はXの働きかけにのみ重きを置き、Yが動作、作用をするか否かは問題にしない。

このような、Yの動作の実現をめざすものの、その動作の実現することを含意

しなくてもよいトようにいう」構文をここで使役表現の一つとして、「目的使

役」と見なしうる。日本語ではこの両者は形式　上はっきりした違いが見られ

るが、前述のように、中国語ではYの動作を合意する場合はもちろん、合意し

ない場合でも「叫、譲」を用いることができる。例えば、

（34）我譲他去了。

という文では、Ⅹ（我）がY（披）に行くように指示し、そのYが式の指示にした

がって行ったという状況を表せると同時に、実際にYが行かなかったという状

況を表すこともできる。この文を日本語に訳すと、前者の場合は（35）となり、

後者の場合は（36）となる。

（35）私が彼に行かせた。

（36）私が彼に行くようにいった。

このように見れば、従来間接勧告話法文として見なされてきた声ようにいう」

構文も，一方ではXがYにある動作、作用をするようにしむけるという意味にお
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いて「させる」構文と連続しているということができる。この巨ようにいう」

と「させる」を中国語の「叫、譲」と関係づけて示すと次のようになる。

（37）

XがYにある動作、作用を

iするように働きかける　　　…

iYの動作、作用を含意
仁一…一一一・

Yの動作、作用を含意しない

‾－‥‥‾‾l‾丁‾‾‾‾▲‾‾

′ようにいう；させる

＿‥川、目上＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

I　‾

叫

しかし、これは使役表現という大きな枠組みによるとらえかたであって、決し

てトようにいう」と「させる」構文がまったく同じだという意味ではない。両

者の問に大きな違いがあることは事実である。例えば、「させる」は一つの助

動詞としてこれ以上分けられないが、トようにいう」は「ように」と「いう」に

わけられ、「ように」と「いう」の問にYが入ることもできるp（38）ノのかわり

に、（39）ということもできる。

（38）a彼に行くようにいった。

（39）b行くように、彼にいった。

これに対し、「行かせる　芸はこのようにはずして用いることはできない。つ

まり、「させる」は動詞の未然形に付加し、一旦その動詞と結び付いたら、一つ

の動詞のように働くが、「～ようにいう　jは別々に考えられ、「ように」は動

詞の終止形に付加すると、前の成分が「ように」の引用内容となり、「いう」

はその内容を伝える役割を果たしている。したがって、「いう」という働きか

けが完了しても、「ように」によって表される内容の実現が完了しない。一方、

勧告動詞は「いう」の外に「命令する」、「勧める」、「求める」、「頼む」
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といった動詞を用いることが可能である。例えば、

（40）a彼に行くように昼食上皇。

b彼に行くように勧めた。

C彼に行くように昼型皐。

C　彼に行くように頼んだ。

上の文では、違う勧告動詞を用いることによってそれぞれの語いの意味の違

いが生じる。これらの文はらようど中国語の使役兼語式の動詞と対応すること

になる。

4．5　使役兼語式と他の構文との対応

以上で、4．2、4．3では中国語の使役兼語式の構文について、4．4では日本語

の「～てもらう」構文と「～ようにいう」構文についてそれぞれ考察した。以

下、その対応する実例をあげておこう。

（1）a米国的体面人都箪牧師堕堕。　　　　　　　　　　『犠』

bアメリカの上流社会の人は皆牧師に艶を旦結婚の証人にを±ヱ貰

うのです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹中訳

（2）a初めのうちはただぶらぶらしていたが、何うしても、はかばかし

く癒らないので、仕舞いに医者に星旦立をヱたら能くは分からな

b起初還不当回事，誰知嚢蔓医生麺，也説不清楚。陳徳文訳
（3）a呉先生轟然是小越的親戚，可是最不関心小越的事，除了堕小越給

墜旦地位，他簡直不太愛和小越説話。　　　　　　　　『離』

b呉さんは小越の親戚ではあるが、小越のことに関しては全然関心

を持たず、小越に頼んで自分の地位を維持してもらう場合のほか

ほとんど小越と口をきくことすらない。　　　　　　　　竹申訳
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（4）a現在量他星包煙総青竹。　　　　　　　　　　　　『李』

bタバコを買ってくれるように頼んだらきっと引き受けてくれるだ

ろうと患った。　　　　　　　　　　　　　　　　　　上野訳

（5）a到了門口勧肖蔓我圭技伝達室，　　　　　　　『悠』

b建物の入口につくと、歩哨は受付に行くように言った。　上野訳

（6）a他些司机開車追上帝望北。　　　　　　　　　　　『喬』

b彼は野望北の後を追う ように運転手に言い付け、　　。上野訳

上の例文において、（1）－（3）は使役兼語式と「～てもらう」との対応例

であり、（4）－（6）は使役兼語式と「～ようにいう」との対応例である。同

じように使役兼語式と「させる」との対応例もある。これは先にもあげたが、

さらにいくっかあげておこう。

（7）a老張垂直老龍畳女児還債是真的。　　　　　　　　　　『老』

b張さんが龍先生を脅迫して娘を売らせ、その金で借金を取り立

てたことも本当でさあ。　　　　　　　　　　　　　　　　竹中訳

（8）a東一束他就坐下，直喫的海碕天空，還重畳茶房重湯昼飯。『老』

b食事の用意ができると、まっすぐに貞子につき食うわ、飲むわ、

まるで大嵐が通過したように料理を片っぽLから平らげた上勝手

にボーイに命じて、スープを補充させたり幾椀となく飯のおかわ

りをしたりした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹中訳

（9）a因此，親友間有不経張大鹿為媒而結婚者，他只丞張大賭圭星亘，

他自己決不参加婚礼。　　　　　　　　　　　　　　『離』

b　このようなわけで、もし親戚知人の問で張大：姥の媒介に依らずに

結婚するものがあったら、彼は単に大一姥をやって喜びを述べさせ、

彼自身は決して式場に顔を出さない。　　　　　　　　　竹中訳
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一方、使役兼語式はまた「～命令形Ⅴ」構文と対応することもある。例えば、

（10）a寺尾は逢うたんびにもっと書け書けと勧める。　　　　『そ』

b寺尾は毎蓮見面，還是一個御児墜他継続蔓下去。　　陳徳文訳

（11）a　どうしてお婆さんを連れて来たのよ？

柚子姉さんが連れてこいって言ったから。

b條為什女把姥姥送来場？

柚子姐譲我送乗的功。

『厭』

劉振免訳

上の例文では、aの日本語は→一般に命令の直接話法文といわれるものである。

例えば、他人あるいは自分のいった「守テけ」という命令の文をそのまま引用し

て、そして、命令の主体と命令される柏手を入れ、次のような直接話法文を作

ることができる。

（12）a彼が僕に行けと言った。

b僕が彼に行けと言った。

このような構文は先に述べた勧告間接話法文と比べて、命令の内容を引用す

るという点では似ているものの、【一一方が「と」を用い。もう一方が「ように」

を用いるという点で大きな違いがある。例えば、「～命令形Ⅴ」という構文は

命令の直接引用であるため、実際に話者の命令の内容をそのまま引用すること

ができる。例えば

（13）a　おまえが行け。

という文をそのまま引用し、次のようにいうことができる。

（13）b僕は彼におまえが行けといった

これに対し、「二ようにいう」構文を用いて引用することはできない。
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（14）＊僕は彼におまえが行くように言った。

また、「～命令形Ⅴ」の場合、終助詞の「よ」といった話者の態度を表すもの

を入れてもよい。

（15）a僕は彼に行けよと言った。

さらに、引用の内容を「」括弧のなかに入れて引用することが可能である。

トようにいう」構文はこのようなことはできない。

（16）a僕は彼に「おまえが行け」と言った

b＊僕は彼に「おまえが行く」ように言った。

C＊僕は彼に「行く」ように言った。

このような違いは一・万が直接引用であり、もう一一万が間接引用であるという

ことから生じるものであるが、「させる」による使役文とのつながりという点

から見れば、当然トようにいう」構文のほうがより共通点が多いといえよう。

一方、使役兼語式はまた、次の「～が～に～をⅤ」構文とも対応する・。次の

対応例を見よう。

（17）a所以他塾我堕兵。

bそれで私に停戟を麹互に来た。

（18）a老梅堕我代課。

b梅君が私に代講を頼んだ。

『柳』

竹中訳

『離』

竹中訳

上の例文では、aの中国語はいずれも軋VlⅣ2V2使役兼語式であるのに対し、日

本語ではいずれも「～が～に～をⅤ」構文を用いている。つまり、中国語の使

役動詞に対応する日本語の動詞は三項動詞として、「～が～に～を」をとるこ

とができる。上の「頼む」のほかに、「命令」に対応する「命じる」、「勧」

に対応する「勧める」などもそうである。
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（19）刑事は念のために、二号室の捜索を部下に命じた。　　　『描』

（20）三原はさっそく札幌署に調査を昼塵と左。　　　　　　『点』

（21）カオルは信介に座布団をすすめると羊かんをきり、お茶を入れて

『請』

しかし、中国語の使役動詞は働きかける柏手Ⅳ1のほかに、V2を要求するのが

普通である。例えば、（19）、（20）の文に対し、中国語ではそれぞれ、

（19”）為了慎重起見，刑警重畳部下堕垂二号房問。

（20〝）三原立即請求札幌警察署調査。

となり、日本語で名詞となるところの「捜索」、「調査」は中国語では下線で

示すように「捜査」（捜索する）、「調査」（調査する）という動詞にかわっ

てしまう。また（21）の口重布団」をそのまま「座蜜」に訳し、「座布団を勧

める」を「勧坐牽」に訳したのでは不自然な表現となり、これを「勧信介坐」

あるいは「請信介坐」にすべきであろう。次の例文において、中国語では「入

坐」（座につく）という動詞を用いているのに対し、日本語の訳文では「椅子」

という名詞を用いている。

（22）a小担把真東的椅子拉出，請他A坐。　　　　　　　　『離』

b小越は卓子の主産の椅子を引き出し、彼女に勧めた。　竹中訳

同じように、（23）の例文では、中国語では、「喫菜」（料理を食べる）とい

う動詞を用いているが、訳文では「料理」という名詞をあてている。

（23）a老李也楓了一口酒，譲丁二爺堅塁。　　　　　　　　　同上

b老李もちょっと盃に口をっけた後、丁二爺に粗壁を勧め、・…‥。

同上
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第四章［注］

［注1］（5）－（17）の例文の訳文は伊藤漱平訳　（中国古典文学大系『紅楼夢』

平凡社）によるものである。

［注2］　ここで置き換えが可能であるというのは、置き換えの後、同じ意味を

表すということではない。

［注3」「快」に対応する日本語の「はやく」はムードを表さないという点に

おいては「快」と異なる。例えば、「像快去」とはいえるが、「他快

去」とはいえない。詳しくは荒川（1977）参照。
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第　5　章　　結こド

本研究では、X（使役者）がY（披使役者）に働きかけ、ある動作・作用・状

態変化をさせるという意味事象を中心に、対照研究の立場から、使役をとらえ

なおし、使役表現という枠組みを設定した。本研究で使役表現として考察の対

象となったのは、日本語では、「させる」構文のほかに、Xの働きかけとYの変

化を示す他動詞文、「～てもらう」構文、「、～ようにいう」構文などであり、

中国語では、「叫、譲、使」構文のほかに、Xの働きかけとYの変化を表す他動

詞文、使役兼語式構文などである。これを示すと次のようになる。

使役表現

云／⊥／／／
日本語

謹ヽ～
動　　せ　　て　　よ

詞　　る　　も　　っ

文　　　　　　ら　　に

つ　　　い

、一l

＼＼＼
中国語

他　　叫　　使　　使

動　　譲

詞

役

兼

圭左
ロロ

式

本研究の目的はこのような使役表現に関する日本語と中国語の比較対照を通

じて、両言語の使役表現における相異を考察し明らかにすることであった。

第1章では日本語と中国語における従来の使役文のとらえかたを概観し、そ

して本研究で取り上げる使役表現の位置づけを試みた。第2章では、主として

「させる」と「叫、譲、使」による使役文に考察を加え、第3章では、日本語

と中国語の、Xの働きかけとYの変化の複合を示す他動詞文による使役表現の違
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いを観察し、第4章では、中国語の使役兼語式構文およびそれに対応する日本

語の「～てもらう」構文、「～ようにいう」構文などを考察した。

以上、各章の比較、対照を通じて、以下のことが明らかになった。

まず第一に、本研究で取り上げられたそれぞれの構文は、あるもの（Ⅹ）が他

のもの（Y）に働きかけ、その働きかけをうけたもの（Y）が、動作・作用・状態

変化をするという事象を表す点において、一致し連続している。しかし、その

連続のしかたにおいては日本語と中国語とでは、似ている部分と似ていない部

分とがある。例えば、Xの働きかけとYの変化の複合を示す他動詞文と使役文は

前者はXの働きかけとYの状態変化を表し、後者はXの働きかけとYの動作を表す。

このような違いはXの働きかけの強弱とYの主休性の強弱によってとらえられる。

この点、日本語と中国語は基本的には同じである。これを次のような形でとら

えられる。

1く－　　　　…　　　Xの働きかけの倣弱　・　　　　　・一

一　く　　　‥‥　‥　　Yの主体件の戯弱　　　　　　　　　　・

日本語　　　他動詞文　　　させる文
きー

・
・
・
・
・
1
．

－
・
仁
耳
働

のV
A

シとヰ
ノ

ヽ、
カ

中国語

てもらう文

／了
Xの働きかけと　　Yの動作が

Yの状態変化　　　Yの動作・作用　　Xの利益になる

一丁　ここ

他動詞文　　　　　　　叫、譲

上の図において、左側へいくとXの働きかけが強く、Yの主体性が弱いが、右

側へいくと逆に、Xの働きかけが弱く、Yの主体性が強くなる。この図には出て

いないが、さ‾らに右側へいくと受身文になる。

しかし、「させる」と「叫、譲」との問にXの働きかけの結果、Yが動作を行
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うか否か、すなわち、Yの動作の実現を含意するかしないかという点において

は異なる。「させる」はYの動作の実現を含意するが、「叫、譲」はYの動作を

含意しなくてもよい。Xの働きかけが完了し、Yの動作が実現されない場合、日

本語では「～ようにいう」構文を用いる。したがって、この構文をも一緒に考

えると、次のような形で対応することになる。

「

Yの動作の実現を合意する
▼HTm‾

させる

Yの動作の実現を合意しない　…～ようにいう
、＿＿＿＿．＿＿＿▼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　＿＿＿＿＿＿＿▼　＿．＿、．＿＿　＿　＿．＿＿．＿　　　＿＿＿．＿」　＿　‥．

叫、譲

日本語の「させる」と「～ようにいう」における違いは中国語の「叫、譲」

においては見られない。

第2に、「させる」と「叫、譲」におけるもう一つの重要な違いは「させる」

が動詞との融合度が強いのに対し、「叫、譲」のそれが弱いということである。

つまり、日本語では使役文といっても∴‾t動詞十させる」のように、「させる」

と動詞が結合するとあたかも一一つの他動詞のように働くが、中国語では「叫、

譲」と動詞が直接に結び付くのではなく、間に披使役者（Y）が入っており、

「叫（譲）Y V」のような形になるので、「させる」は一一般に、文法範ちゅう

としての態の用法にとどまるのに対し、「叫、譲」は語い的性格がより強い。

したがって、「させる」は動詞に接続する場合、制限がさびしく、所動詞や動

詞の可能態などにつくことができない。これに対し、「叫、譲」にはこうした

制限はゆるい。例えば

a故意大声説，叫（譲）他聴見。

（＊わざと大きな声でいって彼に聞こえさせる。）

b譲他椚壁土幸福生活。

（＊彼らに幸せな生活を過ごせさせる。）

C　譲他学習不了。
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（＊彼に勉強できなくさせる。）

d譲我椚一起奮闘咽。

（＊我々に頑脹らせよう。）

第3に、Xの働きかけとYの変化の複合を示す他動詞文の場合、日本語ではXの

働きかけとYの変化の結果は一つの動詞のなかに融合し、一般にXの働きかけが

完了した場合、Yの変化の結果も同時に現れるが、これに対し、中国語では、X

の働きかけとYの変化は二っの形態素によって示され、前の形態素が働きかけ

のみを表し、後の形態素はYの変化の結果を表すということである。このよう

な違いを示すと、次のようになる。

倒す

ソ
働きかけ　　　　　　変化の結果

l

・

l

山

Y

 

T
ヰ
イ
J

したがって、Xの働きかけはしたが、Yに変化が起きなかった場合、中国語で

は、前の働きかけを表す動詞を用いればよいが、日本語ではそれができない。

一般に「～てみる」あるいは「～ようとする」を付加して表さなければならない。

一方、日本語では形態的に対応する他動詞がない場合、Yの意志の有無にか

かわらず、自動詞に「させる」を付加して他動詞の役割をさせるが、中国語で

は、Yの主休性（あるいは自発性）を問題にしない場合、「結果補語」の形で、

Xの働きかけを示す他動詞に、Yの変化の結果を示す自動詞（形容詞）を付加して

表すことが可能である。

第4に、構文的考察が行われなかった使役兼語式におけるVlを構文的特徴によっ

て再分類したことである。従来使役兼語式といわれる「軋（X）VlⅣ2（Y）V2」

における使役動詞をYの動作・作用の実現を含意するか否かという観点から、

▲　203　－



以下の三つのグループに分類した。Yの動作・作用の実現を、含意するもの（a

グループ「使」など）、含意しても、含意しなくてもよいもの（bグループ「強

迫」など）、含意しないもの（Cグループ「鮭」など）。またムードを表すこ

とばを補文にもっかもたないかという観点から、使役動詞を、ムードのことば

を構文にもっことのできないグループ（ア壊「使」など）と、できるグループ

（イ類「要求」）の二種蟹に分けた。上の二つの観点によるとらえかたをYの

動作・作用が結果としてとらえられるか、目的としてとらえられるかというこ

とと関連づけて示すと、次のようになる。

1

i

l

L＿＿－＿▼＿＿－

】

L

l

一

】

．

，

－

的

巳空軍作●作用の実現を含

ムードのことばを補文にもつ
「一肌

1

」＿＿－＿

使役表現のもっ、Xの働きか万とYの動作・作用・状態変化という二つの側面

から見れば、左側の使役動詞はよりY側の結果のほうに重きが置かれ、右側の

使役動詞はよりXの働きかけのほうに重点が置かれるということができる。

以上あげたこれらの点は本研究の主な成果であるが、このほかにも多くの問

題について触れ、多数の実例でもって繭言語の相似と相違を指摘し、明らかに

した。しかし、ある部分ではまだ事実を指摘したのにとどまり、検討が十分で

ないところもある。また、使役表現が言語全体における位置、換言すれば、他

の表現（例えば、受身表現、依頼表現など）との関係については今回の研究で

は言及しえなかった。これらの問題を今後の研究課題として考察していきたい。
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作り文才二出とI哩

『朝』　→　『朝日新聞』

『朝ジャ』　→　『朝日ジャーナル』

『青い』　－→　『青い壷』　有害佐和子　責頭訳

『朝過』　－→　『朝日週刊』

『披』　→　『被愛情遺忘的角落』　張弦　上野広生編訳

『現代中国語小説』　亜記書房

『包』　－→　『包船風波』　童暁明

『城』　→　『城南旧事』（電影文学劇本）　伊明

『茶』　→　『茶館』　老舎　（劇本　中国話劇選　3）

『点』　→　『点と線』　松本清張

『第』　－→　『第三次出廷』　濾大林

『雁』　→　『雁』　森欧外

『金』　→　『金子』　（話劇劇本）

『九』　う　『九龍灘』　争鎮妻

『黒』　→　『黒い目と茶色い目』　富田健二郎

『季』　－→　『季節』　井上靖　金申訳

『京』　－→　『京の川』　水上勉

『離』　→　『離婚』　老舎　竹中伸訳

『隣』　→　『隣居』　馬林・達耳鼻、朱枚（電影文学劇本）

『路』　一一ナ　『路』　責鵡源　馬中駿　（話劇劇本選）

『李』　→　『李大順造屋』　高暁声　上野広生訳

『老』　→　『老張的哲学』　老舎　竹中伸訳

『柳』　→　『柳屯的』　老舎　竹中伸訳

『馬』　→－『馬藍花』　任徳塊　（劇本　中国話劇選　3）

『毎』　→　『毎日新聞』
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『没』　→　『投有公開的秘密』

『楢』　→　『楢山節考』　深沢七郎　呉樹文訳

『措』　→　『猫は知っていた』　仁木悦子　金岡訳

『日本』　→　『日本経済新聞』

『日本語』　→　「日本語自動詞使役の構文動詞に対する制限について」

本田畠治（1975）『静岡大教養部研究報告10』

『喬』　→　『喬「長上任記』　蒋子龍　上野広生訳

『誰』→　『誰是強者』梁食蟹（話劇劇本）

『昭』　→　『昭和史』　遠山茂樹・今井清一・藤原彰

『世』　→　『世相』　織田作之助

『善』　→　『善人』　老舎　竹中仲訳

『そ』　→　『それから』　夏目漱石　陳徳文

『談』　→　（「談談非処置式的把字句」　遭洪勲　『語文学習』1985．12）

『犠』　→　『犠牲』　老舎　竹中伸訳

『雪』　→　『雪国』　川端康成

『小』　→　『中線上的将軍』　陳世旭　上野広生訳

『厭』　→　『廠らせの年齢』　丹羽文雄　劉振藩胡

『一』　→　『一担水』　浩然　伊藤克・香坂順一訳

『悠』　→　『悠悠寸草心』　王蒙　上野広生訳

『伊』　→　『伊豆の踊り子』　川端康成　侍桁訳

『夜』　－→　『夜更けと梅の花』　井伏鱒二　李海峰訳

『余』　→　『余計な回り道』　石川達三　文軍訳
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